
資料 ４－11 

（各放送機関） 

放送機関の応急対策（地震災害） 

１ 日本放送協会横浜放送局 

(1) 放送のサービス

地震災害発生時においては、総合テレビ（チャンネル１）、衛星放送、ラジオ第一放送

（594KHz）、FM 放送（横浜 81.9MHz・小田原 83.5 MHz) を中心に、その規模に応じて通常

番組を中断するなどして、随時「ニュース速報」、「臨時ニュース」、「災害特別番組」を

編成し、災害の規模・被災の実態などを放送する。 

(2) 施設の応急復旧

放送会館設備、放送会館と東京放送センターとのテレビ・ラジオ・FM 回線、FM 放送

所との回線および放送所・中継局設備が使用不能の場合、緊急機材等により速やかに復旧に

努める。 

２ ㈱アール・エフ・ラジオ日本 

(1) 放送体制

ア 非常事態放送対策本部の設置

(ｱ) 本部は東京支社に置くが、支社での放送業務が不能の際は、横浜本社又は川崎

送信所に移す。

(ｲ) 本部は直ちに放送実施・維持に必要な人員を確保する。

イ 県との連絡

(ｱ) 災害初期の混乱を防止し、流言飛語の流布を阻止するため、絶えず県と連絡を

とり、地震、津波等の警報及び住民の避難誘導など人命に関する緊急情報を他の

番組に優先して放送する。

(ｲ) 災害防止に協力するため、局の得た情報を可能な限り、県に通報する。

前記(ｱ)、(ｲ)その他の措置を効果的に実施するため、事態発生とともに、局員

を県に派遣することもある。 

(2) 放送の応急措置

ア 東京支社スタジオ施設

東京支社は、賃貸ビルに入居している関係上、電源はビル電源室より供給されて

いるが、独自に無停電装置を有しており、停電しても数時間の放送を継続できる。 

イ 横浜本社スタジオ施設

常時 50kVA の無停電装置による放送機器の運転を行っている。さらに無給油で 72

時間運転可能な 250kVA の非常用発電機により、現用系、予備系の２系統の高圧受電 

電源断の際、放送機器への電源供給をバックアップしている。 

ウ 川崎送信所の設備

高圧電源２系統が、断となった場合に、250kVA 非常用発電機を運転する。この発

電機は燃料補給なしでも放送を３日間継続できるよう、3,000 リットルの容量の地 

下タンクに燃料を常備している。 

エ 各伝送系は、う回ルート、無線等により確保し、放送を維持するとともに、復旧

に努める。

３ ㈱テレビ神奈川 

(1) 放送体制

災害対策本部を設置し、災害放送体制の確保を図る。

(2) 放送応急措置
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  ア 鶴見送信所（親局）からの直接送出 

    マスター又はスタジオが使用不能になる状況を考慮して、直接送信所から生放送する体

制をとる。（アナログ放送時代とは異なる仕組みのため、2012 年度新規に簡易マスター

システムを導入） 

  イ 関東の独立局５局、ないし、全国の独立局 12 局とは災害時の相互援助に関する協定を

締結しており、必要な援助を受けられるようにしてある。 

ウ 商用電源の障害対策 

   (ｱ) 本社においては、商用電源は本線、予備の２回線が用意されている。さらに、非     

常用電源設備が設置されており、保安電力、マスター設備、スタジオ設備の電     

源も確保されている。 

      (ｲ) 鶴見送信所、平塚中継局、小田原中継局、南足柄中継局等には、非常用発電機を設置 

し、送信電源の確保がなされている。 

       

４ 横浜エフエム放送㈱ 

 (1) 放送体制 

   非常緊急放送に移行し、放送用員・災害放送体制の確保を図る。 

  (2) 放送の緊急措置 

  ア 本社演奏所の電源確保 

    ループ給電を受けている入居ビルにより商用電源を受けている。商用電源停電の   

場合は、当社独自の非常用発電機により、無給油で 20時間放送を継続できる。 

  イ 送信所の電源確保 

    大山送信所、円海山予備送信所、ならびに小田原中継局、磯子中継局とも独自の非常用

発電機を設備し、停電に備えている。 
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資料 ４－12－(1) 

（消防保安課） 

 

大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 

 

昭和61年 5月30日 消防救第 61号 

改正 平成 4年 3月23日 消防救第 39号 

改正 平成 5年 3月26日 消防救第 36号 

改正 平成 5年 5月14日 消防救第 66号 

改正 平成 6年 4月 1日 消防救第 45号 

改正 平成 7年 6月12日 消防救第 83号 

改正 平成 8年 6月28日 消防救第127号 

改正 平成 8年11月 7日 消防救第244号 

改正 平成 9年 3月19日 消防救第 67号 

改正 平成10年 3月31日 消防救第 47号 

改正 平成11年 3月26日 消防救第 68号 

改正 平成12年 7月26日 消防救第202号 

改正 平成12年12月25日 消防救第316号 

改正 平成21年 3月23日 消防応第 97号 

 

１ 目的 

この広域航空消防応援実施要綱（以下「要綱」という。）は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第４４条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機（以下「ヘリ」という。）を保有

する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援（以下「広域航空

消防応援」という。）を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手続きその

他必要な事項について定めることを目的とする。 

２ 用語の定義 

（1） 要請側市町村 

大規模特殊災害発生地の市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当

該一部事務組合とする。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとす

るものをいう。 

（2） 要請側都道府県 

要請側市町村の属する都道府県をいう。 

（3） 応援側市町村 

ヘリを保有する市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部

事務組合を含む。以下この号において同じ。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、

又は実施しようとするものをいう。 

（4） 応援側都道府県 
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ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとす

るものをいう。 

３ 対象とする大規模特殊災害 

広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防

機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。 

（1） 大規模な地震、風水害等の自然災害 

（2） 山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故等 

（3） 高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの 

（4） 航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故 

（5） その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等 

４ 広域航空消防応援の種別 

広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。 

（1） 調査出場 

現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場 

（2） 火災出場 

消火活動のための出場 

（3） 救助出場 

人命救助のための特別な活動を要する場合の出場（これに附随する救急搬送活動を含む。） 

（4） 救急出場 

救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの 

（5） 救援出場 

救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場 

５ 広域航空消防応援の要請先の決定 

要請側市町村の消防長（消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。）

は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊（以

下「特別救助隊等」という。）の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防

応援の応援側市町村又は応援側都道府県（以下「応援側市町村等」という。）を決定するものとする。 

６ 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続 

（1） 要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、直

ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにし

て広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同

様の連絡を行うものとする。 

① 応援側市町村 

② 要請者・要請日時 

③ 災害の発生日時・場所・概要 

④ 必要な応援の概要 

（2） 要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行

うものとする。 

（3） 消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道府県
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（以下「所属都道府県」という。）の知事に対し要請を行うものとする。 

（4） 所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市 

町村の長に要請を行うものとする。 

（5） 要請側市町村の消防長は、第１号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やか

に次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道

府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都道府県の知事

及び応援側市町村の消防長への連絡は、第２号から第４号までの規定に準じて行うものとする。 

① 必要とする応援の具体的内容 

② 応援活動に必要な資機材等 

③ 離発着可能な場所及び給油体制 

④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法 

⑤ 離発着場における資機材の準備状況 

⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況 

⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道

府県名 

⑧ 気象の状況 

⑨ ヘリの誘導方法 

⑩ 要請側消防本部の連絡先 

⑪ その他必要な事項 

７ 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知 

（1） 応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した

場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知するものとす

る。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。 

（2） 所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側

都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知

するものとする。 

８ 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知 

（1） 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第６項（第４号を除く。）

を準用する。この場合において、第６項第１号中「前項」とあるのは「第５項」と、「応援側市町村」と

あるのは「応援側都道府県」と、「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、同

項第３号中「応援側市町村が属する都道府県の知事」とあるのは、「応援側都道府県の知事」と、同項第

５号中「次の事項を応援側市町村の消防長」とあるのは「次の事項を応援側都道府県の知事」と、「所属

都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と読み替えるものとす

る。 

（2） 応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場

合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するも

のとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて

当該要請側市町村の長へ通知するものとする。 

９ 要請手続の特例 
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要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第６項及び前項に定められた手続きによる要請をす

るいとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。この場合、

直ちに要請側都道府県、所属都道府県（市町村に要請をした場合）及び消防庁に、第６項及び前項に定める

手続きをしなければならない。 

10 広域航空消防応援の中断 

（1） 応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市

町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。 

（2） 応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用する。

この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替えるものとする。 

（3） 前２号により広域航空消防応援を中断したときは、第７項又は第８項に準じてその連絡を行うものとす

る。 

11 広域航空消防応援の始期及び終期 

（1） 広域航空消防応援は、第２号及び第３号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリ

ポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。 

（2） ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令が

あったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。 

（3） ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命

令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。 

12 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮等 

（1） 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行

うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認

めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。 

（2） 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最

高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。 

13 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等 

（1） 要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくもの

とする。 

（2） 前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届出ておくも

のとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出を行うものとする。 

14 要請側都道府県の措置等 

（1） 要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言

を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。 

（2） 要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要

事項について消防庁長官へ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出等を行うも

のとする。 

15 応援側市町村等の届出 

（1） ヘリを保有する市町村（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。）の消防長は、

次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。 
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なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える

ことができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力 

② 特別救助隊等の隊員数 

③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表１及び別表 

２のうちヘリによる搬送が可能な救助器具（以下「救助器具」という。）の品名、大きさ、重量、数量 

（2） ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくものとす

る。 

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える

ことができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力 

② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数 

③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量 

16 消防庁長官の情報提供 

（1） 消防庁長官は、第１４項第２号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応援側

市町村の消防本部に提供するものとする。 

（2） 消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請側都道府県を通

じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。 

17 広域航空消防応援に要する経費の負担区分 

広域航空消防応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。 

（1） ヘリの燃料費、隊員の出場手当等応援に直接要する経費については、要請側市町村が負担するものとす

る。 

（2） 前号の規定に基づき要請側市町村が負担する経費については、要請側都道府県がその一部を補助するこ

とができる。 

（3） 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側市町村の負担とする。ただし、応援側市町村等の

重大な過失により発生した損害は、応援側市町村等の負担とする。 

（4） 前号に定める要請側市町村の負担額は、応援側市町村等の加入する航空保険により支払われる金額を控

除した金額とする。 

（5） 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度、要請側と応援側が協議し

て定めるものとする。 

18 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係

る訓練を随時実施するものとする。 

19 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。 
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緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

       平成 16 年 ３月 26 日 消防震第 19 号 

改正 平成 17 年 ３月 30 日 消防震第 14 号 

改正 平成 18 年 ２月 14 日 消防応第 15 号 

改正 平成 18 年 ６月 22 日 消防応第 94 号 

改正 平成 20 年 ７月 ２日 消防応第 109 号 

改正 平成 20 年 ８月 27 日 消防応第 152 号 

改正 平成 24 年 11 月 28 日 消防広第 95 号 

改正 平成 26 年 ３月 26 日 消防広第 75 号 

改正 平成 27 年 ３月 31 日 消防広第 74 号 

改正 平成 28 年 ３月 30 日 消防広第 80 号 

改正 平成 29 年 ３月 28 日 消防広第 93 号 

改正 平成 31 年 ３月 ８日 消防広第 35 号 

改正 令和 ２年 ７月 17 日 消防広第 190 号 

改正 令和 ３年 ３月 22 日 消 防 広 第 89 号 
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第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるも

ののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

別添２ 

資料　４－１２－(2)
　　　（消防保安課）
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か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 
（５）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがあ

る事故により生ずる災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故に

より生ずる災害をいう。 

（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（16）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求

め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特

別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号

において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の

３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援

助隊が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 

 

 （都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消

防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27 年消防広第 74 号。以下「要請要綱」という。）

第 38 条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）
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に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと

する。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38 条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するもの

とする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支

援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

 （統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、原則として、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助小隊３隊程

度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編成するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 
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 （エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとお

りとし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属

する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊

災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水

車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心

として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって

編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成

するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、

応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指

揮隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 

 

 （特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 
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（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中

性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

 （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10 条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）水難救助小隊 

  ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものである

こと。 

  イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶

を備えること。 

  ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備え

ること。 
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（２）遠距離大量送水小隊 

  ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要

な隊員で構成されるものであること。 

  イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場

所に毎分 3,000 リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

  ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成される

ものであること。 

  イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材の

いずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

   震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資

機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

   その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機

材及び必要な隊員で構成されるものであること。 

  ア はしご車 

  イ 照明車 

  ウ 空気ボンベ充填車 

  エ 無人消火ロボット 

  オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 
第３章 出動 

 

 （指揮本部の設置） 

第 11 条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助

隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と

の活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 

策本部に職員を派遣するものとする。 

 

（航空指揮本部の設置） 
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第 12 条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

 （後方支援本部の設置） 

第 13 条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

  （都道府県大隊の出動） 

第 14 条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

  （指揮支援部隊の出動） 

第 15 条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸

送により出動するものとする。 
 

  （統合機動部隊の出動等） 

第 16 条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 

1082



 

  
 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県

大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するも

のとする。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第 17 条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生

した場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 
 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第 18 条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生し

た場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動す

るものとする。 
 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第 19 条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単

独で出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大

隊と連携して活動するものとする。 
 

（航空部隊の出動） 

第 20 条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動

するものとする。 
２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 
 

  （集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 21 条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおり

とする。 

（１）集結場所 

   代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特

性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動
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部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集

結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ル

ートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

  （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やか

に当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無に

かかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害

機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長

又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊

又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとす

る。 

 

  （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25 条に規定する

緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに
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当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項

について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して

報告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

  （指揮体制） 

第 24 条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括

し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、

被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地に

おける陸上（水上を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航

空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の

管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下

の指揮を行うものとする。 

 

  （緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第 25 条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」
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という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調

整に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に

設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必

要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称

する。 

 

  （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26 条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 
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（５）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空

運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援

本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場

合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等

に派遣するよう要請するものとする。 
 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 27 条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

  （都道府県大隊本部の設置） 

第 28 条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するも

のとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 
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（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

  （現地合同調整所の設置） 

第 29 条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、

代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議

に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

  （情報共有等） 

第 30 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

  

  （活動報告等） 

第 31 条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並び

に緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜

報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸

上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して

適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊
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の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告する

ものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指

揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項

を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。

ただし、第 16 条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大

隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の

報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りま

とめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本

部長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取

りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動

日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 

 

  （通信連絡体制等） 

第 32 条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通

信ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を

使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、

統制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使

用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制

波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、

別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基

盤災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風
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水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに

指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を

使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活

動用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （実動関係機関との連携） 

第 34 条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

  （医師等との連携） 

第 35 条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19 年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 
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  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 36 条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

  （消防機関との連携） 

第 37 条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受け

るなど、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

  （指揮支援実施計画） 

第 38 条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援

隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更

した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該

統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものと

する。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援
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隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

  （消防本部の受援計画） 

第 39 条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

  （消防本部等の訓練） 

第 40 条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

  （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41 条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第 42 条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 
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 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28 年３月 30 日消防広第 80 号） 

 この要綱は、平成 28 年４月 1日から施行する。 

 ただし、第 22 条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28 年６月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 28 日消防広第 93 号） 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月８日消防広第 35 号） 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月 17 日消防広第 190 号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月 22 日消防広第 89 号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表（主運用波の割当て）                  （第 32 条関係） 
周波数名 割当都道府県 

主運用波１ 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 

主運用波２ 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 

主運用波３ 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 

主運用波４ 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 

主運用波５ 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 

主運用波６ 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 

主運用波７ 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 
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(第30条関係)

災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属 職・氏名

メールアドレス メールアドレス 氏名
FAX 所属 TELTEL FAX TEL

設置場所 ：

氏名 氏名
ＦＢ指揮者

所属 TEL
統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL

所属 TEL 氏名
大隊長

所属 TEL
大隊長

氏名 氏名

TEL
(航空指揮支援隊長) 氏名

航空後方支
援隊長

所属 TEL

TEL

TEL FAX TEL FAX 職・氏名後方支援本部

所属

後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス  航空指揮支援本部長 所属

ＮＴＴ回線
FAX

統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL 地域衛星回線 TEL FAX
氏名 氏名 メールアドレス

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX
氏名 氏名 消防防災無線 TEL

大隊長
所属 TEL

(指揮支援隊長） 氏名
氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長

FAX
メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

TEL

FAX
地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

TEL FAX 氏名

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属
氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

ＮＴＴ回線 TELＮＴＴ回線 TEL FAX
消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TEL

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

ＮＴＴ回線

FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

FAX 消防防災無線 TEL

FAXFAX

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL

別記様式１

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL
90-49013 FAX 90-49036

1094



 

  
 

（第31条関係）

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

救助 救急

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

人

氏　名

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消 防 庁 長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長等）

報告日時 ○○　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数

救助小隊

その他の小隊

救急小隊

航空指揮支援隊

合計

隊員数

指揮支援隊 特殊災害小隊

指揮隊

航空後方支援小隊

消火小隊

特殊装備小隊

通信支援小隊

隊員数

活動内容

人
救助・搬送人数

救
助
・
搬
送
人
員

災害種別 火災 合計

件　数

総計（指揮支援
隊が入力）

人

報告者
消防本部

ＴＥＬ

宿営場所

翌
日
の
活
動
予
定

活動時間

活動場所

活動規模 隊数 隊
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別記様式２（航空小隊） （第31条関係）

消防庁長官　   殿

災害名
応援

都道府県
残時間

隊員 隊員以外

合計

備考

出動場所
（空域）

着陸時間 着陸場所
出動搭乗
人員数

出動種別件数 搬送人員数

                                          活動概要
                         （火災：散水回数・散水量を記載）
                         （救助：救助方法を記載）
                         （物資輸送：物資名、数量を記載）火災 救助 救急 情報収集 輸送等 救助 救急

輸送日付 出動番号 機体名称 離陸時間 離陸場所

　　　　隊員　　　 　　　名

 TEL            年　 　　　 月　 　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　　　分現在     その他　　 　　　 　名 　　　　計　　　　　　　　名

　　整備士　　　   　　名

報告者等

 所属  氏名

活動人員

　　パイロット　　　　  名

緊急消防援助隊活動報告（日報）

　　　　　（航空小隊長）　　　　　

ヘリベース 　  　　時間　　  　　 　分
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緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 

平成 27 年３月 31 日 消 防 広 第 74 号 

改正 平成 28 年３月 30 日 消 防 広 第 80 号 

改正 平成 29 年３月 28 日 消 防 広 第 93 号 

       改正 平成 31 年３月 ８日 消 防 広 第 35 号 

改正 令和 ２年７月 17 日  消防広第 190 号 

改正 令和 ３年３月 22 日  消 防 広 第 89 号 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 応援等の要請 

 第３章 出動の求め又は指示等 

 第４章 受援体制 

 第５章 部隊移動及び増隊要請 

 第６章 応援等の引揚げの決定 

 第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

 第８章 防災関係機関との連携 

 第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 第 10 章 応援に要した経費の負担区分 

 第 11 章 その他 

 

第１章 総則 

  

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号。以下「援助隊政令」という。）及び緊急消防援助隊

の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基

本計画」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等の要請、出動の求め又は指示

その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）政令市等とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項に規定する指定

都市及び東京都の特別区をいう。 

（２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

別添１ 

資料　４－１２－(3)
　　　（消防保安課）
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（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第 50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用し

ているヘリコプター（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）迅速出動とは、法第 44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）

と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要

求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行

い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄す

る消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事

務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県

をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当該都道府

県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 

 

 （都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び
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当該都道府県内の消防力を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断し

た場合は、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を

行うものとする。 

２ 被災地の属する都道府県の知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把

握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等

が必要な非常事態であると判断したときは、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、

緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 前二項の要請は電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府

県防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）に

より直ちに行うものとし、以下に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとす

る。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これ

らを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同

じ。）により速やかに行うものとする（別記様式１－１）。 

 （１）災害の概況 

 （２）出動を希望する区域及び活動内容 

 （３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基

づく自衛隊の災害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性につい

て検討するものとする。 

５ 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナー

トその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、

当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、

第１項及び第２項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。この場合において、当該報

告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものとする。 

 

 （応援等の要請のための市町村長の連絡） 

第４条 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の

市町村の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県

知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、前条第３項

各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び

応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行うものとする（別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認める

ときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができる

ものとする。 

３ 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長

官に直ちに電話により連絡することができるものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らか

になり次第電話により連絡することができるものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要

な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリによ
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り速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 

第３章 出動の求め又は指示等 

  

 （出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県

及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報

告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別

記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消

防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行

うものとする（別記様式２－２）。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動

可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告する

ものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定め

る災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合に

おいて、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県

を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及

び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該

報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速

やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮

して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告す

るものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道

府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第２条及び第

３項の規定に基づき出動準備を行っている都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消

防本部に対して、書面等により出動準備の解除を連絡（消防本部にあっては、都道府県を経由

して行う。）するものとする（別記様式２－３）。 

 

 （長官による出動の求め、指示等） 

第６条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の

消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が

必要と判断した場合は、法第 44 条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指

示を行うものとする（別記様式３－１）。 
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２ 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するも

のとする。ただし、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を

指定することが困難な場合は、応援先都道府県を指定するものとし、その後、第 14 条に規定す

る消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整の上、応援先市町村を指定するも

のとする。 

３ 長官は、前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊（指揮支援部隊及び航

空部隊を除く。）を単位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、

当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航

空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、応援先市町村を指定するもの

とする。 

４ 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急

消防援助隊の出動が必要と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全て

の指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出動準備都道府県大隊、第 11 条に規定する第一次出

動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を

指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用された場合

は、当該アクションプランに定めるところによるものとする。 

５ 長官は、第１項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災

害の情勢が明らかになり、基本計画第４章１（１）の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従

前の求めによる出動を指示によるものに変更する。この場合において、長官は、受援都道府県

の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長並びに応援都道府県の知事及び当該応援

都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知（市町村長に

あっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする。 

 

（応援等決定通知） 

第７条 長官は、法第 44 条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受 

援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長に対してその旨を通知（市町

村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする（別記様式３－２）。 

 

 （都道府県知事による出動の求め又は指示） 

第８条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市

町村の長に対して、直ちに緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊の出動） 

第９条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市

町村の長は、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。 

２ 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊

急消防援助隊の出動隊数を報告するものとし（別記様式２－２）、当該報告を受けた都道府県は、

当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊

数を報告するものとする（別記様式２－２）。 
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３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本

部に対して通知（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式

３－３）。 

 

  （指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第 10 条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第

１位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない

場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動

する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、

原則として耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリ

ベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

 

  （航空小隊の基本的な出動計画） 

第 11 条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定してお

くものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める

災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準

備航空小隊とし、別表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこ

ととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支

援隊の輸送を任務とする。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又は

ヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動

又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第 15 条に規定する現地派遣職員の輸送 

 

  （航空小隊の出動に関する留意事項） 

第 12 条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害

の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものと

する。 
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２ 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当

該航空小隊の装備品等を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。 

３ 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務

するものとする。 

４ 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定さ

れている航空小隊は、指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。 

５ 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。 

６ 各地域ブロックに、原則として、残留する運航可能な航空隊を１隊以上確保するものとする。 

７ 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。 

８ 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。 

 

  （航空後方支援小隊の基本的な出動計画） 

第 13 条 航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合

に、原則として、耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動するこ

ととする。 
 
第４章 受援体制 

 

  （消防応援活動調整本部の設置） 

第 14 条 受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資する

ため、被災地が２以上ある場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第 44 条の

２の規定に基づく調整本部を設置するものとする。 

  なお、被災地が１の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部

と同様の組織を設置することができるものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、都道府県災害対策本部と緊密な連

携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部（災

害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 25 条第６項若しくは第 28 条の３第８項の規定に基

づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、これらが設置された場合に限る。）

に近接した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と緊密な連携を図ることがで

きる場所に設置するものとする。 

４ 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第 40 条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画

（以下「受援計画」という。）に定めておくものとする。 

（１）法第 44 条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課

等の職員及び航空消防隊員 

（２）法第 44 条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又

は代表消防機関代行 

（３）法第 44 条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地

消防本部の職員 
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（４）法第 44 条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する

者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲

げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関

すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第 16 条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第 44 条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議

に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡する

ものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡

先について、長官に対して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 15 条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 
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  （航空運用調整班の設置） 

第 16 条 受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府

県災害対策本部に、航空運用調整班を設置するものとする。 

 

  （進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 17 条 進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、都道府県大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調

整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道

府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（２）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

 

  （情報共有等） 

第 18 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式７）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

 

第５章 部隊移動及び増隊要請 

  

  （部隊移動の基本） 

第 19 条 部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則と

して、新たな緊急消防援助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。 

（１）地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのい

とまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生

している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、都道府県大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、被害状況、

部隊の規模、車両、資機材の特殊性等を踏まえ、中隊又は小隊単位で部隊移動を行うことが効

率的かつ効果的な場合は、この限りではない。 
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  （長官による部隊移動の求め又は指示） 

第 20 条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府

県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求

めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式

６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被

害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援

助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものと

する（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都

道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事

を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式

６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び

緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、そ

の旨を通知するものとする（別記様式６－４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該

都道府県知事を経由して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする

（別記様式６－５）。 

 

  （受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第 21 条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握する

よう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援

隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するもの

とする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊

及び部隊の長に対して、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長

及び移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－７）。 

（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を

通知するものとする（別記様式６－８）。 
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（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属す

る場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

の属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するも

のとする（別記様式６－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路

等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

（受援都道府県の知事による増隊要請） 

第 22 条 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点

から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うもの

とする（別記様式１－１）。 
 

 （受援市町村の長による増隊要請のための連絡） 

第 23 条 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊

急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、都道府県の知事に増隊が必要である

旨を連絡するものとする（別記様式１－２）。 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

 

  （活動終了に関する市町村長の連絡） 

第 24 条 受援市町村の長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果

等を総合的に勘案し、当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するもの

とし、当該市町村が属する都道府県の知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定） 

第 25 条 前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道

府県内からの緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、受援市町村の長

及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するもの

とし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする（別記様式４－１）。 

 

   （指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡） 

第 26 条 前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対し

て、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

２ 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊

長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援

部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

３ 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊

長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了す
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るとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て

引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、

指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防

庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げに

ついて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対

して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空

指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げる

ものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対して

その旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支

援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空

指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 

８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及

び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるも

のとする。 

 

  （長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第 27 条 第 25 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属

する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリ

により速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

  

  （帰署（所）報告） 

第 28 条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）

後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）
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後、消防庁に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （活動結果報告） 

第 29 条 応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署

（所）後、速やかに都道府県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の

代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報告書（別記様式５）を作成し、消防庁及び受

援都道府県に対して、報告するものとする。 

 

第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

  

  （迅速出動の適用条件） 

第 30 条 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）以上の地震が

発生した場合に適用するものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。 

（１）基本計画第４章４に基づき定められたアクションプランを適用する場合 

（２）発生した地震の震央が海域の場合 

 

  （迅速出動に係る措置要求等の内容） 

第 31 条 迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２のとおりとし、登録都

道府県の知事及び登録市町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指

示に基づき、第 34 条に規定する出動先へ、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。

この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出動することができない場

合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統

合機動部隊が出動する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

３ 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に基づき、登録都

道府県及び登録市町村に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとと

もに、その後、様式（別記様式３－１又は３－４）を送付するものとする。 

４ 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置

を講ずるものとする。 

 

  （迅速出動に係る応援等決定通知） 

第 32 条 長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やか

に迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行

った旨を通知するものとする（別記様式３－２）。 

 

  （迅速出動の中止） 

第 33 条 長官は、災害の状況等により、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速

やかに迅速出動の中止を連絡するものとする。 
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  （迅速出動適用時の出動先） 

第 34 条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次

に掲げるとおりとする。 

（１）指揮支援部隊 

  ア 統括指揮支援隊 

    震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

  イ 指揮支援隊 

    消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっ

ては、町村役場。以下同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

   震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

   震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

 

   （迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第 35 条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害

状況等を確認し、長官に報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、

出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本

部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都

道府県に対して連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第 36 条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う

場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別

記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、

消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 37 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 38 条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 
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２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 

  （応援等実施計画） 

第 39 条 都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防

援助隊が参集し、被災地に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。 

２ 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（２）統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（４）ＮＢＣ災害即応部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（５）土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（６）航空部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（７）情報連絡体制に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を

行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告

するとともに、当該都道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する

都道府県の知事に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （受援計画） 

第 40 条 都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける

場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着

陸場、燃料補給等の航空機の受援に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 
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３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府

県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長

に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事の事務の委任等） 

第 41 条 地方自治法第 153 条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属す

る事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものと

する。 

 

第 10 章 応援に要した経費の負担 

 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第 42 条 法第 44 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動

した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各

号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）受援市町村において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条

各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費 緊

急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第 43 条 法第 44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条各号

に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費 緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償

に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 
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第 11 章 その他 

 

  （都道府県の訓練） 

第 44 条 都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関

係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図

るものとする。 

 

  （都道府県の即応体制等の強化） 

第 45 条 都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとと

もに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定

を適切にできる体制を確保するものとする。 

２ 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急

参集できる体制を整備するものとする。 

  

  （その他） 

第 46 条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28 年３月 30 日消防広第 80 号） 

 この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 28 日消防広第 93 号） 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 31 年３月８日消防広第 35 号） 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

      附 則（令和２年７月 17 日消防広第 190 号） 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 22 日消防広第 89 号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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（第５条及び第31条関係）

統合機動部隊 都道府県大隊 統合機動部隊 都道府県大隊

別表Ｂにより対応する
指定順位第１位の隊

別表Ｂにより対応する
全隊

別表Ｃにより対応する
全隊

別表Ｄにより対応する
全隊

Ⅰ 震央が海域

最大震度７の地震の震央管轄

都道府県※１に対する措置
震央が陸域

Ⅱ 震央が海域

最大震度６強（東京都特別区
は６弱）の地震の震央管轄都

道府県※１に対する措置
震央が陸域 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備

Ⅲ-ア 震央が海域 出動準備 出動準備 出動準備

最大震度６弱(東京都特別区
は５強、政令市は５強又は６
弱)の地震の震央管轄都道府

県※１に対する措置

震央が陸域

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

Ⅲ-イ
大津波警報が発
表された都道府
県に対する措置

出動準備 出動準備 出動準備

Ⅳ

噴火警報（居住
区域）が発表さ
れた都道府県に
対する措置

出動準備
出動準備

（統括指揮支援隊輸送
航空小隊及び情報収集
航空小隊に限る。）

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備
出動準備及び長官の要請に基づき

必要な隊が迅速出動※２

区　分

指揮支援部隊 都道府県大隊及び統合機動部隊 航空小隊

基本計画別表第２により対応する都道府県 基本計画別表第３により対応する都道府県

統括指揮支援隊 指揮支援隊

第１次出動
都道府県大隊

出動準備
都道府県大隊

出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

※１　地震の震央が海域の場合は、「震央管轄都道府県」を「最大震度都道府県」に読み替える。
※２　災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。

　下表の区分に応じ、災害発生都道府県に対応する隊が、出動準備（第５条関係）及び迅速出動（第31条関係）の措置を講ずるものとする。なお、基本計画第４章４に基づき定められたアクションプラ
ンを適用する場合は、本別表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずるものとする。

出動準備出動準備

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

出動準備 出動準備 出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

別表Ａ－１（震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発⽣した場合の出動準備及び迅速出動）
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（第５条及び第31条関係）

統合機動部隊 都道府県大隊 統合機動部隊 都道府県大隊

別表Ｂにより対応する
指定順位第１位の隊

別表Ｂにより対応する
全隊

別表Ｃにより対応する
全隊

別表Ｄにより対応する
全隊

Ⅰ 震央が海域

最大震度７の地震の震央管轄

都道府県※１に対する措置
震央が陸域

Ⅱ 震央が海域

最大震度６強（東京都特別区
は６弱）の地震の震央管轄都

道府県※１に対する措置
震央が陸域 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備

Ⅲ-ア 震央が海域 出動準備 出動準備

最大震度６弱(東京都特別区
は５強、政令市は５強又は６
弱)の地震の震央管轄都道府

県※１に対する措置

震央が陸域

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

Ⅲ-イ
大津波警報が発
表された都道府
県に対する措置

出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備 出動準備 出動準備 出動準備

基本計画別表第２により対応する都道府県 基本計画別表第３により対応する都道府県

　下表の区分に応じ、災害発生都道府県に対応する隊が、出動準備（第５条関係）及び迅速出動（第31条関係）の措置を講ずるものとする。なお、基本計画第４章４に基づき定められたアクションプラ
ンを適用する場合は、本別表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずるものとする。

区　分

指揮支援部隊 都道府県大隊及び統合機動部隊 航空小隊

統括指揮支援隊 指揮支援隊

第１次出動
都道府県大隊

出動準備
都道府県大隊 第１次出動

航空小隊
出動準備
航空小隊

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備 出動準備 出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

※１　地震の震央が海域の場合は、「震央管轄都道府県」を「最大震度都道府県」に読み替える。
※２　災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。

出動準備

出動準備 出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

別表Ａ－２（複数の都道府県において震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発⽣した場合の出動準備及び迅速出動）
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別表Ｂ　（統括指揮支援隊及び指揮支援隊） (第10条関係)

統括指揮支援隊
指定順位第１位

統括指揮支援隊
指定順位第２位

北海道 札幌市消防局 仙台市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

青森県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

岩手県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

宮城県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

秋田県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

山形県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

福島県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

茨城県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

栃木県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

群馬県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

埼玉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

千葉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

東京都 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

神奈川県 横浜市消防局 東京消防庁 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

新潟県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

富山県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

石川県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

福井県 京都市消防局 名古屋市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

山梨県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局

長野県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 新潟市消防局 静岡市消防局

岐阜県 名古屋市消防局 京都市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局

静岡県 横浜市消防局 名古屋市消防局 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局

愛知県 名古屋市消防局 京都市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

三重県 名古屋市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

滋賀県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

京都府 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

大阪府 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

兵庫県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

奈良県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

和歌山県 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

鳥取県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

島根県 広島市消防局 大阪市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 北九州市消防局

岡山県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

広島県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

山口県 広島市消防局 福岡市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

徳島県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

香川県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

愛媛県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

高知県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

福岡県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

佐賀県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

長崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

熊本県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

大分県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

宮崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

鹿児島県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

沖縄県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

※統括指揮支援隊指定順位第１位及び第２位の消防本部について、統括指揮支援隊として出動しない場合は、指揮支援隊として出動する。

災害発生
都道府県

統括指揮支援隊の属する消防本部

指揮支援隊の属する消防本部

1116



 

 
 

 

別表C（第一次出動航空小隊）　 （第11条関係）

統括指揮支援隊
輸送航空小隊

北海道 青森県 宮城県 岩手県 仙台市 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 新潟県

青森県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

岩手県 仙台市 青森県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

宮城県 岩手県 山形県 青森県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉市 新潟県

秋田県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 青森県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

山形県 仙台市 岩手県 宮城県 青森県 秋田県 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 新潟県

福島県 仙台市 宮城県 栃木県 岩手県 山形県 茨城県 埼玉県 東京 川崎市 新潟県

茨城県 東京 栃木県 埼玉県 宮城県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県

栃木県 東京 茨城県 埼玉県 宮城県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県

群馬県 東京 栃木県 埼玉県 茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 新潟県 山梨県 長野県

埼玉県 東京 茨城県 栃木県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 長野県 静岡市

千葉県 東京 茨城県 埼玉県 栃木県 横浜市 川崎市 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

東京都 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県 静岡県 静岡市

神奈川県 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 千葉市 東京 長野県 静岡県 静岡市 名古屋市

新潟県 仙台市 埼玉県 富山県 宮城県 山形県 福島県 栃木県 東京 横浜市 長野県

富山県 名古屋市 埼玉県 新潟県 東京 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 京都市

石川県 名古屋市 埼玉県 富山県 福井県 長野県 岐阜県 浜松市 愛知県 滋賀県 京都市

福井県 京都市 富山県 滋賀県 石川県 岐阜県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市

山梨県 東京 埼玉県 静岡県 栃木県 横浜市 川崎市 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市

長野県 東京 埼玉県 山梨県 横浜市 新潟県 富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市

岐阜県 名古屋市 愛知県 京都市 富山県 石川県 福井県 長野県 浜松市 三重県 滋賀県

静岡県 横浜市 埼玉県 山梨県 千葉市 東京 川崎市 長野県 岐阜県 愛知県 名古屋市

愛知県 滋賀県 京都市 富山県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 三重県

三重県 名古屋市 愛知県 京都市 滋賀県 福井県 岐阜県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県

滋賀県 京都市 愛知県 兵庫県 福井県 岐阜県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県

京都府 滋賀県 兵庫県 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 鳥取県

大阪府 京都市 兵庫県 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県

兵庫県 大阪市 京都市 岡山市 三重県 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県

奈良県 京都市 滋賀県 和歌山県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 徳島県

和歌山県 大阪市 徳島県 高知県 三重県 滋賀県 京都市 兵庫県 神戸市 奈良県 岡山市

鳥取県 大阪市 京都市 島根県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市 香川県

島根県 広島市 京都市 鳥取県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 愛媛県

岡山県 広島市 京都市 広島県 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 愛媛県

広島県 岡山県 高知県 鳥取県 島根県 岡山市 山口県 香川県 愛媛県 福岡市 北九州市

山口県 広島市 愛媛県 高知県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 福岡市 北九州市 大分県

徳島県 大阪市 愛媛県 高知県 兵庫県 神戸市 和歌山県 岡山県 岡山市 広島市 香川県

香川県 広島市 徳島県 高知県 大阪市 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 愛媛県

愛媛県 広島市 広島県 高知県 岡山県 岡山市 山口県 徳島県 香川県 北九州市 大分県

高知県 広島市 徳島県 愛媛県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 香川県

福岡県 高知県 大分県 岡山市 広島市 山口県 愛媛県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

佐賀県 福岡市 高知県 長崎県 広島市 山口県 愛媛県 北九州市 熊本県 大分県 宮崎県

長崎県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

熊本県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県

大分県 福岡市 愛媛県 高知県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

宮崎県 福岡市 高知県 鹿児島県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

鹿児島県 福岡市 高知県 宮崎県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

沖縄県 福岡市 高知県 鹿児島県 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

災害発生
都道府県

　 第一次出動航空小隊

情報収集航空小隊 救助・救急・輸送航空小隊等

1117



 

 
 

 

別表D（出動準備航空小隊）　 （第11条関係）

災害発生
都道府県

北海道 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

青森県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

岩手県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

宮城県 北海道 札幌市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

秋田県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

山形県 北海道 札幌市 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

福島県 札幌市 青森県 秋田県 千葉市 横浜市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

茨城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

栃木県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

群馬県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 富山県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

埼玉県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

千葉県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市

東京都 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 富山県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市

神奈川県 宮城県 仙台市 福島県 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市

新潟県 札幌市 秋田県 茨城県 千葉市 川崎市 石川県　 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市

富山県 千葉市 横浜市 川崎市 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

石川県 東京 新潟県 山梨県 静岡県 静岡市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県

福井県 埼玉県 東京 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 奈良県 鳥取県 岡山市

山梨県 福島県 茨城県 千葉市 新潟県 富山県 石川県 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 京都市 大阪市

長野県 茨城県 栃木県 千葉市 川崎市 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市

岐阜県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県 静岡市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静岡県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 神戸市 奈良県

愛知県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県 福井県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

三重県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 岡山市 徳島県

滋賀県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 鳥取県 徳島県

京都府 東京 石川県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 高知県

大阪府 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

兵庫県 東京 石川県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 島根県 広島県 広島市 香川県 高知県

奈良県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

和歌山県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 鳥取県 岡山県 香川県

鳥取県 東京 福井県 名古屋市 滋賀県 奈良県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県

島根県 東京 三重県 大阪市 奈良県 徳島県 香川県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県 熊本県 大分県

岡山県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 高知県 福岡市 北九州市 熊本県

広島県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県 長崎県 熊本県 大分県

山口県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 徳島県 香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

徳島県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 鳥取県 島根県 広島県 福岡市 北九州市 佐賀県

香川県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 佐賀県

愛媛県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 熊本県 宮崎県

高知県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 大分県 熊本県 宮崎県

福岡県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 徳島県 香川県 鹿児島県

佐賀県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 香川県 鹿児島県

長崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

熊本県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

大分県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 鹿児島県

宮崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

鹿児島県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

沖縄県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

出動準備航空小隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊※１

航空小隊※１

航空後方支援小隊※１

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

土砂・風水害機動支援部隊

航空部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

・部隊　※出動準備を依頼する隊（●の付いた隊）

編成に係る
連絡事項

部隊名 連絡事項

指揮支援部隊

対　象　※いずれかに●

・都道府県大隊（統合機動部隊を含む。）　

出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

【隊の指定情報】

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

災 害 名

原子力施設等

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無 石油コンビナート等

依頼日時
(出動可能隊数報告、出動準備)

○○ 分

　 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行う可能性がありますので、貴都道府県内の

出動可能隊数を至急調査し、別記様式２－２にて30分以内に報告願います。
　 また、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行った場合、迅速に出動できるように出

動準備をお願いします。

災 害 発 生 場 所
都道
府県

殿
都道府県消防防災主管部長

消 防 長

消防庁広域応援室長

（第５条関係）

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること

別記様式２－１

出動可能隊数報告及び出動準備依頼
送信時間 ○○

市区
町村

送付先：

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

1121



 

 

 

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

時

時

隊 人 隊 人

最も早く出動できる時間※１

出動隊数報告時に記入

※１　都道府県大隊長（又は統合機動部隊長）が属する消防本部から最も早く出動できる時間（出動した時間）を記入

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（　　　　　　　用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

災害名

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊以外は、別記様式２－２（部隊用）で報告すること

可能隊数報告時に記入

出動時間※１

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

（第５条、第９条、第36条関係）

分

分頃

隊の種別 可能隊数 人数 出動隊数 人数 特殊車両内訳

消火小隊

指揮隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

＜連絡責任者＞

担当課室 　 氏　名

合　　計

(参考)都道府県大隊-統合機動部隊

【出動体制、その他特殊な装備品の情報】

※　（　）内には、統合機動部隊の出動可能隊数又は出動隊数を内数で記載すること

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

中型水陸両用車：　台その他の特殊装備小隊

救急小隊

水陸両用バギー：　　台

後方支援小隊

救助小隊

高機能救命ボート：　　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　　艇　、　水上オートバイ　　　台

特
殊
装
備
小
隊

震災対応特殊車両小隊 重機：　台

通信支援小隊

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長

都道府県大隊

統合機動部隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

頃

頃

頃

頃

頃

＜連絡責任者＞

：

出動時間
※２ 備　考（内訳）

：

：

：

：

：

<航空隊名、同時出動可否>

<機体愛称>

：

：

：

：

：

： 頃

： 頃

航空後方支援小隊※1

隊の種別

指揮支援隊

統括指揮支援隊

航空小隊※１

可能隊数 人数

土
砂
・
風
水
害
機
動
支
援
部
隊

航
空
部
隊

指
揮
支
援
部
隊

後方支援小隊

救助小隊

出動隊数
最も早く

出動できる
時間※２

人数

航空指揮支援隊※1

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること
　　　 航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の報告は、両隊同時出動が可能か、どちらか１隊が出動可能なのか備考に記載すること
※２　指揮支援部隊及び航空部隊以外の出動時間は、当該部隊の指揮隊長が属する消防本部から最も早く出動できる時間(出動した時間)を記入

合　計

合　計

指揮隊

特殊装備小隊

【その他特殊な装備品の情報】

高機能救命ボート：　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　艇　、　水上オートバイ　　台

：

水陸両用バギー：　　台

重機：　台

中型水陸両用車：　　台

災害名

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（部隊用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

（第５条、第９条、第36条関係）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊は、別記様式２－２（都道府県大隊・統合機動部隊用）で報告すること

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 　 氏　名

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

指揮隊

特殊装備小隊

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

【航空指揮支援隊】

【都道府県大隊】

【航空小隊】

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

【指揮支援隊】

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

【統括指揮支援隊】

出動準備の解除日時 ○○

出動準備を解除する隊

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり出動準備を解除しましたので通知します。

消防庁広域応援室長

別記様式２－３ （第５条関係）

出動準備の解除連絡

送信時間 ○○

都道府県消防防災主管部長
殿

消 防 長

送付先：
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年 月 日 時 分

都 道 府 県 知 事

市　町　村　長

年 月 日 時

項）

（ ）

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

応援先
市区
町村 進出拠点

応援先 進出拠点

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項、応援先等

指揮支援部隊

求 め 又 は 指 示 日 時 ○○

出 動 区 分

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

航空部隊

土砂・風水害機動支援部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

応援先 進出拠点

ＮＢＣ災害即応部隊

災 害 発 生 場 所

災 害 名

原子力施設等 石油コンビナート等

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無

都道
府県

市区
町村

・都道府県大隊（統合機動部隊を含む。）

編成に係る
連絡事項

【隊の指定情報】

対　象　※いずれかに● 出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

別記様式３－１

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示
○○

消 防 庁 長 官

送信時間

（第６条、第31条関係）

殿

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

　 次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示します。

送付先：
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 1 区分

　　

Ⅲ-ア

長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出
動

長官の要請に基づ
き必要な隊が迅速
出動（統合機動部
隊のみが対象）

長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出
動

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

最大震度７

Ⅱ

迅速出動

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

【出動する隊】
迅速出動

【出動する隊】【出動する隊】

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ 　 ０３－５２５３－７５５２

Ⅰ

最大震度６弱(東
京都特別区は５
強、政令市は５

強又は６弱)

【出動する隊】

迅速出動
（統合機動部隊
のみが対象）

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間 ○○

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

迅速出動

区分

※対象区分に●

指揮支援部隊

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する

出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援

助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

（別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第
２により対応する都
道府県）

統括
指揮支援隊

指揮支援隊
第１次出動

都道府県大隊

求め

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（第31条関係）

（基本計画別表第
３により対応する都
道府県）

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

航空小隊

出動準備
都道府県大隊

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

都道府県大隊

指示
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 2 区分

　　

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

最大震度６弱(東
京都特別区は５
強、政令市は５

強又は６弱)

迅速出動 迅速出動

迅速出動
迅速出動

（統合機動部隊のみが対象）

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

【出動する隊】

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（統合機動部隊のみが対象）

Ⅰ

最大震度７

Ⅱ

Ⅲ-ア

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ 　 ０３－５２５３－７５５２

指揮支援部隊 都道府県大隊 航空小隊

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

出動準備
都道府県大隊

第１次出動
都道府県大隊

統括
指揮支援隊

指揮支援隊

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

【出動する隊】

【出動する隊】

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援

助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

求め 指示

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間

（第31条関係）

○○

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する

区分

※対象区分に● （別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第
２により対応する都
道府県）

（基本計画別表第
３により対応する都
道府県）
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年 月 日 時 分

消防庁長官

受援市町村の長

指揮支援部隊長

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

　次のとおり緊急消防援助隊の引揚げを決定しましたので通知します。

引 揚 げ 決 定 日 時 ○○

（受援都道府県の知事）

別記様式４－１

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知

○○送信時間

（第25条関係）

担当課室

ＮＴＴ回線電話

地域衛星電話

殿

引 揚 げ 決 定 し た 隊

連 絡 事 項

被災地引 揚げ 日時 ○○

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

殿

別記様式４－２

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知

○○送信時間

（第27条関係）

消 防 庁 長 官

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり引揚げを決定しましたので通知します。

引 揚 げ 決 定 日 時 ○○

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

被災地引 揚げ 日時 ○○

引 揚 げ 決 定 し た 隊 別添（別記様式４－１）のとおり

連 絡 事 項

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：
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１　出動状況（航空部隊を除く）

時　分

２　航空部隊出動状況

時　分

活動終了日時

活動終了日時

被災地引揚げ日時

別記様式５

宿営場所

活動開始日時

月　日 月　日 時　分 月　日
出動日時

時　分

航空隊名
（隊区分、機体愛称）

被災地引揚げ日時

宿営場所

進出拠点到着日時

月　日 月　日 時　分 月　日 時　分

活動開始日時

（第29条関係）

緊急消防援助隊活動報告書

報告日

災害名

都道府県

部隊名
都道府県大隊

（下段は統合機動部隊）

出動日時※１

進出拠点

　※１　出動日時：都道府県大隊又は部隊の指揮隊長が属する消防本部を出動した日時

集結場所
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３　救助活動状況【陸上】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

４　救助活動状況【航空】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

５　救急出動状況

陸上 　件 件 件

航空 　件 件 件

６　救急搬送状況

陸上 　　　人 人 人 人 人 人

航空 　　人 人 人 人 人 人

７　隊員の傷病状況

1 参照

2 参照

８　車両・資機材の損傷状況

1 参照

2 参照

3 参照

4 参照

5 参照

消防本部名 概要 日報

消防本部名 概要 日報

死亡 重傷 中等症 軽傷 その他（不明含む） 計

搬送件数 不搬送件数 計

　※４　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

救出日時
救出場所※４ 救助人数 備  考

　　月　　日 時　　分

　※２　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

　※３　備考：県内応援隊、○○県大隊と合同で救出等記入

時　　分

救出日時

　　月　　日
救出場所※２ 救助人数

備　考※３

（合同で救助した消防機関等）

別記様式５ （第29条関係）
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年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動都道府県知事

緊急消防援助隊行動市町村の長

部 隊 移 動 先

所属する都道府県（市町村）

消 防 庁 長 官

　 貴都道府県内で活動している緊急消防援助隊の部隊移動について、消防組織法

第44条第８項の規定に基づき、意見を求めます。

現 在 の 出 動 先

部隊移動の
対　象

都道
府県

市区
町村

隊種別

都道
府県

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

市区
町村

特記事項

別記様式６－１

部隊移動に関する意見（照会）

○○

殿

送信時間

（第20条関係）
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年 月 日 時 分

殿

□ 了承します。

□ その他

＜連絡責任者＞

別記様式６－２ （第20条関係）

部隊移動に関する意見（回答）
送信時間 ○○

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

消 防 庁 長 官

部隊移動に関する意見

部隊移動の
対　象

　 消防組織法第44条第８項の規定に基づき求められた部隊移動に関する意見について、

次のとおり回答します。

所属する都道府県（市町村）

隊種別

特記事項

（緊急消防援助隊行動都道府県知事 又は 緊急消防援助隊行動市町村の長）

担当課室 氏　　名

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を求め又は指示します。

項）

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

市区
町村

市区
町村

 ・部隊　※対象となる隊に●

連絡事項

航空部隊

　全　隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

別記様式６－３

緊急消防援助隊の部隊移動の求め又は指示

○○送信時間

（第20条関係）

連絡事項

指揮支援部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

部 隊 移 動 先
都道
府県

現 在 の 出 動 先
都道
府県

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

部 隊 移 動 区 分

求め又は 指示 日時 ○○

土砂・風水害機動支援部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

対　　象

※いずれかに●

【隊の指定情報】

 ・都道府県大隊(統合機動部隊を含む。)

部隊名

消 防 庁 長 官

送付先：

殿
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年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動都道府県知事

緊急消防援助隊行動市町村の長

項）

年 月 日 時 分

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

求め又は指示した隊 別添（別記様式６－３）のとおり

連 絡 事 項

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

隊移動を求め又は指示しましたので通知します。

部 隊 移 動 区 分

求め又は 指示 日時 ○○

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

　貴都道府県内又は貴市町村内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部

別記様式６－４

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

消 防 庁 長 官

送信時間

（第20条関係）

殿
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年 月 日 時 分

部隊移動先の都道府県の知事

部隊移動先の市町村の長

　○○都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を求め

又は指示しましたので通知します。

項）

年 月 日 時 分

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

○○

部 隊 移 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

求め又は指示した隊 別添（別記様式６－３）のとおり

連絡事項

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

求 め 又 は 指 示 日 時

別記様式６－５

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

殿

消 防 庁 長 官

送信時間

（第20条関係）
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年 月 日 時 分

　（指揮支援本部長　経由）

　次のとおり部隊移動を指示します。

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

＜連絡責任者＞

航空部隊

土砂・風水害機動支援部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

　全　隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

指 示 日 時 ○○

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

・都道府県大隊（統合機動部隊を含む。）

対　　象

※いずれかに●

【隊の指定情報】

連絡事項

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

指揮支援部隊

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－６

緊急消防援助隊の部隊移動の指示

○○

　都道府県大隊長又は各部隊長

（第21条関係）

（受援都道府県の知事）

送信時間

1139



 

 

 
 

 

 

年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動市町村の長

部隊移動先の市町村の長

　本都道府県○○市で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり××市へ

部隊移動を指示しましたので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

指 示 日 時 ○○

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－７

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

（受援都道府県の知事）

送信時間

（第21条関係）

殿
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年 月 日 時 分

殿

　本都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を指示しま

したので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

指 示 日 時 ○○

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－８

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

消 防 庁 長 官

（受援都道府県の知事）

送信時間

（第21条関係）

1141



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

年 月 日 時 分

殿

別記様式６－９

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○送信時間

（第21条関係）

消 防 庁 長 官

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり受援都道府県知事により部隊移動の

指示が行われましたので通知します。

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

指 示 日 時 ○○

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話
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災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

所属 TEL

氏名
航空後方支

援隊長

氏名

所属 TEL

氏名

 航空指揮支援本部長

(航空指揮支援隊長)

ＦＢ指揮者
所属 TEL

TEL

(指揮支援隊長） 氏名

FAX

TEL TEL統合機動
部隊長

所属

後方支援本部

所属

TEL FAX TEL FAX
メールアドレス メールアドレス

職・氏名

氏名 氏名

所属 TEL

統合機動
部隊長

所属 設置場所 ：

大隊長
所属 TEL

大隊長
所属 TEL

氏名 氏名

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス

TEL FAX TEL FAX 職・氏名

FAX

統合機動
部隊長

所属 統合機動
部隊長

所属 地域衛星回線 TEL FAX

氏名 氏名 メールアドレス

TEL TEL

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX

氏名 氏名 消防防災無線 TEL
大隊長

所属 TEL ＮＴＴ回線

氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長 TEL

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

FAX
地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

TEL FAX 氏名

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属

氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線

消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TELＮＴＴ回線 TEL FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

FAXFAX ＮＴＴ回線 TEL

FAX 消防防災無線 TEL

90-49013 FAX 90-49036

ＮＴＴ回線

FAX

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL

別記様式７

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL

（第18条関係）
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　（消防保安課）
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神奈川県緊急消防援助隊応援等実施計画 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１ この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27 年消防広

第 74 号。以下「要請要綱」という。）第 39 条の規定に基づき、緊急消防援助隊神奈

川県大隊、神奈川県統合機動部隊、神奈川県エネルギー・産業基盤災害即応部隊、Ｎ

ＢＣ災害即応部隊、神奈川県土砂・風水害機動支援部隊（以下「県大隊等」という。）

の応援等について必要な事項を定め、神奈川県大隊等が迅速に被災地に出動し、的確

な応援等の活動を実施することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２ 代表消防機関は、横浜市消防局とする。 

２ 代表消防機関代行は、代行順位１位川崎市消防局、代行順位２位相模原市消防局と

する。 

３ この計画において、用語の定義は資料１に定める。 

 

第２章 神奈川県大隊等の編成 

 

（県内ブロック） 

第３ 県大隊等の迅速な出動及び効果的な後方支援活動を図るため、各消防本部を表１

のとおりブロック分けするものとする。 

 表１ 

ブロック 地区名 消防本部名 地区幹事消防機関 

第一ブロック 横浜 横浜市消防局 横浜市消防局 

湘南 藤沢市消防局、平塚市消防本部、茅ヶ

崎市消防本部、大磯町消防本部、二

宮町消防本部 

藤沢市消防局 

第二ブロック 川崎 川崎市消防局 川崎市消防局 

三浦半島 横須賀市消防局、鎌倉市消防本部、

逗子市消防本部、葉山町消防本部 
横須賀市消防局 

第三ブロック 相模原 相模原市消防局 相模原市消防局 

県央 厚木市消防本部、大和市消防本部、

秦野市消防本部、伊勢原市消防本

部、座間市消防本部、海老名市消防

本部、綾瀬市消防本部、愛川町消防

本部 

厚木市消防本部 

県西 小田原市消防本部、箱根町消防本

部、湯河原町消防本部 
小田原市消防本部 

1
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２ ブロック長、ブロック長代行を次のとおりとする。 

  第一ブロック ブロック長 横浜市消防局  ブロック長代行 藤沢市消防局 

  第二ブロック ブロック長 川崎市消防局  ブロック長代行 横須賀市消防局 

  第三ブロック ブロック長 相模原市消防局 ブロック長代行 厚木市消防本部 

 

３ ブロック長の任務は、次のとおりとする。また、ブロック長代行は、ブロック長が出動

できない場合に、ブロック長の任務を代行する。 

（１）出動に係るブロック内の連絡及び調整 

（２）後方支援活動に係るブロック内の連絡及び調整 

（３）その他必要な事項 

 

（情報連絡体制等） 

第４ 応援出動時における連絡体制については、次に掲げるとおりとする。 

 情報連絡系統は、原則として図１のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 応援出動時における各消防本部の連絡先は、資料２のとおりとする。 

３ 応援出動時における関係機関の連絡先は、資料３のとおりとする。 

４ 連絡方法は、原則として有線電話又は有線ＦＡＸによるものとする。ただし、有線

断絶時には消防救急デジタル無線主運用波６（県内共通波）、地域衛星通信ネットワ

ーク等を活用するものとする。 

  なお、補完的な連絡手段として、ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳや電子メールを活用し、確

実な連絡を行うものとする。 

５ 神奈川県は、各消防本部に同一内容の連絡を一斉に行う場合には、神奈川県防災行

政通信網により行うものとする。 

６ 第３章第８節各項に規定する出動可能隊数及び同章第 10 節に規定する出動隊数は

図１の情報連絡系統により県及び代表消防機関に、次のとおり報告するものとする。 

（１）各地区内消防本部は、各地区幹事消防機関に有線ＦＡＸで報告するものとする。

（別紙第１） 

図１ 
神奈川県 

横浜市消防局 湘南地区４消防本部 藤沢市消防局（湘南地区幹事） 

川崎市消防局 三浦半島地区３消防本部 横須賀市消防局（三浦半島地区幹事） 

相模原市消防局 県央地区７消防本部 

県西地区２消防本部 小田原市消防本部（県西地区幹事） 

厚木市消防本部（県央地区幹事） 
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（２）各地区幹事消防機関は地区内消防本部の出動可能隊数を取りまとめ、各ブロック

長に有線ＦＡＸで報告するものとする（別紙第１）。 

（３）各ブロック長は、ブロック内消防本部の出動可能隊数を取りまとめ、県及び代表

消防機関に有線ＦＡＸで報告するものとする（別紙第１）。 

（４）県は、各消防本部の出動可能隊数を取りまとめ、各消防本部に神奈川県防災行政

通信網で連絡するものとする（別紙第１）。 

 

（県大隊等の編成） 

第５ 神奈川県の登録隊は、資料４のとおりとする。 

２ 神奈川県大隊の編成は、緊急消防援助隊に登録された小隊から、被災地において行

う応援等に必要な小隊等を、第３章第８節各項に規定する出動可能隊数の報告に基づ

き選定するものとする。 

３ 土砂・風水害災害等における神奈川県大隊の標準的な編成は、資料 10-１のとおり

とする。ただし、各消防本部の災害対応状況及び被災地において行う応援等を考慮し

た調整は可能とする。 

４ 地震災害等における神奈川県大隊の標準的な編成は、資料 10-２の特別編成陸上隊

を除いた部隊のとおりとする。ただし、各消防本部の災害対応状況及び被災地におい

て行う応援等を考慮した調整は可能とする。 

５ 国家的な非常災害における神奈川県大隊の標準的な編成は、資料 10-２の特別編成

陸上隊を含めた部隊のとおりとする。ただし、各消防本部の災害対応状況及び被災地

において行う応援等を考慮した調整は可能とする。 

６ 大隊は、県単位の編成とする。 

  なお、神奈川県大隊長は、代表消防機関の横浜市消防局の職員をもって充てるもの

とし、代表消防機関が出動できない場合は、代行順位により代表消防機関代行の職員

をもって充てるものとする。 

７ 中隊は、ブロック単位又は消火、救助、救急等の任務単位とし、「第○ブロック中

隊（又は消火中隊等）」と呼称するものとする。 

８ 小隊は、各車両又は付加された任務単位とし、「○○小隊（又は各消防本部の呼出

し名称）」を呼称するものとする。 

９ 後方支援中隊は、県又はブロック単位で後方支援中隊を編成し、後方支援活動を行

うものとする。 

10 統合機動部隊は、資料５のとおり編成するものとする。 

  なお、神奈川県統合機動部隊長は、代表消防機関の横浜市消防局の職員をもって充

てるものとする。 

11 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、資料６のとおり編成し、神奈川県エネルギ

ー・産業基盤災害即応部隊と呼称するものとする。 

  なお、神奈川県エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、横浜市消防局の職員をも

って充てるものとする。 
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12 ＮＢＣ災害即応部隊は、資料７のとおり編成し、横浜市消防局ＮＢＣ災害即応部隊、

川崎市消防局ＮＢＣ災害即応部隊及び相模原市消防局ＮＢＣ災害即応部隊と呼称す

るものとする。 

  なお、ＮＢＣ災害即応部隊長は、各部隊が属する消防本部の職員をもって充てるも

のとする。 

13 土砂・風水害機動支援部隊は資料８のとおり編成し、神奈川県土砂・風水害機動支

援部隊と呼称するものとする。 

  なお、神奈川県土砂・風水害機動支援部隊長は、代表消防機関の横浜市消防局の職

員をもって充てるものとする。 

 

（指揮体制等） 

第６ 神奈川県大隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢＣ災害即応部隊及び土

砂・風水害機動支援部隊（以下「県大隊等」という。）の指揮体制は、別紙第２のと

おりとする。 

２ 受援都道府県内での連絡体制は、運用要綱別記様式１のとおりとする。 

３ 神奈川県大隊長は、神奈川県大隊を統括し、被災地において指揮者の指揮の下又は

指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、神奈川県大隊の活動の指揮を

行うものとする。 

４ 神奈川県統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支

援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。ただし、

神奈川県大隊が後続する場合、当該統合機動部隊の活動の指揮は、神奈川県大隊長が

被災地に到着するまでの間とする。 

５ 神奈川県エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援

部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部

隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援

本部長の管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ 神奈川県土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若

しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を

行うものとする。 

８ 中隊長は、神奈川県大隊長の管理の下に小隊の活動を管理するものとする。 

９ 小隊長は、中隊長の管理の下に隊員の活動を管理するものとする。 

 

（出動基準及び集結場所等） 

第７ 神奈川県大隊の出動基準、第一次出動都道府県及び出動準備都道府県並びに集結

場所は、資料９－１から９－３のとおりとする。 

 

第３章 県大隊等の出動 
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（出動準備及び出動可能隊数の報告） 

第８ 資料９—１「別表Ａ—１」及び資料９—２「別表Ａ—２」に定める災害が発生し、神

奈川県に属する緊急消防援助隊が出動準備を行う対象となっている場合、各消防本部

は、直ちに第２章第４節第６項により出動可能隊数の報告を行うとともに、神奈川県

は、消防庁からの出動可能隊数の報告の求めを待つことなく、直ちに消防庁に対して

要請要綱別記様式２－２により出動可能隊数の報告を行うものとする。 

２ 神奈川県は、資料９—３に定める出動対象地域で、土砂・風水害等の災害が発生し、

消防庁から要請要綱別記様式２－１により出動準備を求められた場合は、各消防本部

に対して出動準備を求めるものとする。この場合において、各消防本部は出動準備を

行うとともに、速やかに第２章第４節第６項により出動可能隊数の報告を行うととも

に、神奈川県は、速やかに消防庁に対して要請要綱別記様式２－２により出動可能隊

数の報告を行うものとする。 

３ 神奈川県は、代表消防機関と協議の上、資料 10-１及び 10—２の標準的な隊編成に

基づき、消防庁へ報告できるものとする。ただし、報告した部隊規模に大幅な増減が

生じた場合は、変更後の隊編成について、再度、消防庁へ報告するものとする。 

４ 神奈川県は、消防庁から出動準備の求めがない場合であっても、災害規模等に照ら

し必要と認めた場合は、出動可能隊数を調査し消防庁に報告するものとする。 

 

 （出場準備の解除の連絡） 

第９ 神奈川県は、消防庁から要請要綱別記様式２－３等により、出場準備の解除の連 

 絡を受けた場合は、前節第１項及び第２項の規定に基づき出場準備を依頼した各消防 

 本部に対し、出動準備の解除を連絡するものとする。 

 

（県大隊等の出動） 

第 10 神奈川県知事は、消防庁長官から要請要綱別記様式３－１により出動の求め又

は指示を受けた場合は、第３章第８節各項により報告された部隊に基づき、出動する

小隊等を代表消防機関と調整し、各消防本部に対して出動の求め又は指示を行うもの

とする。 

２ 各消防本部は、前項の規定に基づく出動の求め又は指示を受けた場合は、速やかに

各小隊を出動させるとともに、第２章第４節第６項により出動隊数を報告するものと

する。 

３ 神奈川県は、各消防本部の報告を取りまとめ、消防庁に対して要請要綱別記様式２

－２により出動隊数を報告するものとする。 

４ 代表消防機関は、県大隊等の集結場所及び集結時間を決定し、神奈川県及び各ブロ

ック長に対して連絡するものとし、各ブロック長は情報連絡系統を通じてブロック内

消防本部に対して連絡するものとする。 

５ 神奈川県大隊長は、災害が発生し、出動の求め又は指示を受けた場合は、概ね１時

間以内に神奈川県統合機動部隊を出動させるとともに、後続する神奈川県大隊の円滑

5
1153



な活動に資するため、次に掲げる任務を指示し、神奈川県大隊及び後方支援本部に対

して報告させるものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集及び提供に関すること。 

（２）被災状況、活動場所、任務、必要な隊規模等の情報の収集及び提供に関すること。 

（３）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（４）被災地における通信の確保に関すること。 

（５）初期消火、救助及び救急活動に関すること。 

（６）航空消防活動の支援に関すること。 

（７）宿営場所の設営に関すること。 

６ 神奈川県大隊は、神奈川県統合機動部隊の出動に引き続き、直ちに出動するものと

する。 

  なお、神奈川県大隊長は、後方支援小隊等の出動準備又は進出に時間を要する部隊

については、別に集結場所及び集結時間を指定して出動させることができるものとす

る。 

７ 各小隊を出動させた消防本部は、別紙第３に必要事項を記載し、神奈川県及び代表

消防機関に対し、有線ＦＡＸで報告するものとする。 

 

（迅速出動） 

第 11 迅速出動に係る神奈川県大隊の編成は、資料 10-２のとおりとする。 

２ 迅速出動に係る区分は資料９-１及び９—２のとおりとする。 

３ 迅速出動に該当する事案が発生した場合、各消防本部は速やかに出動準備を行うと

ともに、出動可能隊数をとりまとめ、第２章第４節各項により報告するものとする。 

  なお、既に出動した場合は、出動隊数を報告するものとする。 

４ 迅速出動に該当する事案が発生した場合、前項に定めるもののほか、各消防本部は

次のとおり対応するものとする。 

（１）神奈川県統合機動部隊は、地震発生後、概ね１時間以内に出動するものとする。 

（２）神奈川県大隊は、神奈川県統合機動部隊の出動に引き続き、直ちに出動するものと

する。 

   なお、後方支援小隊等の出動準備又は進出に時間を要する部隊については、後続の

部隊として速やかに出動するものとする。 

５ 迅速出動に該当する事案が発生した場合、神奈川県は、速やかに消防庁等から情報

収集を行うとともに、各消防本部との情報共有に努めるものとする。 

６ 県内で震度６強以上の地震が発生した場合は、アクションプランに基づく場合を除

き、原則として出動しないこととする。また、県内で震度５強以上６弱以下の地震が

発生した場合は、迅速出動を一時保留し、神奈川県は、県内の被害状況を勘案し消防

庁と調整を図るものとする。 

 

（緊急消防援助隊の車両表示） 
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第 12 緊急消防援助隊として出動する車両は、緊急消防援助隊として出動している旨

の車両表示を車両の見やすい箇所に掲出するものとする。 

 

（集結場所への集結完了） 

第 13 神奈川県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、土砂

風水害機動支援部隊長（以下「県大隊長等」という。）又はブロック中隊長は、集結

完了時刻及び集結場所出発時刻を後方支援本部に対して報告するものとする。 

２ 後方支援本部は、前項の内容について消防庁及び神奈川県に対して報告するものと

する。 

３ 各消防本部の出動部隊の代表者は、集結場所を管轄する消防本部へ、別紙第３を提

出するものとする。 

４ 集結場所を管轄する消防本部は、出動部隊から提出された別紙第３を県大隊長へ提

出するものとする。 

５ ＮＢＣ災害即応部隊は集結場所に集結せず、直接、進出拠点に出動する。 

 

（進出拠点への進出） 

第 14 県大隊長等は進出拠点に応じた出動ルートを決定し、消防庁、消防応援活動調

整本部（以下「調整本部」という。）及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

２ 被害状況等により出動途上に進出拠点及び出動ルートを変更する場合は、消防庁、

調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

３ 県大隊長等又はブロック中隊長は、関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、

次に掲げる事項について各小隊に周知し、進出拠点へ進出するものとする。 

（１）被災地の被害概要 

（２）県大隊等の活動地域及び任務 

（３）県大隊等の進出拠点及び出動ルート 

（４）その他必要な事項 

 

（高速自動車国道等の通行） 

第 15 高速自動車国道等の通行については、次に掲げるとおり行うものとする。 

（１）被災地への出動途上等で道路交通法第 39 条に基づく緊急走行を行う場合は、料

金所一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中である旨を申し出るものとする。 

（２）緊急走行以外の場合は、料金所一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中又

は帰署（所）途上である旨を申し出て、別紙第４を提出するものとする。 

（３）緊急やむを得ず当該証明書を持参できない場合、小隊長は、所属消防本部名及び

職階級が明示された職務上使用している名刺の裏面に、通過日時及び車両登録番号

等を記入して提出するものとする。 

（４）名刺を提出した場合、後日、神奈川県を通して消防庁へ公務従事車両証明書を提

出するものとする。 
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（情報共有） 

第 16 県大隊等は、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用

し、被災地に向かう途上の道路情報、給油情報等について各部隊間で情報共有に努め

るものとする。 

 

（進出拠点到着） 

第 17 県大隊長等は、進出拠点到着後、速やかに県大隊名、規模及び保有資機材等につ

いて調整本部に対して報告するとともに、応援先市町村、任務等を確認するものとす

る。 

  なお、進出拠点に受援都道府県の消防職員等がいる場合は、同職員を通して行うも

のとする。 

２ 進出拠点が高速自動車国道等のインターチェンジ等の場合は、県大隊長等（ＮＢＣ

災害即応部隊長は除く。）のみが先行して前項の任務を行い、無線等により県大隊等

に対して必要な指示を行う等、進出拠点を速やかに通過するための対策を講ずるもの

とする。 

 

（現地到着） 

第 18 県大隊長等は、応援先市町村到着後、速やかに県大隊名、規模及び保有資機材等

について指揮者及び指揮支援本部長に対して報告するとともに、次に掲げる事項につ

いて確認するものとする。 

（１）災害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）神奈川県大隊本部を設置する場合は、その位置 

（６）使用無線系統 

（７）地利及び水利の状況 

（８）燃料補給場所 

（９）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長が神奈川県大隊長を兼ねる場合は、後続する県大隊が応援先市町村

到着後、統合機動部隊長が神奈川県大隊長の職務に就くものとする。 

  なお、統合機動部隊長が、神奈川県大隊長の職務に就いた際は、指揮者及び指揮支

援本部長に対して速やかに報告するものとする。 

３ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する神奈川県大隊が被災地に到着後は、神

奈川県大隊に帰属し、神奈川県大隊長の指揮の下、神奈川県大隊を構成する小隊等と

して活動するものとする。 

 

第４章 現場活動 
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（神奈川県大隊本部の設置） 

第 19 神奈川県大隊長は、神奈川県大隊長を本部長とする神奈川県大隊本部を設置す

るものとする。 

２ 神奈川県大隊長は、必要に応じて調整本部又は指揮支援本部に連絡員を派遣し、情

報収集及び情報提供を行うものとする。 

３ 神奈川県大隊長は、災害の状況により必要があるときは、安全管理担当要員（小隊）

を配置する等、安全管理の徹底を図るものとする。 

４ 神奈川県大隊長は、被害状況及び神奈川県大隊の活動を記録（動画及び静止画によ

るものを含む。）する要員を配置するものとする。 

 

（活動時における無線通信運用及び情報収集） 

第 20 活動時の無線通信運用体制は、資料 11のとおりとする。ただし、調整本部又は

指揮支援本部から別に指示があった場合は、その指示に従うものとする。 

２ 通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、県大隊等の通信を確保す

るとともに、被災地における情報収集を積極的に行い、消防庁、被災地都道府県・市

町村災害対策本部、後方支援本部等へ画像伝送等を行うものとする。 

 

（各隊の保有資機材等） 

第 21 保有資機材及び備蓄消火薬剤等は、資料 12～14 のとおりとする。 

 

（日報） 

第 22 県大隊長等は、指揮支援本部長に対して運用要綱別記様式２により活動日報を

報告するとともに、後方支援本部に対して情報提供を行うものとする。 

 

第５章 後方支援活動 

 

（後方支援本部の設置） 

第 23 県大隊等が出動する場合は、代表消防機関に後方支援本部を設置するものとす

る。 

２ 後方支援本部長は、代表消防機関の長又はその委任を受けた者をもって充てるもの

とする。 

３ 本部員は、代表消防機関の職員をもって充てるものとする。 

４ 後方支援本部長は、神奈川県及び必要と認める消防本部に対して連絡員の派遣を求

めることができるものとする。 

５ 後方支援本部は、県大隊等の活動が円滑に行われるために、次に掲げる任務を行う

ものとする。 

（１）消防庁、指揮支援（部）隊長、県大隊長等及び関係機関との各種連絡調整 

（２）県大隊等の出動、集結及び活動に係る調整 
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（３）県大隊等の活動記録の集約 

（４）県及び各消防本部に対する県大隊等の活動状況に関する情報提供 

（５）県大隊等に対する災害に関する情報提供 

（６）必要な資機材等の手配及び提供 

（７）交替要員及び増援隊の派遣に関する調整 

（８）後方支援に関する神奈川県との調整 

（９）その他必要な事項 

 

（後方支援中隊の任務等） 

第 24 後方支援中隊は、神奈川県大隊長の指揮の下、神奈川県大隊の活動が円滑かつ

効果的に行われるように、別に定める要領により活動するものとする。 

 

 （神奈川県の支援体制） 

第 25 神奈川県は、緊急消防援助隊の派遣に際し、後方支援本部と連携した支援体制

の確保に努めるものとする。 

 

第６章 活動終了 

 

（県大隊等の引揚げ） 

第 26 指揮支援部隊長から引揚げの連絡があった際、県大隊等は、被災地における活

動を終了するものとする。 

２ 県大隊長等は、前項の規定により被災地における活動を終了した場合は、次に掲げ

る事項について指揮支援本部長に報告し、指揮支援本部長の了承を得て引揚げるもの

とする。 

（１）県大隊等の活動概要（時間、場所、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

 

（帰署（所）報告） 

第 27 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最

終帰署(所)後、神奈川県及び後方支援本部に対して速やかに報告するものとする。 

２ 神奈川県は、県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）後、消防庁に対して

速やかに報告するものとする。 

 

第７章 活動報告等 
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（活動結果報告） 

第 28 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最

終帰署（所）後、神奈川県及び代表消防機関に対して要請要綱別記様式５により、速

やかに活動報告を行うものとする。 

２ 神奈川県は、各消防本部からの報告を取りまとめて、消防庁及び受援都道府県に対

して要請要綱別記様式５により、速やかに活動報告を行うものとする。 

 

第８章 その他 

 

（指揮支援の応援） 

第 29 統括指揮支援隊及び指揮支援隊に係る応援等については、横浜市消防局、川崎

市消防局及び相模原市消防局が別に定めるものとする。 

２ 航空指揮支援隊に係る応援等については、横浜市消防局及び川崎市消防局が別に定

めるものとする。 

 

（航空部隊の応援） 

第 30 航空部隊に係る応援については、横浜市消防局及び川崎市消防局が別に定める

ものとする。 

 

（水上中隊の応援） 

第 31 水上中隊に係る応援については、横浜市消防局及び川崎市消防局が別に定める

ものとする。 

 

（消防本部等における事前準備） 

第 32 各消防本部等は、神奈川県大隊の活動が円滑かつ効果的に行われるように、出

動する隊員の選定方法等の出動に係る事前計画を定めておくものとする。 

２ 各消防本部等は、後方支援資機材、食糧等の整備に努めるものとする。 

 

 （細部要領） 

第 33 この計画に定めるほか、応援出動時の詳細事項については、代表消防機関と協

議の上、別に細部要領を定めるものとする。 

 

附 則 

この実施計画は、平成 17 年２月 21 日から施行する。 

附 則 

この実施計画は、平成 17 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、平成 21 年３月２日から施行する。 
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  附 則 

この実施計画は、平成 22 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、平成 26 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、平成 29 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、平成 30 年４月２日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、令和２年３月 30日から施行する。ただし、資料４及び資料 10 は同年

４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、令和２年７月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、令和４年３月 30日から施行する。 

  附 則 

この実施計画は、令和５年４月１日から施行する。 
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資料１

№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計
画（平成16年2月6日付け消防震第９号策定）」をいう。

3 運用要綱 「緊急消防援助隊運用要綱（平成16年3月26日消防震第19号）」をいう。

4 要請要綱
「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年３月31日消防
広第74号）」をいう。

5 アクションプラン
基本計画第４章４に基づき、長官が別に定めた出動に係る計画。具体的には
「首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン」、「南海トラフ地震
における緊急消防援助隊アクションプラン」をいう。

6 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

7 地区 神奈川県消防長会で定めた地区をいう。

8 地区幹事消防機関
地区の連絡及び調整を行う消防(局)本部をいう。なお、当該消防機関が所管
する市町が被災し、任務を行うことが困難な場合は、この限りではない。

9 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 要請要綱第２条(2)

10 指揮本部 被災地消防本部の指揮所をいう。 要請要綱第２条(3)

11 指揮者 被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。 要請要綱第２条（４）

12 調整本部
被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村
が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被災地の属する都道府
県知事が設置する消防応援活動調整本部をいう。

法第44条の２

13 調整本部長 調整本部の長。神奈川県知事をもって充てる。 法第44条の２の３

14 指揮支援本部
被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防援
助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に対する報告等を行う
ため、指揮支援隊長を本部長として被災地に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

15 都道府県大隊本部
都道府県隊の活動管理、後方支援等を行うため、都道府県隊長が設置する
本部をいう。

運用要綱第28条

16 後方支援本部
出動した部隊の円滑な後方支援を実施するため、代表消防機関に設置する
本部をいう。

運用要綱第13条

17 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に
赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県知事等に
伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行
われるように支援活動を行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（1）

18 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整
本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を
管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

19 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急消
防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

20 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮者の指揮の下、指揮支
援隊長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理すること
を任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

21 都道府県大隊指揮隊
被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行うことを任務とする隊をい
う。

基本計画
第２章第３節１

22 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消防活動を
緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の
円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする部隊をい
う。

基本計画
第２章第５節２

23
エネルギー・産業基盤災
害即応部隊（ドラゴンハイ
パー・コマンドユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域に
おける特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う
ことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

24 ＮＢＣ災害即応部隊
ＮＢＣ災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを
任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

25
土砂・風水害機動支援部

隊
土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用い
た消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節５

用語の定義
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26 特別編成陸上隊
国家的な非常災害において、国家的な非常災害以外の災害における出動
隊とは別に、派遣元消防本部の消防力を維持するための補完体制を整えた
上で特別に編成する隊をいう。

27 集結場所
都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土
砂・風水害機動支援部隊が、被災地へ向かう前に集結する都道府県内又は
その周辺の場所をいう。

運用要綱第21条（１）

28 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次的に集結
する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(15)
運用要綱第21条（２）

29 受援都道府県
緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県
をいう。

運用要綱第２条(6)

30 応援都道府県 緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 運用要綱第２条(7)

31 第一次出動都道府県大隊
大規模災害又は特殊災害が発生した場合、原則として第一次的に応援出動
する都道府県大隊をいう。

基本計画
第４章２（1）

32 出動準備都道府県大隊
第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの
情報を得た場合、速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊をいう。

基本計画
第４章２（2）

33 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長の間で一
定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要求等の準備行為を
行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求を行
い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条(17)

34 国家的な非常災害

災害対策基本法第105条第１項に基づき内閣総理大臣が「災害緊急事態」の
布告を発する極めて甚大な被害を伴う災害であり、消防組織法第44条第５項
に基づく消防庁官が緊急消防援助隊の出動のために必要な措置を取るよう
指示をすることとなる災害をいう。首都直下地震や南海トラフ地震などの災害
をいう。

35 陸上隊 航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

36 ＮＢＣ災害 政令第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。 政令第１条

37 部隊移動

法第44条の規定に基づく消防庁長官の措置の求め又は指示により、被災地
において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災
地へ出動すること、又は法第44条の３の規定に基づく都道府県知事の指示
により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が別の被災地に
出動することをいう。

要請要綱第２条（21）

38 資料編 神奈川県緊急消防援助隊応援計画（資料編）をいう。
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f@

p
re

f.
ka

n
ag

aw
a.

lg
.jp

指
令

情
報

室
0
4
5
-
2
1
0
-
3
4
5
6

3
4
0
0
、

3
4
0
1

3
5
0
1
、

3
5
0
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

0
4
5
-
2
0
1
-
6
4
0
9

h
ig

ai
h
o
ko

ku
.3

9
3
@

p
re

f.
ka

n
ag

aw
a.

lg
.jp

警
防

課
0
4
5
-
3
3
4
-
6
7
1
2

0
4
5
-
3
3
4
-
6
7
1
0

sy
-k

ei
bo

@
ci

ty
.y

o
ko

ha
m

a.
lg

.jp

司
令

課
0
4
5
-
3
3
4
-
6
4
1
2

0
4
5
-
3
3
1
-
5
2
2
1

sy
-s

hi
re

i@
ci

ty
.y

o
ko

ha
m

a.
lg

.jp

消
防

救
急

課

情
報

指
令

課

警
防

救
命

課
0
4
6
7
-
8
5
-
9
9
4
5

指
令

情
報

課
0
4
6
7
-
8
5
-
4
5
9
1

大
磯

町
消

防
本

部
通

信
指

令
室

0
4
6
3
-
6
1
-
0
9
1
1

2
2
2
0

3
2
2
3

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

0
4
6
3
-
6
1
-
7
4
1
2

s-
ke

ib
o
u
@

to
w

n
.o

is
o
.lg

.jp
2
5
5
-
0
0
0
3

中
郡

大
磯

町
大

磯
1
0
7
5

消
防

署

情
報

機
器

室

警
防

課
0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
0
6

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
1
9

8
4
ke

ib
o
u
@

c
it
y.

ka
w

as
ak

i.l
g.

jp

指
令

課
0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
4
5

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
5
4

8
4
si

re
i@

c
it
y.

ka
w

as
ak

i.l
g.

jp

鎌
倉

市
消

防
本

部
指

令
情

報
課

0
4
6
7
-
4
4
-
0
1
1
9

2
0
6
2

3
0
6
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

0
4
6
7
-
4
4
-
5
5
5
1

si
re

i@
c
it
y.

ka
m

ak
u
ra

.lg
.jp

2
4
7
-
0
0
5
6

鎌
倉

市
大

船
3
-
5
-
1
0

逗
子

市
消

防
本

部
通

信
指

令
室

0
4
6
-
8
7
1
-
0
1
1
9

2
1
0
2

3
3
4
6

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

0
4
6
-
8
7
2
-
4
3
3
0

h
o
n
sh

o
@

c
it
y.

zu
sh

i.l
g.

jp
2
4
9
-
0
0
0
5

逗
子

市
桜

山
2
-
3
-
3
1

横 浜
横

浜
市

消
防

局
2
0
1
2

3
0
1
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

2
4
0
-
0
0
0
1

横
浜

市
保

土
ケ

谷
区

川
辺

町
2
-
9

＊
1
　

防
災

行
政

通
信

網
の

有
線

系
が

断
絶

し
た

場
合

は
、

地
域

衛
星

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
由

の
通

話
不

可
＊

2
　

防
災

行
政

通
信

網
の

有
線

系
が

断
絶

し
た

場
合

は
、

太
文

字
及

び
下

線
の

番
号

の
み

地
域

衛
星

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
由

の
通

話
が

可
能

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

N
T
T

連
絡

窓
口

（
昼

間
）

N
T
T

電
話

防
災

行
政

通
信

網

指
令

課

0
4
6
3
-
2
1
-
3
2
4
0

2
0
7
2

0
4
6
6
-
2
2
-
8
1
8
2

0
4
6
-
8
2
2
-
0
1
1
9

0
4
6
6
-
2
2
-
8
1
8
4

0
4
6
7
-
8
5
-
1
1
1
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

川 崎

0
4
6
-
8
2
3
-
3
9
2
0

0
4
6
-
8
7
6
-
0
1
1
9

消
　

　
　

防
　

　
　

署

2
5
1
-
8
6
0
1

藤
沢

市
朝

日
町

１
－

１

平
塚

市
消

防
本

部

川
崎

市
消

防
局

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
神

奈
川

県
内

消
防

機
関

緊
急

連
絡

先
一

覧
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

資
料

２

0
4
6
3
-
2
4
-
0
1
1
9

0
4
6
3
-
7
2
-
0
0
1
5

0
4
6
-
8
7
6
-
1
2
6
3

ｅ
－

ｍ
ａ
ｉｌ
 ア

ド
レ

ス
住

　
所

ii-
fb

@
c
it
y.

yo
ko

su
ka

.lg
.jp

2
5
4
-
8
6
8
6

平
塚

市
浅

間
町

9
-
1

2
3
8
-
8
5
5
0

横
須

賀
市

小
川

町
1
1
番

地

2
3
1
-
8
5
8
8

横
浜

市
中

区
日

本
大

通
１

2
5
3
-
8
6
8
6

茅
ヶ

崎
市

茅
ヶ

崎
1
-
1
-
1

2
5
9
-
0
1
3
1

中
郡

二
宮

町
中

里
7
1
1
-
1

2
1
0
-
8
5
6
5

川
崎

市
川

崎
区

南
町

2
0
-
7

fi
re

_k
e
ib

o
u
@

c
it
y.

c
h
ig

as
ak

i.l
g.

jp

0
4
6
3
-
7
2
-
0
1
1
7

fi
re

d
e
p
t2

@
to

w
n
.k

an
ag

aw
a

-
n
in

o
m

iy
a.

lg
.jp

ky
u
ky

u
@

c
it
y.

h
ir
at

su
ka

.lg
.jp

―

二
宮

町
消

防
本

部

ブ ロ ッ ク

藤
沢

市
消

防
局

警
防

課

―

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

神
奈

川
県

く
ら

し
安

全
防

災
局

地 区
名

称

湘 南

第 一 ブ ロ ッ ク 第 二 ブ ロ ッ ク

三 浦 半 島

横
須

賀
市

消
防

局

葉
山

町
消

防
本

部

3
0
7
1

fj
-
ke

ib
o
u
@

c
it
y.

fu
jis

aw
a.

lg
.jp

sh
o
b
o
sh

o
@

to
w

n
.h

ay
am

a.
lg

.jp
2
4
0
-
0
1
1
2

三
浦

郡
葉

山
町

堀
内

2
0
5
0
-
1
0

3
0
2
3

・

2
0
5
1

3
0
5
1

2
0
9
2

3
0
9
1

2
2
3
0

3
2
3
3

2
0
2
0

2
0
4
2

3
0
4
1

2
2
0
0

3
2
0
3

15
1163



F
A

X

〃
　

　
　

　
（
夜

間
）

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

閉
域

ス
マ

ホ
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
N

T
T

連
絡

窓
口

（
昼

間
）

N
T
T

電
話

防
災

行
政

通
信

網
ｅ
－

ｍ
ａ
ｉｌ
 ア

ド
レ

ス
住

　
所

ブ ロ ッ ク

地 区
名

称

警
防

課
lg

6
4
0
0
c
@

c
it
y.

at
su

gi
.lg

.jp

指
令

課
lg

6
4
5
0
c
@

c
it
y.

at
su

gi
.lg

.jp

警
防

課
f-

ke
ib

o
u
@

c
it
y.

h
ad

an
o
.lg

.jp

情
報

指
令

課
f-

si
re

i@
c
it
y.

h
ad

an
o
.lg

.jp

警
防

課
sh

_k
e
ib

o
@

c
it
y.

ya
m

at
o
.lg

.jp

指
令

課
sh

_s
h
ir
e
@

c
it
y.

ya
m

at
o
.lg

.jp

警
防

救
急

課
ke

ib
o
u
-
ky

u
ky

u
@

c
it
y.

is
e
h
ar

a.
lg

.jp

情
報

指
令

係
ke

ib
i@

c
it
y.

is
e
h
ar

a.
lg

.jp

警
防

課

警
備

課

警
防

課
ke

ib
o
u
@

c
it
y.

za
m

a.
lg

.jp

消
防

管
理

課
指

令
係

sy
o
u
b
o
u
k@

c
it
y.

za
m

a.
lg

.jp

消
防

総
務

課
w

m
.7

6
2
1
1
3
@

c
it
y.

ay
as

e
.lg

.jp

消
防

署
管

理
担

当
w

m
.7

6
0
1
1
9
@

c
it
y.

ay
as

e
.lg

.jp

警
防

班

通
信

班

ke
ib

o
ke

i@
c
it
y.

o
d
aw

ar
a.

lg
.jp

jo
u
h
o
u
@

c
it
y.

o
d
aw

ar
a.

lg
.jp

消
防

署
sh

o
ub

o
us

ho
@

to
w

n.
ha

ko
ne

.lg
.jp

通
信

指
令

室
si

re
i@

to
w

n
.h

ak
o
n
e
.lg

.jp

警
防

課
sy

o
ke

ib
o
@

to
w

n
.y

u
ga

w
ar

a.
lg

.jp

情
報

指
令

小
隊

ts
uu

sh
in

@
to

w
n.

yu
ga

w
ar

a.
lg

.jp

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

＊
1
　

防
災

行
政

通
信

網
の

有
線

系
が

断
絶

し
た

場
合

は
、

地
域

衛
星

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
由

の
通

話
不

可
＊

2
　

防
災

行
政

通
信

網
の

有
線

系
が

断
絶

し
た

場
合

は
、

太
文

字
の

番
号

の
み

地
域

衛
星

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

経
由

の
通

話
が

可
能

綾
瀬

市
消

防
本

部

2
5
9
-
0
3
0
3

足
柄

下
郡

湯
河

原
町

土
肥

1
-
5
-
2
2

2
5
9
-
1
1
3
1

伊
勢

原
市

伊
勢

原
3
-
3
2
-
2
0

2
4
3
-
0
3
0
1

愛
甲

郡
愛

川
町

角
田

2
8
6
-
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
2

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

0
4
6
-
2
2
4
-
5
3
7
0

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

2
5
2
-
0
0
1
1

座
間

市
相

武
台

１
－

４
８

－
１

0
4
6
-
2
6
1
-
1
1
1
9

0
4
6
-
2
6
4
-
8
3
2
7

0
4
6
3
-
8
3
-
0
0
2
2

2
4
3
-
0
0
0
3

厚
木

市
寿

町
3
-
4
-
1
0

0
4
2
-
7
5
1
-
9
1
1
1
(代

)
指

令
課

si
re

i@
c
it
y.

sa
ga

m
ih

ar
a.

lg
.jp

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

0
4
6
0
-
8
7
-
0
9
1
1

2
5
6
-
0
8
1
3

小
田

原
市

前
川

1
8
3
-
1
8

0
4
6
-
2
3
4
-
7
5
4
1

0
4
6
3
-
9
7
-
2
1
5
8

0
4
2
-
7
5
1
-
9
2
8
4

2
5
2
-
1
1
0
7

綾
瀬

市
深

谷
中

1
-
4
-
3
0

3
3
2
1

3
0
8
3

座
間

市
消

防
本

部

情
報

司
令

課

0
4
6
-
2
5
6
-
2
2
1
5

0
4
6
-
2
8
5
-
9
1
1
9

0
4
6
7
-
7
6
-
0
1
1
9

0
4
6
7
-
7
7
-
9
2
0
0

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

IP
/
庁

内
ス

マ
ホ

と
同

番
号

*
1

2
0
8
0

2
2
9
2

3
1
9
3

0
4
6
3
-
9
5
-
2
1
1
9

0
4
6
3
-
8
1
-
0
1
1
9

県 西

0
4
6
5
-
4
9
-
4
4
1
0

2
3
1
0

相 模 原

秦
野

市
消

防
本

部

第 三 ブ ロ ッ ク

箱
根

町
消

防
本

部

県 央

愛
川

町
消

防
本

部

大
和

市
消

防
本

部

0
4
6
-
2
8
5
-
3
1
3
1

小
田

原
市

消
防

本
部

湯
河

原
町

消
防

本
部

海
老

名
市

消
防

本
部

相
模

原
市

消
防

局

0
4
6
-
2
2
1
-
2
3
3
1

0
4
6
0
-
8
2
-
4
5
1
1

0
4
6
5
-
6
0
-
0
1
1
9

0
4
6
-
2
3
1
-
0
3
5
5

sy
o
b
o
-
ke

ib
o
@

c
it
y.

e
b
in

a.
lg

.jp

2
5
2
-
0
2
3
9

相
模

原
市

中
央

区
中

央
2
-
2
-
1
5

2
5
0
-
0
4
0
4

足
柄

下
郡

箱
根

町
宮

ノ
下

4
6
7
-
1

0
4
6
5
-
6
3
-
7
6
6
9

2
4
2
-
0
0
1
8

大
和

市
深

見
西

4
-
4
-
6

2
4
3
-
0
4
1
1

海
老

名
市

大
谷

8
1
6

sy
o
u
b
o
u
@

to
w

n
.k

an
ag

aw
a-

ai
ka

w
a.

lg
.jp

2
5
7
-
0
0
3
1

秦
野

市
曽

屋
7
5
7

0
4
6
5
-
4
9
-
2
5
9
1

伊
勢

原
市

消
防

本
部

厚
木

市
消

防
本

部

0
4
6
-
2
5
6
-
2
2
1
1
(代

)

3
0
3
4

2
1
3
0

2
1
2
0

2
1
4
5

3
1
3
3

3
1
2
3

3
1
4
1

2
0
3
0
、

2
0
3
1
、

2
0
3
2

2
1
5
2

2
1
6
2

2
1
7
0

2
1
9
0

3
2
9
1

3
3
1
3

3
1
5
1
、

3
1
5
2

3
1
6
2
（
開

庁
時

）
3
1
6
4
（
閉

庁
時

）

3
1
7
3

2
3
2
2

16
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【
主

要
関

係
機

関
】

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

電
話

F
A

X

昼
間

消
防

保
安

課
0
4
5
-
2
1
0
-
3
4
3
6

0
4
5
-
2
1
0
-
8
8
2
9

0
1
4
-
4
0
0
-
3
4
2
9
、

3
4
3
0

夜
間

指
令

情
報

室
0
4
5
-
2
1
0
-
3
4
5
6

0
4
5
-
2
0
1
-
6
4
0
9

0
1
4
-
4
0
0
-
3
4
0
0
、

3
4
0
1

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
4
5
-
3
3
4
-
6
7
1
3

0
4
5
-
3
3
4
-
6
7
1
0

夜
間

警
防

部
司

令
課

0
4
5
-
3
3
2
-
1
3
5
1

0
4
5
-
3
3
1
-
5
2
2
1

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
0
6

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
1
9

0
1
4
-
3
0
0
-
2
1
-
4
8
4
4
1

0
1
4
-
3
0
0
-
2
1
-
4
8
4
9
9

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
4
5

0
4
4
-
2
2
3
-
2
6
5
4

0
1
4
-
3
0
0
-
2
1
-
4
8
6
3
3

0
1
4
-
3
0
0
-
3
0
-
4

昼
間

警
防

課
0
4
2
-
7
5
1
-
9
1
4
0

0
4
2
-
7
8
6
-
2
4
7
2

夜
間

指
令

課
0
4
2
-
7
5
1
-
9
1
1
1

0
4
2
‐
7
5
1
‐
9
2
8
4

昼
間

広
域

応
援

室
0
3
-
5
2
5
3
-
7
5
2
7

0
3
-
5
2
5
3
-
7
5
3
7

0
4
8
-
5
0
0
-
9
0
-
4
9
0
1
3

0
4
8
-
5
0
0
-
9
0
-
4
9
0
3
3

1
2
0
-
9
0
-
4
9
0
1
3

1
2
0
-
9
0
-
4
9
0
3
3

夜
間

宿
直

室
0
3
-
5
2
5
3
-
7
7
7
7

0
3
-
5
2
5
3
-
7
5
5
3

0
4
8
-
5
0
0
-
9
0
-
4
9
1
0
2

0
4
8
-
5
0
0
-
9
0
-
4
9
0
3
6

1
2
0
-
9
0
-
4
9
1
0
2

1
2
0
-
9
0
-
4
9
0
3
6

昼
間

危
機

管
理

課
災

害
対

策
室

0
4
3
-
2
2
3
-
2
1
7
5

0
4
3
-
2
2
2
-
1
1
2
7

0
1
2
-
5
0
0
-
7
3
2
0

0
1
2
-
5
0
0
-
7
2
9
8

5
0
0
-
7
3
2
0

5
0
0
-
7
2
9
8

夜
間

危
機

管
理

課
情

報
通

信
管

理
室

0
4
3
-
2
2
3
-
2
1
7
8

0
4
3
-
2
2
2
-
5
2
1
9

0
1
2
-
5
0
0
-
7
2
2
5

0
1
2
-
5
0
0
-
7
1
1
0

5
0
0
-
7
2
2
5

5
0
0
-
7
1
1
0

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
1
2

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
5
4

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
1
1

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
0
9

1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
1
1

1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
0
9

夜
間

ち
ば

消
防

共
同

指
令

セ
ン

タ
ー

0
4
3
-
2
2
3
-
1
8
3
1

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
7
8

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
9
0

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
6
9

1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
9
0

1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
6
9

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
1
2

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
5
4

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
1
1

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
0
9

1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
1
1

1
0
1
-
8
0
0
-
3
1
0
9

夜
間

ち
ば

消
防

共
同

指
令

セ
ン

タ
ー

0
4
3
-
2
2
3
-
1
8
3
1

0
4
3
-
2
0
2
-
1
6
7
8

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
9
0

0
1
2
-
1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
6
9

1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
9
0

1
0
1
-
8
0
0
-
3
6
6
9

昼
間

総
合

防
災

部
防

災
対

策
課

0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
6

0
3
-
5
3
8
8
-
1
2
6
0

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
6
7
1

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
0
1
3

1
3
-
7
0
6
7
1

1
3
-
7
0
0
1
3

夜
間

夜
間

防
災

連
絡

室
0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
9

0
3
-
5
3
8
8
-
1
9
5
8

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
3
4
9

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
0
2
3

1
3
-
7
0
3
4
9

1
3
-
7
0
0
2
3

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

保
安

課
0
5
5
-
2
2
3
-
1
4
2
9

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
1
9

夜
間

消
防

保
安

課
（
県

庁
宿

日
直

経
由

）
0
5
5
-
2
2
3
-
1
8
5
8

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
3
5

昼
間

警
防

課
0
5
5
-
2
2
2
-
1
2
6
9

0
5
5
-
2
2
2
-
7
5
8
3

夜
間

指
令

課
0
5
5
-
2
2
2
-
1
1
9
0

0
5
5
-
2
2
2
-
2
1
1
9

昼
間

消
防

防
災

航
空

隊
0
5
5
1
-
2
0
-
3
6
0
1

0
5
5
1
-
2
0
-
3
6
0
3

0
1
9
-
4
1
6
 (

4
1
7
)

夜
間

消
防

保
安

課
（
県

庁
宿

日
直

経
由

）
0
5
5
-
2
2
3
-
1
4
3
0

0
5
5
-
2
2
3
-
1
8
5
8

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
3
8

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
3
5

1
9
－

2
5
3
8

1
9
-
2
5
2
9

昼
間

消
防

保
安

課
0
5
4
-
2
2
1
-
2
0
7
3

0
5
4
-
2
2
1
-
3
3
2
7

0
2
2
-
1
0
0
-
2
0
7
3

2
2
-
3
2

夜
間

防
災

当
直

0
5
4
-
2
2
1
-
2
0
7
2

0
5
4
-
2
2
1
-
3
2
5
2

0
2
2
-
1
0
0
-
2
0
7
2

2
2
-
2
1

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
6
2

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
6
8

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
2
0

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
2
8

昼
間

消
防

防
災

航
空

隊
0
5
4
-
2
6
1
-
4
4
8
3

0
5
4
-
2
6
1
-
4
7
6
1

0
2
2
-
1
3
7
-
9
0
0
0

0
2
2
-
1
3
7
-
8
0
0
1

夜
間

県
庁

防
災

当
直

0
5
4
-
2
2
1
-
2
0
7
2

0
5
4
-
2
2
1
-
3
2
5
2

0
2
2
-
1
0
0
-
2
0
7
2

0
2
2
-
1
0
0
-
6
2
5
0

昼
間

消
防

航
空

隊
0
5
4
-
2
6
7
-
3
0
1
9

0
5
4
-
2
6
7
-
3
0
2
2

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
2
0

0
5
4
-
2
8
0
-
0
1
2
8

昼
間

警
防

課
0
5
3
-
4
7
5
-
7
5
3
1

0
5
3
-
4
7
5
-
7
5
3
9

夜
間

情
報

指
令

課
0
5
3
-
4
7
5
-
7
5
5
2

0
5
3
-
4
7
2
-
1
1
9
8

※
　

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
使

用
す

る
際

、
川

崎
市

消
防

局
以

外
か

ら
発

信
す

る
場

合
は

「
9
」
、

川
崎

市
消

防
局

か
ら

発
信

す
る

場
合

は
「
2
0
」
を

押
し

て
か

ら
発

信

2
2
-
2
6

航
空

隊
浜

松
市

消
防

局

0
5
5
-
2
2
3
-
1
4
3
0

主
管

課
静

岡
県

航
空

隊
静

岡
県

山
梨

県

静
岡

市
消

防
局

代
表

消
防

甲
府

地
区

広
域

（
事

）
0
1
9
-
2
1
3

0
2
2
-
1
0
0
-
6
2
5
0

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
8
0

1
9
－

2
5
3
8

1
9
-
2
5
2
9

9
-
2
2
0
-
1
-
0
3
6

0
1
3
-
6
0
1
-
9
5
0
1
-
6
7
0
4

9
5
0
6
-
7
5
1
1

0
1
9
-
2
1
3

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
8
0

0
2
2
-
1
7
9
-
6
0
8
0

9
-
2
2
0
-
2
-
0
3
6

資
料

３

消
防

防
災

無
線

電
話

0
1
4
-
7
0
0
-
1
0
-
7
2
0

1
4
-
9
7
2
2

応
援

出
動

時
連

絡
先

一
覧

表
　

（
県

・
国

・
代

表
消

防
機

関
・
航

空
隊

）

連
絡

要
請

窓
口

Ｎ
Ｔ

Ｔ
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

0
1
4
-
5
5
7
-
1

名
称

時
間

帯
別

0
1
4
-
7
0
0
-
1
0
-
7
2
1

9
5
0
3
-
0
1
3
-
6
0
1
-

9
5
0
1
-
3
5
4
5

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
3
8

航
空

隊
山

梨
県

主
管

課

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
1
0

区
分

(代
行

)
川

崎
市

消
防

局

代
表

消
防

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
1
0

航
空

隊
千

葉
市

消
防

局

静 岡 県東 京 都

主
管

課
東

京
都

0
2
2
-
1
7
9
-
6
0
1
0

0
3
-
3
2
1
3
-
1
4
7
6

航
空

隊
静

岡
市

消
防

局

代
表

消
防

警
防

部
警

防
課

0
3
-
3
2
1
2
-
2
2
5
8

国
総

務
省

消
防

庁
　

代
表

県 ・ 代 表 消 防 機 関 等

神
奈

川
県

(代
行

)

横
浜

市
消

防
局

相
模

原
市

消
防

局

第 一 次 出 動 航 空 小 隊

山 梨 県

主
管

課
千

葉
県

代
表

消
防

陸 上 部 隊 　 県 大 隊 　

第 １ 次 出 動

千
葉

市
消

防
局

千 葉 県

東
京

消
防

庁

航
空

隊
東

京
消

防
庁

17
1165



電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

電
話

F
A

X
消

防
防

災
無

線
電

話
連

絡
要

請
窓

口
Ｎ

Ｔ
Ｔ

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

名
称

時
間

帯
別

区
分

昼
間

消
防

安
全

課
0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
6

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
7

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
6

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
8
7

0
8
-
2
8
9
6

夜
間

防
災

・
危

機
管

理
課

（
宿

直
担

当
）

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
5

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
8

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
8
5

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
8

0
8
-
2
8
8
5

0
8
-
2
8
9
8

昼
間

0
2
9
-
2
2
1
-
0
1
1
1

0
2
9
-
2
2
1
-
0
1
4
7

夜
間

0
2
9
-
2
2
1
-
0
1
1
1

0
2
9
-
2
2
1
-
0
1
4
7

昼
間

防
災

航
空

室
0
2
9
-
8
5
7
-
8
5
1
1

0
2
9
-
8
5
7
-
8
5
0
1

0
0
8
-
1
2
0
-
8
4
0
0

0
0
8
-
1
2
0
-
8
4
5
0

夜
間

防
災

・
危

機
管

理
課

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
5

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
8

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
8
5

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
8

0
8
-
2
8
8
5

0
8
-
2
8
8
5

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

防
災

航
空

隊
0
2
8
-
6
7
7
-
1
1
1
9

夜
間

航
空

隊
長

携
帯

0
9
0
-
1
6
5
5
-
8
4
7
5

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

0
2
7
-
2
6
5
-
0
2
0
0

0
2
7
-
2
6
5
-
6
9
0
0

夜
間

消
防

保
安

課
0
2
7
-
8
9
7
-
2
6
8
6

0
2
7
-
2
2
1
-
0
1
5
8

0
1
0
-
3
0
0
-
1
-
2
2
5
0

0
1
0
-
3
0
0
-
1
-
4
4
5
3

1
0
-
3
5
1

1
0
-
3
1
0

昼
間

消
防

防
災

課
0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
7
1

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
5
9

0
4
8
-
8
3
0
-
3
1
7
7

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
5
9

夜
間

シ
ス

テ
ム

管
理

室
0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
1
1

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
1
9

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
1
1

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
1
9

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
4
8
-
8
3
3
-
7
9
4
4

0
4
8
-
8
3
3
-
7
2
0
1

0
1
1
-
7
0
4
-
5
5
1
2

0
1
1
-
7
0
4
-
5
0
9
5

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
4
8
-
8
3
3
-
5
0
0
0

0
4
8
-
8
3
3
-
1
2
3
7

0
1
1
-
7
0
4
-
5
3
2
1

0
1
1
-
7
0
4
-
5
3
9
0

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

課
0
2
5
-
2
8
2
-
1
6
6
4

0
1
5
-
4
0
1
-
2
0
-
6
4
4
2

0
1
5
-
4
0
1
-
2
0
-
6
4
9
7

夜
間

警
備

員
室

（
宿

日
直

経
由

）
0
2
5
-
2
8
5
-
5
5
1
1

〃
警

備
員

室
連

絡
後

〃
警

備
員

室
連

絡
後

昼
間

警
防

課
0
2
5
-
2
8
8
-
3
2
5
0

0
2
5
-
2
8
8
-
3
2
5
5

0
1
5
-
4
9
2
-
2
0
5
3

0
1
5
-
4
9
2
-
2
0
4
9

夜
間

指
令

課
0
2
5
-
2
8
8
-
3
2
7
0

0
2
5
-
2
8
8
-
3
2
7
5

0
1
5
-
4
9
2
-
2
0
8
5

0
1
5
-
4
9
2
-
2
0
7
9

昼
間

消
防

防
災

航
空

隊
0
2
5
-
2
7
0
-
0
2
6
3

0
2
5
-
2
7
0
-
0
2
6
5

0
1
5
-
5
2
4
-
1
0

0
1
5
-
5
2
4
-
4
0

夜
間

公
用

携
帯

（
隊

長
）

0
9
0
-
8
9
4
3
-
9
4
0
9

昼
間

0
1
1
-
2
1
0
-
2
2
-
5
7
7

夜
間

0
1
1
-
2
1
0
-
2
2
-
5
8
6

昼
間

警
防

部
消

防
救

助
課

0
1
1
-
2
1
5
-
2
0
6
0

0
1
1
-
2
7
1
-
0
6
1
0

0
0
1
-
2
3
5
-
3
-
2
0
6
0

0
0
1
-
2
3
5
-
4
-
3
0
7
0

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
1
1
-
2
1
5
-
2
0
8
0

0
1
1
-
2
6
1
-
9
1
1
9

0
0
1
-
2
3
5
-
3
-
2
0
8
0

0
0
1
-
2
3
5
-
4
-
3
0
8
0

昼
間

防
災

航
空

室
0
1
1
-
7
8
2
-
3
2
3
3

0
1
1
-
7
8
2
-
3
2
3
4

夜
間

防
災

航
空

室
0
1
1
-
7
8
2
-
3
2
3
3

0
1
1
-
7
8
2
-
3
2
3
4

昼
間

警
防

部
消

防
救

助
課

0
1
3
3
-
6
2
-
4
1
1
9

0
1
1
-
2
7
1
-
0
6
3
2

0
0
1
-
2
3
5
-
3
-
2
0
6
0

0
0
1
-
2
3
5
-
4
-
3
0
7
0

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
1
1
-
2
1
5
-
2
0
8
0

0
1
1
-
2
6
1
-
9
1
1
9

0
0
1
-
2
3
5
-
3
-
2
0
8
0

0
0
1
-
2
3
5
-
4
-
3
0
8
0

昼
間

消
防

保
安

課
夜

間
消

防
保

安
課

（
宿

直
室

に
転

送
）

昼
間

警
防

課
0
1
7
-
7
7
5
-
0
8
5
4

夜
間

通
信

指
令

課
0
1
7
-
7
7
5
-
0
8
5
1

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
0
1
9
-
6
2
6
-
7
4
0
2

0
1
9
-
6
5
1
-
9
9
1
6

0
0
3
-
4
1
4
-
1

夜
間

通
信

指
令

課
0
1
9
-
6
2
2
-
0
1
1
9

0
1
9
-
6
2
6
-
4
0
1
6

0
0
3
-
4
1
4
-
2

昼
間

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

0
1
9
8
-
2
6
-
5
2
5
1

0
1
9
8
-
2
6
-
5
2
5
6

夜
間

航
空

隊
長

公
用

携
帯

電
話

0
9
0
-
6
8
5
3
-
4
0
8
3

※
　

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
使

用
す

る
際

、
川

崎
市

消
防

局
以

外
か

ら
発

信
す

る
場

合
は

「
9
」
、

川
崎

市
消

防
局

か
ら

発
信

す
る

場
合

は
「
2
0
」
を

押
し

て
か

ら
発

信

主
管

課
茨

城
県

代
表

消
防

札
幌

市
消

防
局

　 陸 上 部 隊 　 県 大 隊

出 動 準 備

第 一 次 出 動 航 空 小 隊 出 動 準 備 航 空 小 隊

茨 城 県 群 馬 県
前

橋
市

消
防

局

岩
手

県

代
表

消
防

盛
岡

地
区

広
域

(事
)

8
-
0
0
2
-
8
0
1
-
8
1
0
-
1
-
4
1
3
2

総
合

防
災

室
0
0
3
-
1
1
1
-
2
2
-
5
5
5
6

0
1
9
-
6
2
9
-
5
5
5
6

航
空

隊
青

森
県

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

埼 玉 県

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
7
1

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
5
9

0
0
1
-
2
1
0
-
2
2
7
2
9

0
1
-
1
1

0
1
-
1
1

0
1
1
-
7
0
1
-
3
0
0

0
1
1
-
2
3
1
-
4
3
1
4

0
1
-
1
1
-
3
9
-
8
9
7

0
2
-
2
2
9

代
表

消
防

青
森

地
域

広
域

（
事

）
0
1
7
-
7
7
5
-
1
4
4
4

0
0
2
-
8
0
1
-
6
0
2
1

0
1
1
-
7
0
1
-
9
5

航
空

隊
札

幌
市

消
防

局

1
5
-
1
1

1
5
-
1
1

航
空

隊

航
空

隊
新

潟
県

北
海

道

代
表

消
防

主
管

課
新

潟
県

新
潟

市
消

防
局

主
管

課

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

0
4
9
-
2
9
7
-
7
8
1
0

0
4
9
-
2
9
7
-
7
9
0
6

通
信

指
令

課
0
2
8
-
6
2
5
-
5
5
9
9

0
2
8
-
6
2
5
-
3
0
0
1

主
管

課
群

馬
県

主
管

課

栃
木

県

消
防

保
安

課

宇
都

宮
市

消
防

局

航
空

隊
埼

玉
県

0
1
7
-
7
2
9
-
0
3
5
5

0
1
7
-
7
2
9
-
0
3
7
7

0
0
2
-
8
0
1
-
8
1
0
-
1
-
5
4
5
1

通
信

指
令

課
0
2
7
-
2
2
0
-
4
5
0
0

0
2
7
-
2
2
0
-
4
5
2
8

0
0
3
-
1
1
1
-
2
2
-
5
1
7
4

0
1
0
-
3
0
0
-
1
-
4
4
5
3

1
0
-
3
5
1

0
0
3
-
4
1
4
-
9

危
機

対
策

課
0
1
1
-
2
0
4
-
5
0
0
9

0
0
1
-
2
1
0
-
3
-
9
8
9
8

0
0
1
-
2
1
0
-
3
-
9
8
9
9

0
1
-
1
1
-
3
9
-
8
9
7

0
9
-
7
5
0
1

1
0
-
3
1
0

代
表

消
防

水
戸

市
消

防
本

部
消

防
救

助
課

0
0
8
-
5
1
0
-
8
4
0
2

航
空

隊
茨

城
県

航
空

隊

0
2
8
-
6
7
7
-
0
7
7
5

消
防

防
災

課
0
2
8
-
6
2
3
-
2
1
3
2

0
2
8
-
6
2
3
-
2
1
4
6

代
表

消
防

航
空

隊
栃

木
県

0
0
9
-
6
5
1
-
0
2

0
0
9
-
5
0
0
-
2
1
4
6

0
9
-
7
5
0
6

0
0
8
-
5
1
0
-
8
4
5
1

北 海 道

主
管

課

0
2
5
-
2
8
2
-
1
6
6
7

新 潟 県

埼
玉

県

北
海

道

航
空

隊
群

馬
県

0
0
9
-
5
1
1
-
0
3

0
0
9
-
5
1
1
-
0
1

0
0
9
-
6
5
1
-
0
1

代
表

消
防

栃 木 県

0
0
3
-
5
9
2
-
9

0
1
0
-
7
0
1
-
1
4
0
0

0
1
0
-
7
0
1
-
1
4
9
0

0
2
7
-
8
9
7
-
2
6
8
6

0
2
7
-
2
2
1
-
0
1
5
8

0
1
0
-
3
0
0
-
1
-
2
2
5
0

0
0
9
-
5
0
0
-
7
1
3
1

0
2
-
2
2
1

航
空

隊
0
0
3
-
5
9
2
-
1

青 森 県

主
管

課
青

森
県

0
1
7
-
7
3
4
-
9
0
8
7

0
1
7
-
7
2
2
-
4
8
6
7

代
表

消
防

さ
い

た
ま

市
消

防
局

0
0
2
-
8
0
1
-
9
0
1
2

0
1
9
-
6
5
1
-
2
1
7
5

0
3
-
4
0

岩 手 県

0
3
-
3
8

岩
手

県

主
管

課

18
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電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

電
話

F
A

X
消

防
防

災
無

線
電

話
連

絡
要

請
窓

口
Ｎ

Ｔ
Ｔ

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

名
称

時
間

帯
別

区
分

昼
間

消
防

課
0
2
2
-
2
1
1
-
2
3
7
4

0
0
4
-
2
2
0
-
8
-
2
3
7
4

0
4
-
8
2
3
7
4

夜
間

防
災

セ
ン

タ
ー

0
2
2
-
2
1
1
-
2
1
4
0

0
0
4
-
2
2
0
-
8
-
2
1
4
0

0
4
-
8
2
1
4
0

昼
間

警
防

部
警

防
課

0
2
2
-
2
3
4
-
4
2
8
0

0
0
4
-
6
2
1
-
2
3
2
0

0
0
4
-
6
2
1
-
2
3
1
9

夜
間

警
防

部
指

令
課

0
2
2
-
2
3
4
-
2
3
6
4

0
0
4
-
6
2
1
-
2
3
5
0

0
0
4
-
6
2
1
-
2
3
3
9

昼
間

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

管
理

事
務

所
0
2
2
3
-
2
4
-
0
7
4
1

0
2
2
3
-
2
4
-
0
8
7
2

0
0
1
-
0
1
0
-
8
8
1
6
-
2
3
4
-
1
2
5
5
7

夜
間

航
空

隊
長

公
用

携
帯

0
9
0
-
6
7
8
7
－

6
5
8
8

0
0
1
-
0
1
0
-
8
8
1
6
-
2
3
4
-
1
2
5
5
8

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
0
1
8
-
8
2
3
-
4
2
4
3

0
1
8
-
8
2
3
-
9
0
0
6

0
0
5
-
2
0
1
-
4
7
4

0
0
5
-
2
0
1
-
4
1
0

夜
間

指
令

課
0
1
8
-
8
2
3
-
4
2
6
5

0
1
8
-
8
2
3
-
7
2
1
4

0
0
5
-
2
0
1
-
3
9
9

0
0
5
-
2
0
1
-
3
4
0

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

救
急

課
0
2
3
-
6
3
0
-
2
2
2
7

夜
間

宿
日

直
管

理
室

0
2
3
-
6
3
0
-
2
7
5
4

昼
間

警
防

課
0
2
3
-
6
3
4
-
1
1
9
7

0
2
3
-
6
3
1
-
7
3
2
0

0
0
6
-
7
4
4
-
9
0
1

0
0
6
-
7
4
4
-
9
5
0

夜
間

通
信

指
令

課
0
2
3
-
6
3
4
-
1
1
9
8

昼
間

消
防

防
災

航
空

隊
0
2
3
7
-
4
7
-
3
2
7
5

0
2
3
7
-
4
7
-
3
2
7
7

0
0
6
-
8
0
0
-
6
-
6
0
3
-
1

0
0
6
-
8
0
0
-
6
-
6
0
3
-
8

夜
間

緊
急

連
絡

用
携

帯
0
9
0
-
1
4
9
4
-
1
8
1
6

昼
間

消
防

保
安

課
0
2
4
-
5
2
1
-
7
1
9
0

0
2
4
-
5
2
1
-
9
8
2
9

夜
間

担
当

携
帯

電
話

0
8
0
-
6
0
2
8
-
8
9
7
0

0
2
4
-
5
2
1
-
9
8
2
9

昼
間

警
防

課
0
2
4
-
5
3
4
-
9
1
0
2

0
2
4
-
5
3
4
-
0
3
1
0

0
0
7
-
2
7
0
-
0
2

0
0
7
-
2
7
0
-
1
0

夜
間

通
信

指
令

課
0
2
4
-
5
3
4
-
0
1
1
9

0
0
7
-
2
7
0
-
0
1

昼
間

消
防

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

0
2
4
7
-
5
7
-
3
0
0
0

0
2
4
7
-
5
7
-
3
5
0
0

0
0
7
-
3
3
3
-
0
2

0
0
7
-
3
3
3
-
1
0

夜
間

隊
長

用
携

帯
0
9
0
-
6
2
5
8
-
0
8
3
6

昼
間

消
防

課
0
7
6
-
4
4
4
-
3
1
8
8

0
1
6
-
1
1
1
-
3
3
6
4

夜
間

宿
直

室
0
7
6
-
4
4
4
-
3
1
8
7

0
1
6
-
1
1
1
-
3
3
6
3

昼
間

警
防

課
0
7
6
-
4
9
3
-
4
8
7
2

0
7
6
-
4
9
3
-
4
0
1
8

夜
間

通
信

指
令

課
0
7
6
-
4
9
3
-
4
1
4
1

0
7
6
-
4
9
3
‐
4
0
1
1

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
0
2
6
-
2
2
7
-
8
0
0
2

0
2
6
-
2
2
8
-
6
3
9
8

0
2
0
-
2
0
2
-
8
-
1
2
4

夜
間

通
信

指
令

課
0
2
6
-
2
2
6
-
0
1
1
9

0
2
6
-
2
2
8
-
6
3
9
8

0
2
0
-
2
0
2
-
8
-
1
6
0

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

課
0
5
8
-
2
7
2
-
1
1
2
2

2
1
-
6
7
0

夜
間

災
害

情
報

集
約

セ
ン

タ
ー

0
5
8
-
2
7
2
-
1
0
3
4

2
1
-
6
7
1

昼
間

夜
間

昼
間

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

0
5
8
-
3
8
5
-
3
7
7
2

夜
間

消
防

航
空

隊
長

公
用

携
帯

0
9
0
-
1
0
9
1
-
1
9
2
4

昼
間

消
防

保
安

課
0
5
2
-
9
5
4
-
6
1
4
1

0
5
2
-
9
5
4
-
6
9
9
4

0
2
3
-
6
0
0
-
2
5
3
9

0
2
3
-
6
0
0
-
4
6
9
4

2
3
-
2
5
3
9

2
3
-
4
6
9
4

夜
間

宿
日

直
室

0
5
2
-
9
5
4
-
6
8
4
4

0
5
2
-
9
5
4
-
6
9
9
5

0
2
3
-
6
0
0
-
5
2
5
0

0
2
3
-
6
0
0
-
4
6
9
5

2
3
-
5
2
5
0

2
3
-
4
6
9
5

昼
間

消
防

部
消

防
課

0
5
2
-
9
7
2
-
3
5
5
7

0
5
2
-
9
5
1
-
8
4
6
3

夜
間

消
防

部
指

令
課

0
5
2
-
9
7
2
-
3
5
3
4

0
5
2
-
9
5
3
-
0
1
1
9

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

部
消

防
課

0
5
2
-
9
7
2
-
3
5
5
7

0
5
2
-
9
5
1
-
8
4
6
3

夜
間

消
防

部
指

令
課

0
5
2
-
9
7
2
-
3
5
3
4

0
5
2
-
9
5
3
-
0
1
1
9

※
　

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
使

用
す

る
際

、
川

崎
市

消
防

局
以

外
か

ら
発

信
す

る
場

合
は

「
9
」
、

川
崎

市
消

防
局

か
ら

発
信

す
る

場
合

は
「
2
0
」
を

押
し

て
か

ら
発

信

0
6
-
5
1
1

0
6
-
5
0
0

0
0
5
-
1
0
0
-
1
0
0
6
0
0

0
5
-
1
1

0
5
-
5
2

0
0
5
-
1
0
0
-
1
0
0
5
6
9

0
7
-
6
0

1
6
-
2
8
2
7

0
1
6
-
5
0
1
-
2
4
2

0
1
6
-
5
0
1
-
2
6
8

0
1
6
-
1
1
1
-
8
0
-
4
1
-
1
0

岐 阜 県 愛 知 県

0
2
0
-
2
3
1
-
8
7
3
9

2
0
-
2
1
2

2
0
-
2
4
1

0
2
0
-
5
5
4
-
7
6

0
2
0
-
5
5
4
-
2
1

0
2
1
-
4
0
0
-
7
3
0

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

長 野 県

主
管

課
長

野
県

消
防

課
0
2
6
-
2
3
5
-
7
1
8
2

0
2
6
-
2
3
3
-
4
3
3
2

0
2
0
-
2
3
1
-
5
2
0
5

長
野

県
消

防
防

災
航

空
セ

ン
タ

ー
0
2
6
3
-
8
5
-
5
5
1
3

0
2
6
3
-
8
5
-
5
5
1
1

0
7
6
-
4
9
5
-
3
0
6
0

　 陸 上 部 隊 　 県 大 隊

出 動 準 備

出 動 準 備 航 空 小 隊

宮 城 県 福 島 県
航

空
隊

代
表

消
防

主
管

課

福
島

県

福
島

市
消

防
本

部

福
島

県

岐
阜

県
航

空
隊

主
管

課
宮

城
県

0
5
8
-
2
7
1
-
4
1
1
9

0
5
8
-
3
8
5
-
3
7
7
4

0
2
1
-
6
5
0
-
7
0
1

7
－

0
0
4
－

6
2
1
-
2
3
7
1

主
管

課
岐

阜
県

0
7
6
-
4
9
5
-
3
0
6
6

0
1
6
-
1
1
1
-
8
0
-
4
1
-
9
-
1
0

0
2
1
-
4
1
8
-
2
-
2
5
3
1

主
管

課
富 山 県

消
防

防
災

航
空

隊
0
1
8
-
8
8
6
-
8
1
0
3

0
1
8
-
8
8
6
-
8
1
0
5

0
0
5
-
1
0
0
-
1
1
0
5
1
1

宮
城

県

0
7
6
-
4
3
2
-
0
6
5
7

0
1
6
-
1
1
1
-
2
8
2
7

0
4
-
8
2
3
9
8

7
－

0
0
4
－

6
2
1
-
2
3
7
9

0
2
2
-
2
3
4
-
1
1
1
1

山 形 県

代
表

消
防

秋
田

市
消

防
本

部

0
0
7
-
2
0
1
-
5
6
2
5

0
7
-
6
1

代
表

消
防

山
形

市
消

防
本

部

0
2
3
-
6
3
3
-
4
7
1
1

0
0
6
-
8
0
0
-
1
2
0
5

0
0
6
-
8
0
0
-
1
5
0
2

0
0
7
-
2
0
1
-
2
6
2
9

主
管

課
山

形
県

航
空

隊
山

形
県

航
空

隊

仙
台

市
消

防
局

　

富
山

県

代
表

消
防

富
山

市
消

防
局

仙
台

市
消

防
局

代
表

消
防

秋 田 県

消
防

航
空

隊
0
2
2
3
－

2
3
－

7
8
5
0

0
2
2
3
－

2
3
－

7
8
4
8

航
空

隊
秋

田
県

0
1
8
-
8
2
4
-
1
1
9
0

秋
田

県
主

管
課

0
1
8
-
8
6
0
-
4
5
6
5

総
合

防
災

課

航
空

隊

0
2
2
-
2
1
1
-
2
3
9
8

0
0
4
-
2
2
0
-
8
-
2
3
9
8

　

1
6
-
3
3
6
4

航
空

隊
富

山
県

航
空

隊
名

古
屋

市
消

防
局

主
管

課
愛

知
県

0
2
1
-
6
5
0
-
7
1
9

代
表

消
防

長
野

市
消

防
局

0
2
0
-
2
0
2
-
7
6

航
空

隊

0
2
3
-
7
0
0
-
6
3
0
0

0
2
3
-
7
0
0
-
5
5
5
5

防
災

航
空

隊
0
2
3
-
2
0
0
-
3
1

0
2
3
-
7
0
0
-
6
3
0
0

0
2
3
-
7
0
0
-
5
5
5
5

代
表

消
防

名
古

屋
市

消
防

局

愛
知

県
0
5
6
8
-
2
9
-
3
1
2
1

0
5
6
8
-
2
9
-
3
1
2
3

0
2
3
-
2
0
0
-
1
1

航
空

隊

代
表

消
防

岐
阜

市
消

防
本

部
指

令
課

0
5
8
-
2
6
2
-
8
1
5
1

0
5
8
-
2
6
6
-
8
1
5
5

2
1
-
6
7
9

0
2
1
-
4
1
8
-
7
1
9

0
2
1
-
4
0
0
-
7
2
5

19
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毒

劇

物

等

対

応

小

隊

大
規
模
危
険
物
火
災
等
対
応
小
隊

密

閉

空

間

火

災

等

対

応

小

隊

遠

距

離

大

量

送

水

小

隊

消

防

活

動

二

輪

小

隊

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊

水

難

救

助

小

隊

そ

の

他

資料４

10

4

4

18

82

322

神奈川県緊急消防援助隊登録部隊編成表    　　         （令和５年４月１日現在）

7

6

5

5

4

3

3

2

35

155

50

24

5

3

3

35

85

29

合

計

115

19

9

7

3

2

40

7

4

1

1 2

1 1

1

1

1

3 113

第
三
ブ
ロ

ッ
ク

47 9 38 12

県
　
央

小　計

ブロック計

県
　
西

7 1 5

1

合　計

藤　沢

平　塚

湘
　
南

第
一
ブ
ロ

ッ
ク

ブロック計

川　崎

三
浦
半
島

ブロック計

第
二
ブ
ロ

ッ
ク

相模原

箱　根

湯河原

大　磯

小　計

小田原

綾　瀬

愛　川

座　間

伊勢原

海老名

秦　野

大　和

223

1

1

1

1

5

2

4

1

1

2

3

1

4

7

1

2

2

3

1

1

1

1

2

7

2

5

1

1

2

3

2

3

1

21

3

1

1

2

2

消

火

小

隊

水

上

小

隊

6 1 5 7 1 2 3

通

信

支

援

小

隊

1 7 1

3

1

1

1

6

1

横　浜

県

大

隊

指

揮

隊

救

急

小

隊

横須賀

2 1 3

3

35 7 27

5 1 3

小　計

二　宮 1

1 1

茅ヶ崎 3

11 4 7 1

1

1 7

12 2 11

4

2

1 2

7 1

14 4 7

4

1 1

10 3 4

1 1

2 1 1

1

1

4

8

3

2 1 1

3 1 1

25 8

7 2 5

1

1

1

1

1

1

1

1

厚　木

葉　山

小　計

鎌　倉

逗　子

3

12 3 9

4 1

7

1

2 1

2

298 23 71

1

1

33 12 11

26 6 19 13 3

航

空

後

方

支

援

小

隊

3 1 1 1 1 2 1

1 2

1 1

1 1 1

14

指

揮

支

援

隊

航

空

指

揮

支

援

隊

統

合

機

動

部

隊

指

揮

隊

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

産

業

基

盤

災

害

即

応

部

隊

指

揮

隊

救

助

小

隊

後

方

支

援

小

隊

特 殊 災 害 小 隊 特 殊 装 備 小 隊 航

空

小

隊

Ｎ

Ｂ

Ｃ

災

害

即

応

部

隊

指

揮

隊

土

砂

・

風

水

害

機

動

支

援

部

隊

指

揮

隊

2

1

1

12

2

1

2 1

1

1

2

2

4

3

2

2

3

1 1

3

1

1

8

1

1

1

3

2 1

1 1

1 1

31 3 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20
1168



横
浜

市
消

防
局

本
陣

消
防

隊
横

浜
市

消
防

局
機

動
第

一
救

助
隊

横
浜

市
消

防
局

寺
尾

救
急

隊

横
浜

市
消

防
局

小
机

消
防

隊
横

浜
市

消
防

局
山

下
町

特
別

救
助

隊
横

浜
市

消
防

局
北

方
救

急
隊

横
浜

市
消

防
局

市
沢

消
防

隊
横

浜
市

消
防

局
末

吉
特

別
救

助
隊

横
浜

市
消

防
局

川
和

救
急

隊

資
料
５

神
奈
川
県
統
合
機
動
部
隊
の
編
成

応
援

先
都

道
府

県
東

京
都

、
千

葉
県

、
山

梨
県

、
静

岡
県

後
方

支
援

小
隊

(
９

人
)

集
結

場
所

通
信

支
援

小
隊

(
４

人
)

救
急

小
隊

(
９

人
)

救
助

小
隊

(
1
5
人

)
消

火
小

隊
(
1
5
人

)
統

合
機

動
部

隊
指

揮
隊

(
５

人
)

　
　

　
　

小
隊

名
応

援
先

横
浜

市
消

防
局

機
動

支
援

隊
（

支
援

車
Ⅰ

型
）

機
動

資
機

材
搬

送
隊

横
浜

市
消

防
局

総
合

指
揮

隊
横

浜
市

民
防

災
セ

ン
タ

ー
横

浜
市

消
防

局
通

信
支

援
隊

21
1169



消
火

中
隊

大 容 量 送 水

ポ ン プ 車

大 型 放 水 砲 搭 載

ホ ー ス 延 長 車

大 型 化 学 車

大 型 高 所 放 水 車

泡 原 液 搬 送 車

化 学 消 防

ポ ン プ 自 動 車

遠 距 離 送 水 用

ポ ン プ 車

ホ ー ス 延 長 車

は し ご 車

屈 折 は し ご 車

横
浜

市
消

防
局

〇
〇

〇
※

※
※

〇
※

※
※

※
　

　
出

動
す

る
小

隊
は

、
調

整
後

に
決

定
す

る
。

資
料

６
 

神
奈

川
県

エ
ネ

ル
ギ

ー
・

産
業

基
盤

災
害

即
応

部
隊

の
編

成

消
防

本
部

名

エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 基 盤

災 害 即 応 部 隊 指 揮 隊

特
殊

災
害

中
隊

特
殊

装
備

中
隊

通 信 支 援 小 隊

後 方 支 援 小 隊

水 上 小 隊

22
1170



特 殊 災 害 対 応 自 動 車

救 助 工 作 車

大 型 除 染 シ ス テ ム

搭 載 車

資 機 材 搬 送 車

水 槽 付 き 消 防 ポ ン プ

自 動 車

支 援 車 等

燃 料 補 給 車

資 機 材 搬 送 車

人 員 搬 送 車

横
浜

市
消

防
局

1
1

1
1

1
※

※
※

川
崎

市
消

防
局

1
1

1
1

1
2

1

相
模

原
市

消
防

局
1

1
1

1
2

1

神
奈

川
県

Ｎ
Ｂ

Ｃ
災

害
即

応
部

隊
の

編
成

消
防

本
部

名

Ｎ Ｂ Ｃ 災 害 即 応 部 隊 指 揮 隊

検
知

・
救

助
隊

後
方

支
援

中
隊

(
後

方
支

援
小

隊
)

そ
の

他
必

要
な

車
両

除
染

隊

資
料
７

23
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（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）
（
隊
）
（
人
）

（
隊

）
（
人

）

横
浜

市
消

防
局

1
5

1
5

1
7

1
2

2
4

1
2

7
2
5

川
崎

市
消

防
局

1
5

1
2

1
2

1
2

4
1
1

相
模

原
市

消
防

局
1

6
1

3
1

2
3

1
1

横
須

賀
市

消
防

局
1

5
1

2
1

2
3

9

平
塚

市
消

防
本

部
1

5
1

3
2

8

藤
沢

市
消

防
局

1
5

1
3

1
3

1
2

4
1
3

厚
木

市
消

防
本

部
1

3
1

2
2

5

合
計

1
5

1
5

5
2
6

2
5

1
2

1
3

3
1
3

1
2

3
7

5
1
0

1
2

1
2

2
5

8
2

資
料

８

※
１
　
部

隊
長

は
、
災

害
状

況
等

に
よ
り
編

成
し
出

動
す
る
も
の

と
す
る
。

※
２
　
集

結
場

所
は

、
原

則
と
し
て
資

料
９
の

集
結

場
所

か
ら
代

表
消

防
機

関
が

指
定

す
る
。

隊 数
人 員

神
奈

川
県

土
砂

・
風

水
害

機
動

支
援

部
隊

の
編

成

通
信

通
信
支
援

小
隊

消
防

本
部

等
名

土
砂

・
風

水
害

機
動

支
援

部
隊

指
揮

隊

救
助
小
隊

特
殊
装
備

小
隊

後
方
支
援

小
隊

土
砂

・
風

水
害

機
動

支
援

部
隊

重
機

及
び

重
機

搬
送

車
資

機
材

搬
送

車
（
ゴ
ム
ボ
ー
ト
）

拠
点

機
能

形
成

車
支

援
車

Ⅰ
型

指
揮

特
殊

装
備

人
員

輸
送

車

隊 数
人 員

隊 数
人 員

隊 数
人 員

隊 数

津
波

・
大

規
模

風
水

害
対

策
車

（
バ

ギ
ー
）

救
助

工
作

車

隊 数
人 員

隊 数
人 員

燃
料

補
給

車
資

機
材

搬
送

車

隊 数
人 員

人 員
隊 数

人 員
隊 数

人 員後
方

支
援

後
方
支
援
小
隊

支
援

車

隊 数
人 員

隊 数
人 員

隊 数
人 員

24
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 別

表
Ａ
－

１
 

震
度

６
弱

（
政

令
市
等

に
つ

い
て

は
震

度
５

強
）
以

上
の

地
震

等
が

発
生

し
た
場

合
の

出
動

準
備

及
び

迅
速
出

動
 

 
下

表
の
区

分
に
応

じ
、
災

害
発
生

都
道

府
県

に
対

応
す
る

隊
が
、
出

動
準

備
（

第
５

条
関

係
）
及

び
迅

速
出
動
（
第

31
条

関
係

）
の
措

置
を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。
な
お

、
基

本
計
画

第
４
章

４
に
基

づ
き

定
め

ら
れ
た

ア
ク
シ

ョ
ン
プ

ラ
ン

を
適

用
す

る

場
合

は
、
本

別
表
を

適
用
せ

ず
、
当

該
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ
ン

に
基
づ

き
措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す
る

。
 

区
 

分
 

指
揮

支
援

部
隊
 

統
合

機
動

部
隊

及
び

県
大
隊

 
航

空
小
隊
 

統
括

指
揮
支

援
隊
 

指
揮

支
援
隊
 

第
１

次
出

動
 

出
動

準
備
 

第
１

次
出

動
 

出
動

準
備

 
統

合
機

動
部

隊
 

県
大

隊
 

統
合

機
動

部
隊

 
県

大
隊

 

★
３
 

★
４
 

★
１
 

★
２
 

★
５
 

 
 

 
 

 
Ⅰ
 

 最
大

震
度

７
の

地
震

の
震

央
管

轄

都
道

府
県
※

１
に
対

す
る
措

置
 

震
央

が
海

域
 

出
動

準
備

 
出

動
準
備
 

出
動

準
備
 

出
動

準
備

 

震
央

が
陸

域
 

迅
速

出
動
 

(
出
動
準
備
を
含
む
。
) 

迅
速

出
動

 

(
出

動
準

備
を

含
む
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隊
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震
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６
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６
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※
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 最
大

震
度

６
弱

(
東

京
都

特
別

区
は

５
強

、
政

令
市

は
５

強
又

は
６

弱
)

の
地

震
の

震
央

管
轄

都
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府
県

※
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す
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央
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出
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動
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震
央
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域
 

出
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準
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長
官

の
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請
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基
づ

き
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要
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※
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び
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請
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づ
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請
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づ

き
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速
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２
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大
津

波
警

報
が

発

表
さ

れ
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都
道

府

県
に

対
す

る
措

置
 

出
動

準
備

 
 

出
動

準
備
 

 
 

 
出

動
準

備
 

 

Ⅳ
 

噴
火

警
報

（
居

住

区
域

）
が

発
表

さ

れ
た

都
道

府
県

に

対
す

る
措

置
 

出
動

準
備

 
 

 
 

 
 

出
動
準
備
 

（
統

括
指

揮
支

援
隊

輸
送

航
空

小
隊

及
び

情
報

収
集

航
空

小
隊

に
限

る
。

）
 

 

※
１

 
地

震
の

震
央

が
海

域
の

場
合
は

、
「

震
央

管
轄

都
道

府
県
」

を
「

最
大

震
度

都
道

府
県
」

に
読

み
替

え
る

。
 

※
２

 
災

害
の

状
況

を
踏

ま
え

、
出
動

準
備

を
し

て
い

る
隊

の
中
か

ら
必

要
な

隊
を

出
動

さ
せ
る

。
 

※
 

★
に

あ
っ

て
は
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ペ
ー
ジ

《
対
象

地
域

》
を

参
照

（
要

請
要
綱

よ
り

抜
粋

）
 

【
資

料
９

－
１

】
 

神
奈

川
県

大
隊

等
の

出
動

対
象

都
道
府

県
等

一
覧

【
別

表
Ａ

－
１
】
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表
Ａ
－
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複
数

の
都

道
府

県
に
お

い
て

震
度

６
弱

（
政

令
市
等

に
つ

い
て

は
震

度
５

強
）
以

上
の

地
震

等
が

発
生

し
た
場

合
の

出
動

準
備

及
び

迅
速
出

動
 

 
下

表
の
区

分
に
応

じ
、
災

害
発
生

都
道

府
県

に
対

応
す
る

隊
が
、
出

動
準

備
（

第
５

条
関

係
）
及

び
迅

速
出
動
（
第

31
条

関
係

）
の
措

置
を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。
な
お

、
基

本
計
画

第
４
章

４
に
基

づ
き

定
め

ら
れ
た

ア
ク
シ

ョ
ン
プ

ラ
ン

を
適

用
す

る

場
合

は
、
本

別
表
を

適
用
せ

ず
、
当

該
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ
ン

に
基
づ

き
措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す
る

。
 

区
 

分
 

指
揮

支
援

部
隊
 

統
合

機
動

部
隊

及
び

県
大
隊

 
航

空
小
隊
 

統
括

指
揮
支

援
隊
 

指
揮

支
援
隊
 

第
１

次
出

動
 

出
動

準
備
 

第
１

次
出

動
 

出
動

準
備

 
統

合
機

動
部

隊
 

県
大

隊
 

統
合

機
動

部
隊

 
県

大
隊

 

★
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５
 

 
 

 
 

 
Ⅰ
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※
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※
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２
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踏
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。
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神奈川県大隊等の出動対象都道府県等一覧 
《対象地域》 

 ★１：【基本計画第２】第 1 次出動の対象となる都県 
  東京都・千葉県・静岡県・山梨県 

 ★２：【基本計画第３】出動準備となる道県 
  北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・ 

  新潟県・富山県・長野県・岐阜県・愛知県 

 ★３：【要請要綱別表 B】 

  神奈川県・静岡県 

 ★４：【要請要綱別表 B】 

  山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・ 

  長野県・静岡県 

 ★５：【要請要綱別表 C】 

  茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県・静岡県 

   【要請要綱別表 D】 

  北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・福井県・長野県・岐阜 

  県・愛知県・三重県 

 
《県大隊の集結場所》 

対象ブロック 集結場所（所在地） 主要道路 管轄消防本部 

第一ブロック 

横浜市消防訓練センター 
（横浜市戸塚区深谷町） 

首都高速道路 
東名高速道路 横浜市消防局 

代替集結場所 
神奈川県消防学校（厚木市下津古久） 東名高速道路 厚木市消防本部 

第二ブロック 川崎市消防訓練センター 
（川崎市宮前区犬蔵） 東名高速道路 川崎市消防局 

第三ブロック 神奈川県消防学校 
（厚木市下津古久） 

東名高速道路 
新東名高速道路 厚木市消防本部 

 
《アクションプランに対する措置》 

出場計画 

・出動対象災害 

＜南海トラフ地震＞ 
１ 発生した地震の震央地名が、南海トラフ地震の想定震源断層域と重なる地名のいずれかに該当し、
かつ次のいずれかの条件を満たす場合に適用する。 
（１）発生した地震により中部地方、近畿地方及び四国・九州地方の３地域のいずれにおいても、震度
６強以上が観測された場合又は大津波警報が発表された場合 
（２）発生した地震がマグニチュード 8.0 以上の場合（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発
表される可能性がある場合） 
２ 上記１の条件を満たす地震が発生した場合のほか、本アクションプランに基づき緊急消防援助隊を
運用することにより、迅速かつ的確な対応が可能であると消防庁長官が判断した場合 

応援編成計画 被害確認後応援 

応援都道府県 静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県 
（応援先は長官が指示する。） 

集結場所 上記《県大隊の集結場所》参照 

管轄消防本部 上記《県大隊の集結場所》参照 

広域進出拠点 東名高速道路 足柄ＳＡ下り 

進出拠点 消防庁と調整本部が調整後に決定 

【資料９－３】 
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こ
の
表
は
、
標

準
的

な
神

奈
川

県
大

隊
（

風
水

害
）

の
編

成
及

び
携

行
資

機
材

の
割

当
て

で
あ

り
、

要
請

内
容

や
被

災
地
の
状
況
等
に
応
じ
て
出
動
車
両
及
び
携
行
資
機
材
を
変
更
・
調
整
す
る
。

携
行
資
機
材
に

つ
い

て
は

、
応

援
出

動
に

持
参

可
能

な
資

機
材

数
を

記
載

す
る

。

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

隊
数

人
数

横
浜

横
浜

市
消

防
局

1
5

1
4

1
0

5
0

3
1
5

(
3
)

(
1
5
)

3
9

6
1
9

(
1
)

(
7
)

(
3
)

(
6
)

(
1
)

(
2
)

(
1
)

(
4
)

2
6

2
6

1
0
8

1
3

1
3

1
3

1
1

1
1

1
3

1
3

3
9

1
8

1
3

1
3

2
6

藤
沢

市
消

防
局

2
1
0

1
5

(
1
)

(
3
)

(
1
)

(
2
)

1
3

1
3

(
1
)

(
3
)

5
2
1

3
5

1
1

4
4

1
9

2
8

1

平
塚

市
消

防
本

部
1

5
(
1
)

(
5
)

1
3

(
1
)

(
3
)

2
8

1
1

5
3

4

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

2
1
0

1
3

1
2

(
1
)

(
2
)

4
1
5

1
1

5
5

2
5

5

大
磯

町
消

防
本

部
1

4
1

1
(
1
)

(
1
)

2
5

2
2

1
1

3
5

1
2

2

二
宮

町
消

防
本

部
1

4
1

1
5

1
1

1
1

5
1

0
0

0
0

6
2
8

2
1
0

(
1
)

(
3
)

(
1
)

(
5
)

(
1
)

(
2
)

2
6

4
1
0

(
2
)

(
6
)

(
2
)

(
3
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

0
0

0
0

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

1
4

5
4

7
9

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

1
1

6
6

3
7

1
3

5
1
9

9
0

1
5

1
4

1
6

7
8

5
2
5

(
4
)

(
1
8
)

(
1
)

(
5
)

(
1
)

(
2
)

5
1
5

1
0

2
9

(
3
)

(
1
3
)

(
5
)

(
9
)

(
1
)

(
2
)

(
1
)

(
4
)

(
)

(
)

2
6

0
0

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

4
0

1
6
2

2
0

2
2

0
0

0
1

1
1
3

1
1

0
0

2
2

1
9

1
9

7
6

3
1

5
3
2

2
2

2
6

川
崎

川
崎

市
消

防
局

1
4

3
1
2

2
1
0

(
2
)

(
1
0
)

1
3

2
7

(
1
)

(
5
)

(
1
)

(
2
)

9
3
6

2
2

1
0

1
1

5
5

1
2

9
2

2
0

8
1
0

9

横
須

賀
市

消
防

局
3

1
2

1
5

(
1
)

(
5
)

1
3

2
4

(
1
)

(
2
)

(
1
)

(
2
)

7
2
4

4
6

1
4

1
1

5
5

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
0

鎌
倉

市
消

防
本

部
1

5
1

3
1

2
3

1
0

1
1

1
2

2
2

3

逗
子

市
消

防
本

部
1

5
1

2
2

7
1
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救 命 胴 衣 、 胴 長 靴 、 ゴ ム 手 袋 等 の 個 人 装 備 は 、 各 消 防 本 部 で 持 参

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

資
料

1
0
-
1

神
奈

川
県

大
隊

の
標

準
的

な
隊

編
成

【
土

砂
・

風
水

害
】

内
訳

内
訳

水
害
用
資
機
材
　
※
1

土
砂
災
害
用
資
機
材

合 　 計
個 人 装 備

救 命 胴 衣 （ 要 救 助 者 用 ）

投 光 器 （ 現 場 活 動 用 ）

水
害
・
土
砂
災
害
資
機
材
共
通

後 方 支 援 小 隊

大
 
隊

 
合

 
計

湘
南

地
区

小
計

三
浦

１ ブ ロ ッ ク ２ ブ ロ ッ ク

地
区

小
計

県
央

地
区

小
計

県
西

地
区

小
計

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

救 助 小 隊

救 助 工 作 車

津 波 ・ 大 規 模 風 水 害 対 策 車

支 援 車 Ⅱ 型

資 機 材 搬 送 車

救 急 小 隊

潜 水 器 具 一 式

流 水 救 助 器 具 一 式

バ ー ル

ゾ ン デ 棒

チ ェ ー ン ソ ー

エ ン ジ ン カ ッ タ ー

ス コ ッ プ

救 助 用 支 柱 器 具 等 　 一 式

消 火 小 隊

の こ ぎ り

コ ン パ ネ

内
訳

通 信 支 援 小 隊

特 殊 装 備 小 隊

高 度 救 助 用 器 具 　 一 式

支 援 車 Ⅰ 型

拠 点 機 能 形 成 車

支 援 車 Ⅱ 型

資 機 材 搬 送 車

支 援 車 Ⅲ 型

人 員 輸 送 車

支 援 車 Ⅳ 型

機 動 連 絡 車

燃 料 補 給 車

て み

（ 震 災 対 応 特 殊 車 両 小 隊 ）

震 災 工 作 車

（ 震 災 対 応 特 殊 車 両 小 隊 ）

重 機 及 び 重 機 搬 送 車

令
和

５
年

４
月

１
日

現
在

救 命 胴 衣 の 予 備 が あ れ ば 要 救 助 者 用 に 持 参

ボ
ー
ト
等 ゴ ム ボ ー ト （ 手 漕 ぎ ）

※
１

　
活

動
が

土
砂

災
害

に
限

定
さ

れ
る

場
合

、
水

害
用

資
機

材
は

、
持

参
し

な
い

。

※
２

　
画

像
探

索
器

、
地

中
音

響
探

知
機

、
電

磁
波

探
査

装
置

、
二

酸
化

炭
素

探
査

装
置

等

消
防

本
部

名

（ そ の 他 の 特 殊 装 備 小 隊 ）

中 型 水 陸 両 用 車 及 び 搬 送 車

高 機 能 救 命 ボ ー ト

発 電 機 （ 現 場 活 動 用 ）

ゴ ム ボ ー ト （ 船 外 機 有 ）

３ ブ ロ ッ ク

(兼 )県 大 隊 　 指 揮 隊

統 合 機 動 部 隊 　 指 揮 隊

県 大 隊 　 指 揮 隊

※
２
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
34

0
0

0
0

0
0

1
0

4
8

3
1
6

0
0

0
0

0
0

7
2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
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1
5

3
1
2

0
0

5
9

2
7
9

1
5

7
7

1
2

5
9

0
0

1
2

4
4

1
2
9

3
0

8
1

8
3
3

1
5

2
9

4
8

1
4

1
2

2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5
4

5
8
9

特
別

編
成

陸
上

隊
　

小
計

特 別 編 成 陸 上 隊

１ ブ ロ ッ ク

湘
南

合
計

２ ブ ロ ッ ク
合

計

３ ブ ロ ッ ク

県
央

合
計

大
隊

合
計

（
地

震
災

害
）

湘
南

三
浦

県
西

３ ブ ロ ッ ク

地
区

小
計

地
区

小
計

県
央

地
区

小
計

地
区

小
計

１ ブ ロ ッ ク ２ ブ ロ ッ ク

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

ブ
ロ

ッ
ク

合
計

資
料

1
0
－

２

神
奈

川
県

大
隊

の
標

準
的

な
隊

編
成

【
地

震
・

国
家

的
な

非
常

災
害

】
令

和
５

年
４

月
1
日

現
在

内
訳

(兼 )県 大 隊 　 指 揮 隊

統 合 機 動 部 隊 　 指 揮 隊

県 大 隊 　 指 揮 隊

　 　 　 災 害 即 応 部 隊 　 指 揮 隊

エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 基 盤

・
　

国
家

的
な

非
常

災
害

以
外

の
災

害
に

お
い

て
は

、
統

合
機

動
部

隊
、

神
奈

川
県

大
隊

が
出

動
す

る
も

の
と

す
る

。

・
　

要
請

内
容

や
被

災
地

の
状

況
等

に
応

じ
て

、
こ

の
表

に
載

せ
て

い
な

い
車

両
・

小
隊

（
特

殊
装

備
小

隊
等

）
を

追
加

で
出

動
（

又
は

乗
換

え
て

出
動

）
さ

せ
る

な
ど

、
出

動
車

両
を

柔
軟

に
変

更
・

調
整

す
る

。

・
　

特
別

編
成

陸
上

隊
は

、
国

家
的

な
非

常
災

害
に

お
い

て
特

別
に

編
成

を
行

い
、

出
動

す
る

も
の

と
す

る
。

消 火 小 隊

支 援 車 Ⅳ 型

機 動 連 絡 車

救 助 小 隊

救 助 工 作 車

津 波 ・ 大 規 模 風 水 害 対 策 車

内
訳

救 急 小 隊
消

防
本

部
名

支 援 車 Ⅲ 型

人 員 輸 送 車

後 方 支 援 小 隊

支 援 車 Ⅰ 型

拠 点 機 能 形 成 車

支 援 車 Ⅱ 型

資 機 材 搬 送 車

支 援 車 Ⅱ 型

資 機 材 搬 送 車

内
訳

大
隊

合
計

（
国

家
的

な
非

常
災

害
）

通 信 支 援 小 隊

特 殊 災 害 小 隊

（ そ の 他 の 特 殊 装 備 小 隊 ）

中 型 水 陸 両 用 車 及 び 搬 送 車

合 　 計

内
訳

特 殊 装 備 小 隊

（ 震 災 対 応 特 殊 車 両 小 隊 ）

震 災 工 作 車

（ 震 災 対 応 特 殊 車 両 小 隊 ）

重 機 及 び 重 機 搬 送 車

(大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小

隊 )

大 型 化 学 車

(大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小

隊 )

大 型 高 所 放 水 車

(大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小

隊 )

泡 原 液 搬 送 車

(大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小

隊 )

大 型 放 水 砲 搭 載 ホ ー ス 延 長 車

(大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小

隊 )

大 容 量 送 水 ポ ン プ 車

燃 料 補 給 車
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対象範囲 使用無線チャンネル等 備考

各隊間 主運用波６（県内共通波）
　無線統制は、神奈川県大隊長が
行う。

神奈川県大隊本部
↕

調整本部
指揮支援本部

各都道府県大隊本部

統制波１（全国共通波）
（指揮支援部隊長）

　無線統制は、指揮支援部隊長の
指示により行う。

資料11

※　出動時における無線通信運用体制は、運用要綱第32条に基づき行うとともに、次に掲げ
  る事項を考慮するものとする。
　　ただし、使用無線系統は被災地消防本部の指示に従うものとする。
１　全国共通波統制局は、調整本部におくものとする。
２　県内共通波統制局は、都道府県大隊本部におくものとする。
３　県内共通波の使用は、原則として都道府県大隊長と各隊長間とするが、無線運用上必要
　がある場合は、各隊間で使用することができるものとする。
４　都道府県大隊内の無線機の貸し借りにより、各隊内の無線連絡は同一の周波数で行うよ
　う努めるものとする。
５　中継送水体系をとるときは、原則として同一周波数の無線をそのラインごとに確保するも
　のとするが、それによりがたいときでも、少なくとも、筒先担当と水源担当は同一周波数の
　無線とするものとする。
６　通信は必要最小限にとどめるものとする。

神奈川県大隊無線通信運用体制
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資料12
令和３年４月１日現在

NO.１

区分 品　目 数 量 摘　要 区分 品　目 数 量 摘　要

アルパインエア 1,320 野外作業ラジオ 30

アルファ米 1,600 雨具 210

災害備蓄パン 792 ヘルメット 120

レトルトカレー 300 防塵メガネ 1,900

行動食 300 防塵マスク 2,970

耐熱手袋 610

組立式煮炊レンジ 22 軍手 1,680

LPガスコンロ 8 ｾｯﾄ　　　　　 水筒 260

可搬式濾水機 1 防水型懐中電灯 77

ポリタンク 621 ヘッドランプ 54

防災服 2,144 上下一式 拡声器 0

防寒着 70 災害組織用救急箱 45

冬用作業服 200
上下、シャツ
各100 スコップ 659

カーペット 1,510 缶バケツ 480

毛布 2,484 ツルハシ 218

ロールマット 3,492 バール 115

寝袋 182 片刃のこぎり 159

簡易べッド 101 ハンマー 90

簡易型組立トイレ 246 防水シート 2,700

洋式便座 3 自転車 19

トイレットペーパー 912 ロール数 組立式リヤカー 19

組立式風呂 3 一輪車 11

暖房器貝 4 脚立 2

車イス 21 ゴムボート 2

発電機 30 FRPボート 2

防音型発電機 4 救命胴衣 51

発電機付投光器 9 毒ガス収納筒 1

投光器一式 101 救助用ロープ 0

コードリール 107 化学防護服 2

災害用天幕 112 高圧洗浄機 5

大型テント 9 資材搬送車 2

エアーテント 9 水のう 3

ドームテント 18 混合機 4

トランシーバー 70 消火薬剤 600

  　神奈川県総合防災センター防災備蓄資機材リスト

林
野
火
災

用
資
機
材

応
急
活
動
支
援
用
資
機
材

寝
具
・
生
活
用
具
類

調
理
器
具
類

食
糧

応
 

急
 

活
 

動
 

支
 

援
 

用
 

資
 

機
 

材
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NO.2

区分 品　目 数 量 摘　要 区分 品　目 数 量 摘　要

背負い式消火水のう 75 熱源探知赤外線カメラ 10

組立水槽 6 ファイバースコープ 10

可搬式ポンプ 4 水陸カメラ 3

草刈り機 9 地中音響探知機 10

油圧カッター 8 担架 24

スプレッダー 6 ベッド兼用担架 21

携帯式油圧救助器具 2 台車付担架 8

携帯カッター 17 バックボード 4 ｽﾄﾗｯﾌﾟ付

エントリーツール 10 ヘッドイモビライザー 4

チェンソー 19
空間線量用ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ
(NaI シンチレーション） 7

エシジンカッター 39
空間線量用サーベイメーター
(電離箱式) 6

ガス溶断機 13
表面汚染測定用サーベイメー
ター（シンチレーション式α） 28

削岩機 6
表面汚染測定用サーベイメー
ター(GＭ管式β線用) 28

衝撃式万能ハンマー 11 中性子線用サーベイメーター 3

万能斧 103 大(13)小(90) カメラ保管用防水ケース 7

とび口 90
個人線量計
（トレンド機能付γ線） 59

ワイヤーカッター 94 防護服(タイケムC) 23

可搬式ウィンチ 11 放射線防護服 15

空気ジャッキ 1 全身化学防護服 10

　（同フットポンプ） (0) 除染洗面台 2

ガレージジャッキ 6 放射線測定実習セット 2

エックスジャッキ 45 除染剤セット 2

手動ジャッキ 84 放射能汚染防止シート 0

携帯型車移動機 12 警戒区域表示板 0

油圧式救助器具 1 防毒マスク直結式小型 10

爪付油圧ジャッキ 0 呼吸器用CS面体 10

ガス検知器 22 化学防護手袋 10

検電器 5 化学防護長靴 10

鉄筋探査器 11 防汚シャワーテント 1

空気呼吸器 27

同上ボンベ 13

検
索
用
器
具
類

林
野
火
災
用

資
機
材

切
断
・
破
壊
用
具
類

自動体外式除細動器 2

搬
送
用
器
具
類

原
子
力
防
災
等
資
機
材

重
量
物
排
除
器
具
類

計
測

　
機
器
類

呼
吸

 
器
類

救
命

機
器
類
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資
料

1
3

か ぎ 付 き は し ご

連 は し ご

金 属 製 折 り た た み は し ご 又 は ワ イ ヤ は し ご

空 気 式 救 助 マ ッ ト

救 命 索 発 射 銃

サ バ イ バ ー ス リ ン グ 又 は 救 助 用 縛 帯

担 架
油 圧 ジ ャ ッ キ

油 圧 ス プ レ ッ ダ ー

可 搬 ウ イ ン チ

ワ イ ヤ ー ロ ー プ

マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ

大 型 油 圧 ス プ レ ッ ダ ー

救 助 用 支 柱 器 具

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク

油 圧 切 断 機

エ ン ジ ン カ ッ タ ー

ガ ス 溶 断 器

チ ェ ー ン ソ ー

電 気 鋸

空 気 鋸

大 型 油 圧 切 断 機

空 気 切 断 機

コ ン ク リ ー ト ・ 鉄 筋 切 断 用 チ ェ ー ン ソ ー

携 帯 型 コ ン ク リ ー ト 破 壊 器 具

削 岩 機

ハ ン マ ド リ ル

空 気 呼 吸 器

酸 素 呼 吸 器

送 排 風 機

潜 水 器 具 一 式

流 水 救 助 器 具 一 式

水 中 投 光 器

救 命 浮 環

救 命 ボ ー ト

船 外 機

水 中 ス ク ー タ ー

胴 付 長 靴

プ ロ ペ ラ ガ ー ド

登 山 器 具 一 式

バ ス ケ ッ ト 担 架

墜 落 制 止 用 器 具

耐 電 用 保 護 器 具

防 毒 マ ス ク

化 学 防 護 服 （ 陽 圧 式 化 学 防 護 服 を 除 く ）

陽 圧 式 化 学 防 護 服

耐 熱 服

放 射 線 防 護 服

感 染 防 止 衣 ( 繰 返 し 使 用 不 可 能 な も の を 除 く ）

生 物 剤 検 知 器

化 学 剤 検 知 器

可 燃 性 ガ ス 測 定 器

有 毒 ガ ス 測 定 器

酸 素 濃 度 測 定 器

複 合 型 ガ ス 測 定 器

放 射 線 測 定 器

個 人 用 線 量 計

除 染 シ ャ ワ ー

除 染 等 剤 散 布 器

画 像 探 索 機

地 中 音 響 探 知 機

熱 画 像 直 視 装 置

夜 間 用 暗 視 装 置

地 震 警 報 器

電 磁 波 探 査 装 置

二 酸 化 炭 素 探 査 装 置

検 知 型 遠 隔 探 査 装 置

投 光 器 一 式

発 動 発 電 機

車 両 移 動 器 具

無 人 航 空 機 一 式

化 学 消 火 薬 剤 （ 資 料 　 参 照 ）

搬 送 用 ア イ ソ レ ー タ ー 装 置

エ ア ー テ ン ト

横
浜

市
消

防
局

4
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4
2

7
7

7
7

7
7

7
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2

4
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7
1
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2
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7
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1
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4
0
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1

7
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1
0
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0
4
3

4
3

4
6

1
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5
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1
1

4
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4
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1
1
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崎
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5
1

1
1

1
5

1
2

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
1
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2

2
2

2
1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

相
模

原
市

消
防

局
1
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1

1
1
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1

4
1
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6

1
1

1
1

4
3

2
1

1
1

1
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1
3

1
5

1
4

1
8

2
2
9

3
5

6
1
5

4
4

8
2
1

8
1
0

1
2

4
8

3
1

1
2

1
1

1
1

4
5

横
須

賀
市

消
防

局
1
0

1
0

6
1

3
1
6

3
6

3
4

8
4

3
2

3
3

1
5

1
1
5

5
4

3
2

4
2

4
5
5

5
4

1
6

8
1
3

1
3

3
3

1
9

2
3

2
9

9
1
1

4
5

4
7

3
8

1
1

1
1
1

1
2

3
5

1
3

4
1
0

2
1

9
1
8

平
塚

市
消

防
本

部
2

2
2

2
2

2
2

2
8

4
4

1
1

1
1

5
2

1
1

鎌
倉

市
消

防
本

部
1

1
1

1
1

3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5

5
1

1
5

1
3

5
5

5
1

1
2

5
1

1
1

1
1

1

藤
沢

市
消

防
局

4
4

1
1

4
3

3
4

1
1

1
5

5
2

1
1

3
1

1
1
8

1
5

5
1

1
1
4

2
2
5

6
5

1
9

3
4

2
0

6
0

2
1

1
2

1
1

4
6

小
田

原
市

消
防

本
部

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5

2
1

5
5

5
1

1
2

2
2

2
2

1
1

1
1

2
2

1

茅
ヶ
崎

市
消

防
本

部
1

1
4

6
3

1
0

1
1

逗
子

市
消

防
本

部
2

1
1

秦
野

市
消

防
本

部
1

1
2

1
1

1
1

2
3

1
1

1
1

5
2

5
1

5
2

5
5

3
1

1
5

1
1

2
2

厚
木

市
消

防
本

部
1

3
1

1
1

8
1

1
3

1
3

1
1

1
1

3
1

3
1

1
1

1
1
3

2
1

1
1
9

2
1
0

1
0

1
1

5
1

1
1

1
1

3
4

大
和

市
消

防
本

部
1

1
4

4
4

4
4

1
0

4
1
0

3
8

1
1

1

伊
勢

原
市

消
防

本
部

1
1

1
1

1
4

4
1

1
1

海
老

名
市

消
防

本
部

1
1

5
2

8
1

1
1

座
間

市
消

防
本

部
1

1
1

1
4

1
1

1

綾
瀬

市
消

防
本

部
1

1
1

4
1

1

葉
山

町
消

防
本

部
4

大
磯

町
消

防
本

部
1

1
1

1
4

4
2

1

二
宮

町
消

防
本

部
1

1
2

1
1

4
2

5
1

1

箱
根

町
消

防
本

部
1

1
4

4

湯
河

原
町

消
防

本
部

1
4

愛
川

町
消

防
本

部
1

1
3

1
1

7
2
8
0

2
0

1
4

1
7

6
0

1
7

2
6

1
7

5
7

6
7

5
5

1
8

8
6

1
6

8
5

4
8
7

1
7

1
8

1
1

5
2
4

5
1

2
1

3
3
6
3
1

1
9

3
6

3
3

2
5

6
7

4
9

7
1

2
8
1

3
1

2
2

3
2
0
5
2

1
3
6
3
2
6
6
9

1
6

6
2

1
0
1
7

1
5

3
9

1
0

7
2

6
6

2
4
1
1
3

7
1
1

1
6

2
5

1
0

8
4

3
2

8
0

9
2

4
3

0
0

応 援 可 能 消 火 薬 剤 は 、 備 蓄 消 火 薬 剤 の 概 ね 　 % と す る 。

そ
の

他
の

器
具

神
奈

川
県

大
隊

各
部

隊
保

有
資

機
材

一
覧

表
（
後

方
支

援
中

隊
を
除

く
）

一
般

救
助

器
具

重
量

物
排

除
用

器
具

切
断

器
具

隊
員

保
護

用
器

具
破

壊
用

器
具

呼
吸

保
護

器
具

山
岳

検
知

・
測

定
用

器
具

除
染

高
度

救
助

用
器

具
水

難
器

具

一
覧

表
に

は
、

各
消

防
本

部
が

応
援

出
動

に
持

参
可

能
な

資
機

材
数

を
記

載
す

る
。

1
0

1
4

33
1181



資
料

１
４

３
％
型

６
％
型

第
１
種

第
２
種

第
３
種

第
４
種

横
浜

市
消

防
局

6
3
,8
0
0

9
,9
0
0

5
,0
0
0

4
,2
4
0

川
崎

市
消

防
局

6
7
,6
4
0

4
,7
2
0

2
8
,3
8
0

7
6
,6
1
0

2
,8
2
4

1
,2
6
3

7
,4
7
7

相
模

原
市

消
防

局
2
,4
0
0

5
,0
0
0

1
,7
3
0

※
タ
ン
パ

ク
3
％

で
対

応
（
2
,4
0
0
）

2
,0
0
0

横
須

賀
市

消
防

局
2
,3
8
0

4
,7
8
0

6
5
0

6
0
0

平
塚

市
消

防
本

部
2
,0
2
0

4
,8
4
0

鎌
倉

市
消

防
本

部
2
,9
6
0

3
,3
8
0

藤
沢

市
消

防
局

1
,2
7
0

1
,0
6
0

5
6
3

1
,3
8
7

小
田

原
市

消
防

本
部

6
0
0

5
,0
0
0

5
0
0

茅
ヶ
崎

市
消

防
本
部

6
9
0

3
,6
2
0

6
0

1
9
0

3
,0
2
2

逗
子

市
消

防
本

部
1
,2
2
0

6
6
0

9
0

1
,3
5
0

秦
野

市
消

防
本

部
1
,5
0
0

5
0

厚
木

市
消

防
本

部
3
8
0

1
,9
4
0

4
0
0

3
0
8

4
6
7

大
和

市
消

防
本

部
4
0

1
,5
2
0

1
,1
4
0

2
0
0

伊
勢

原
市

消
防

本
部

2
0
0

2
,1
0
0

1
5

3
6
2

海
老

名
市

消
防

本
部

2
,1
2
0

1
9
0

1
7
3

座
間

市
消

防
本

部
3
6
0

1
,6
6
0

1
8
0

9
5

9
4
5

綾
瀬

市
消

防
本

部
2
0

1
,1
8
0

葉
山

町
消

防
本

部
1
0
0

大
磯

町
消

防
本

部
1
,0
0
0

4
2
0

2
4
8

2
0

二
宮

町
消

防
本

部
1
8
0

3
0

箱
根

町
消

防
本

部
8
0
0

1
0
0

湯
河

原
町

消
防

本
部

2
0
0

愛
川

町
消

防
本

部
2
8
0

計
1
3
6
,8
6
0

0
2
9
,5
6
0

6
4
,0
3
0

8
2
,2
9
0

0
0

0
0

7
,8
2
4

3
,6
9
2

2
2
,5
4
3

※
神

奈
川

県
の

応
援

可
能

消
火

薬
剤

は
、
備

蓄
消

火
薬

剤
の

概
ね

１
０
％

と
す
る
。

吸
着

マ
ッ
ト

（
枚

）

備
蓄

消
火

薬
剤

等
一

覧
表

た
ん
白
系
（
リ
ッ
ト
ル
）

合
成
界
面
活

性
剤
（
リ
ッ
ト

ル
）

水
成
膜
泡
消

火
薬
剤
（
リ
ッ

ト
ル
）

水
溶
性
液
体
用

泡
消
火
薬
剤
（
耐

ア
ル
コ
ー
ル
用
）

（
リ
ッ
ト
ル
）

粉
末
（
ｋ
ｇ
）

化
学

消
火

薬
剤

種
類

流
出

油
処

理
剤

液
状

（
リ
ッ
ト
ル

）
粉

末
（
ｋ
ｇ
）
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年 月 日 時 分

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

隊
　
数

人
　
員

神奈川県大隊の編成（出動可能隊数・出動隊数）
○○

応援先（都道府県名）
災害名

合　計

3
ブ
ロ

ッ
ク

相模原

ブロック計

小　計

湯河原

箱　根県
　
西

小田原

小　計

愛　川

綾　瀬

座　間

海老名

伊勢原

大　和

秦　野

県
　
央

厚　木

ブロック計

小　計

葉　山

逗　子

２
ブ
ロ

ッ
ク

川　崎

三
　
浦
　
半
　
島

横須賀

鎌　倉

小　計

ブロック計

大　磯

二　宮

茅ヶ崎

平　塚

(統合機動)

湘
　
南

藤　沢

遠
距
離
大
量

送
水
小
隊

消
防
活
動

二
輪
小
隊

震
災
対
応
特
殊

車
両
小
隊

別紙第１

指
揮
支
援
部
隊

指
揮
隊

消
火
小
隊

救
助
小
隊

救
急
小
隊

後
方
支
援
小
隊

通
信
支
援
小
隊

水
難
救
助
小
隊

そ
の
他

１
ブ
ロ

ッ
ク

横　浜

特殊災害小隊 特殊装備小隊

水
上
小
隊

計
毒
劇
物
等

対
応
小
隊

大
規
模
危
険
物

火
災
等
対
応
小
隊

密
閉
空
間
火
災
等

対
応
小
隊
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神奈川県大隊・各部隊指揮体制
別紙第２

各救急小隊

各後方支援小隊

各水上小隊

【受援側】 【応援側】

指揮者
(被災地市町村長等)

指揮支援隊長

各特殊災害小隊

各特殊装備小隊

各救助小隊

各消火小隊

各救助小隊

各救急小隊

１　都道府県大隊
（１）ブロック別による指揮体制

（２）任務別による指揮体制

【受援側】 【応援側】

指揮者
(被災地市町村長等)

指揮支援隊長

各小隊

各小隊

各小隊

後方支援中隊長
（横浜市消防局）

各地区中隊長 各小隊

第二ブロック中隊長
（川崎市消防局）

各地区中隊長

第三ブロック中隊長
（相模原市消防局）

各地区中隊長

神奈川県大隊指揮隊

神奈川県大隊長
(兼第一ブロック中隊長）

（横浜市消防局）

  (代行：川崎市消防局
         相模原市消防局)

神奈川県大隊指揮隊

神奈川県大隊長
（横浜市消防局）

【応援側】

各後方支援小隊
後方支援中隊長

（横浜市消防局）

（３）ＮＢＣテロ災害（ＮＢＣ運用計画によらず、都道府県大隊を編成し、出動する場合）

神奈川県大隊指揮隊

神奈川県大隊長
（横浜市消防局）

各特殊災害小隊

各消火小隊

特殊災害中隊長
（川崎市消防局）

特殊装備中隊長
（横須賀市消防局）

消火中隊長
（小田原市消防本部）

救助中隊長
（相模原市消防局）

救急中隊長
（藤沢市消防局）

特殊災害中隊長
（ＮＢＣ災害対応隊）

(川崎市消防局)

消火中隊長
（小田原市消防本部）

救助中隊長
（相模原市消防局）

救急中隊長
（藤沢市消防局）

後方支援中隊長
(除染システム等)
（横浜市消防局）

水上中隊長
（横浜市消防局）

【受援側】

指揮者
(被災地市町村長等)

指揮支援隊長

(第一ブロック)
各地区中隊長
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（３）土砂・風水害機動支援部隊

【受援側】 【応援側】

指揮者
(被災地市町村長等)

【受援側】 【応援側】

後方支援中隊長
（横浜市消防局）

後方支援小隊

指揮者
(被災地市町村長等)

指揮支援隊長

神奈川県土砂・風水害
機動支援部隊指揮隊

指揮隊長
横浜市消防局

（代行：川崎市消防局）

救助中隊長
（相模原市消防局）

救助小隊

特殊装備中隊長
（横須賀市消防局）

特殊装備小隊

指揮支援隊長

特殊災害小隊
（検知・救助隊）

特殊災害小隊
（除染隊）

後方支援小隊

特殊装備小隊

横浜市消防局
川崎市消防局

相模原市消防局
ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊

指揮隊長
横浜市消防局
川崎市消防局

相模原市消防局

指揮者
(被災地市町村長等)

指揮支援隊長

（２）ＮＢＣ災害即応部隊

神奈川県
エネルギー・産業基盤
災害即応部隊指揮隊

指揮隊長
（横浜市消防局）

特殊災害小隊

消火小隊

特殊装備小隊

通信支援小隊

後方支援小隊

水上小隊

特殊災害中隊長

消火中隊長

特殊装備中隊長

【受援側】 【応援側】

２　各部隊
（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊
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【別紙第３】

報告日時

消防本部名

指 揮 者

部 隊 数

連　絡　先 ：

階　級 年　令

隊長

機関員

隊員

隊員

隊員

備考欄

階　級 年　令

隊長

機関員

隊員

隊員

隊員

備考欄

担　当　者 ： 所属　　　　　　　氏名

隊
員
情
報

氏　　　　　　　名

無線呼称名

緊急消防援助隊出動部隊連絡表

車両登録番号

　年　　月　　日　　　時　　分

　　消防(局)本部

出動部隊名

階級　　　　　　氏名

集結場所到着予定時間 　　　時　　　　分

　　　　　隊　　　　　　　　名

出動部隊名 車両登録番号 無線呼称名

隊
員
情
報

氏　　　　　　　名
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消防本部名

階　級 年　令

隊長

機関員

隊員

隊員

隊員

備考欄

階　級 年　令

隊長

機関員

隊員

隊員

隊員

備考欄

緊急消防援助隊出動部隊連絡表用紙

　　消防(局)本部

出動部隊名 車両登録番号

隊
員
情
報

氏　　　　　　　名

無線呼称名

出動部隊名 車両登録番号 無線呼称名

その他連絡事項

隊
員
情
報

氏　　　　　　　名
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別紙第４

道路名

ＩＣから ＩＣまで

発行者　職氏名 印

※発行番号は災害毎の一連番号とする。

----------------------------------------------------------------

（注１：上記様式は、高速道路事業者等の共通様式であること。）
（注２：道路名称及び区間の表記は、努めて区間名を記入することとするが、料金所等
　　　　の名称が分からないときは、「○○道～□□道～△△道」でも可とする。

　この車両は、消防組織法第４４条に基づき緊急消防援助隊として出動
する車両及び同災害に出動する消防庁車両であることを証明する。

（入口） （出口）

災害名：

年　　月　　日

道路及び区間

乗車責任者の職、氏名

車両登録番号

公務従事車両証明書

発行番号

通行年月日 　　　年　　月　　日

10cm

14cm
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要請要綱別記様式２－１

年 月 日 時 分

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊※１

航空小隊※１

航空後方支援小隊※１

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

航空部隊

統合機動部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

土砂・風水害機動支援部隊
※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること

問い合わせ先

NTT回線電話

連絡事項

指揮支援部隊

NTT回線ＦＡＸ

・都道府県大隊　

対　象　※いずれかに● 出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

編成に係る連絡事項
【隊の指定情報】

・部隊　※出動準備を依頼する隊（●の付いた隊）

部隊名

災 害 名

依頼日時
(出動可能隊数報告、出動準備)

○○ 分

災　害　の　状　況
原子力施設・石油コンビナートの有無 原子力施設等 石油コンビナート等

動準備をお願いします。

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

災 害 発 生 場 所
都道
府県

市区
町村

消防庁広域応援室長

　 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行う可能性がありますので、貴都道府県内の
出動可能隊数を至急調査し、別記様式２－２にて30分以内に報告願います。
　 また、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行った場合、迅速に出動できるように出

別記様式２－１ （第５条関係）

出動可能隊数報告及び出動準備依頼
送信時間 ○○

都道府県消防防災主管部長
殿

消 防 長
送付先：
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要請要綱別記様式２－２

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

時

時 分

時

隊 人 隊 人

【出動体制、その他特殊な装備品の情報】

高機能救命ボート：　　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　　艇　、　水上オートバイ　　　台

合　　計

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

(参考)都道府県大隊-統合機動部隊

＜連絡責任者＞

担当課室 　 氏　名

重機：　台

その他の特殊装備小隊 中型水陸両用車：　台

特
殊
装
備
小
隊

震災対応特殊車両小隊

救急小隊

救助小隊 水陸両用バギー：　　台

通信支援小隊

後方支援小隊

消火小隊

指揮隊

※１　都道府県大隊長（又は統合機動部隊長）が属する消防本部から最も早く出動できる時間（出動した時間）を記入

※　（　）内には、統合機動部隊の出動可能隊数又は出動隊数を内数で記載すること

隊の種別 可能隊数 人数 出動隊数 人数 特殊車両内訳

最も早く出動できる時間※１ 可能隊数報告時に記入 分頃

出動時間※１ 出動隊数報告時に記入

（統合機動部隊）

（都道府県大隊） 分

出動隊数報告 ○○

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

災害名

別記様式２－２ （第５条、第９条、第36条関係）

出動可能隊数・出動隊数の報告（　　　　　　　用）
※　都道府県大隊及び統合機動部隊以外は、別記様式２－２（部隊用）で報告すること

可能隊数報告 ○○

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長

都道府県大隊

統合機動部隊
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要請要綱別記様式２－２

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

頃

頃

頃

頃

頃

＜連絡責任者＞

指揮隊

特殊装備小隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 　 氏　名

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

災害名

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（部隊用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

（第５条、第９条、第36条関係）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊は、別記様式２－２（都道府県大隊・統合機動部隊用）で報告すること

特殊装備小隊

【その他特殊な装備品の情報】

高機能救命ボート：　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　艇　、　水上オートバイ　　台

：

水陸両用バギー：　　台

重機：　台

中型水陸両用車：　　台

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること
　　　 航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の報告は、両隊同時出動が可能か、どちらか１隊が出動可能なのか備考に記載すること
※２　指揮支援部隊及び航空部隊以外の出動時間は、当該部隊の指揮隊長が属する消防本部から最も早く出動できる時間(出動した時間)を記入

合　計

合　計

指揮隊

人数

土
砂
・
風
水
害
機
動
支
援
部
隊

航
空
部
隊

指
揮
支
援
部
隊

後方支援小隊

救助小隊

出動隊数
最も早く

出動できる
時間※２

人数

航空指揮支援隊※1

航空後方支援小隊※1

隊の種別

指揮支援隊

統括指揮支援隊

航空小隊※１

可能隊数

：

：

：

：

：

： 頃

： 頃

出動時間
※２ 備　考（内訳）

：

：

：

：

：

<航空隊名、同時出動可否>

<機体愛称>

：

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長
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要請要綱別記様式２－３

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

【都道府県大隊】

【統括指揮支援隊】

【指揮支援隊】

【航空指揮支援隊】

【航空小隊】

【航空後方支援小隊】

送付先：

（第５条関係）

出動準備の解除連絡

送信時間 ○○

都道府県消防防災主管部長
殿

消 防 長

別記様式２－３

消防庁広域応援室長

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり出動準備を解除しましたので通知します。

出動準備の解除日時 ○○

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

出動準備を解除する隊

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２
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要請要綱別記様式３－１

年 月 日 時 分

都 道 府 県 知 事

市　町　村　長

年 月 日 時

項）

（ ）
年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

消防庁災害対策本部　　広域応援班
０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２
０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先
NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ
地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

土砂・風水害機動支援部隊 応援先

航空部隊

統合機動部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

進出拠点

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項、応援先等

指揮支援部隊

応援先 進出拠点

応援先 市区
町村 進出拠点

編成に係る
連絡事項

【隊の指定情報】

求 め 又 は 指 示 日 時 ○○

・都道府県大隊

対　象　※いずれかに● 出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

出 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

災 害 名

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無 原子力施設等 石油コンビナート等

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

災 害 発 生 場 所
都道
府県

消 防 庁 長 官

市区
町村

（第６条、第31条関係）

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示
送信時間 ○○

殿

送付先：

別記様式３－１

　 次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示します。

1193



要請要綱別記様式５

１　出動状況（航空部隊を除く）

時　分

２　航空部隊出動状況

時　分

（第29条関係）

緊急消防援助隊活動報告書

報告日

災害名

都道府県

部隊名
都道府県大隊

（下段は統合機動部隊）

出動日時※１

進出拠点

　※１　出動日時：都道府県大隊又は部隊の指揮隊長が属する消防本部を出動した日時

集結場所

進出拠点到着日時

月　日 月　日 時　分 月　日 時　分

活動開始日時

時　分

航空隊名
（隊区分、機体愛称）

被災地引揚げ日時

宿営場所

活動開始日時

月　日 月　日 時　分 月　日
出動日時

宿営場所

別記様式５

活動終了日時

活動終了日時

被災地引揚げ日時
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要請要綱別記様式５

３　救助活動状況【陸上】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

４　救助活動状況【航空】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

５　救急出動状況

陸上 　件 件 件

航空 　件 件 件

６　救急搬送状況

陸上 　　　人 人 人 人 人 人

航空 　　人 人 人 人 人 人

７　隊員の傷病状況

1 参照

2 参照

８　車両・資機材の損傷状況

1 参照

2 参照

3 参照

4 参照

5 参照

（第29条関係）

救出日時

　　月　　日
救出場所※２ 救助人数

備　考※３

（合同で救助した消防機関等）

別記様式５

時　　分

救出日時
救出場所※４ 救助人数 備  考

　　月　　日 時　　分

　※２　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

　※３　備考：県内応援隊、○○県大隊と合同で救出等記入

死亡 重傷 中等症 軽傷 その他（不明含む） 計

搬送件数 不搬送件数 計

　※４　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

日報

消防本部名 概要 日報

消防本部名 概要
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運用要綱別記様式２（第31条関係）

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

救助 救急

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

人

氏　名

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消防庁長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長等）

報告日時 ○○　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数

救助小隊

その他の小隊

救急小隊

航空指揮支援隊

合計

隊員数

指揮支援隊 特殊災害小隊

指揮隊

航空後方支援小隊

消火小隊

特殊装備小隊
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神奈川県緊急消防援助隊受援計画 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１ この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27 年消防広

第 74 号。以下「要請要綱」という。）第40条の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援を

受ける場合の受援体制について必要な事項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動でき

る体制の確保を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 
第２ 代表消防機関は、横浜市消防局とする。 
２ 代表消防機関代行は、代行順位第１位を川崎市消防局、第２位を相模原市消防局と

する。 
３ 前項に定めるもののほか、用語については資料１のとおりとする。 
 

（連絡体制） 
第３ 応援要請時の連絡体制は、次に掲げるとおりとする。 
（１）神奈川県内の消防機関連絡先は、資料２のとおりとする。 
（２）応援要請時の関係機関連絡先は、資料３のとおりとする。 
（３）神奈川県内市町村の連絡先は、資料４のとおりとする。 
（４）連絡方法は、原則として有線電話又は有線ＦＡＸによるものとする。ただし、有線断 

絶時には主運用波、地域衛星通信ネットワーク等を活用するものとする。 
 なお、補完的な連絡手段として、LINE WORKS や電子メールを活用し、確実な連絡

を行うものとする。 
 

第２章 応援等の要請 

 

（応援要請の手続） 

第４ 緊急消防援助隊の応援要請及び当該要請に係る手続は、別図第１のとおり行うも

のとする。 

 

 （知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第５ 神奈川県知事（以下「知事」という。）は、大規模災害又は特殊災害が発生し、

災害の状況及び神奈川県内の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援が必要な非常

事態であると判断した場合は、消防庁長官（以下「長官」という。）に対して緊急消
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防援助隊の応援の要請を電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネット

ワーク、防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。

以下同じ。）により直ちに行うものとし、次に掲げる事項が明らかになり次第電話に

より報告するものとする。詳細な災害の状況及び応援に必要な隊の種別・規模等に関

する書面による報告は、これらを把握した段階で有線ＦＡＸにより速やかに行うもの

とする（要請要綱別記様式１－１）。 

（１）災害の概要 

（２）出動が必要な区域や活動内容 

（３）その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

２ 知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に判断できない場合で

あっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援が必要な非

常事態であると判断したときは、長官に対して緊急消防援助隊の応援の要請を行うも

のとする（要請要綱別記様式１－１）。 

３ 知事は、被災地の市町村長から応援等要請の連絡がなくとも、代表消防機関（代表

消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行）と協議し、都道府県内で広域な

被害が発生している状況下など、緊急消防援助隊の出動が必要と判断した場合は、長

官に対して応援の要請を行うものとする（要請要綱別記様式１－１）。 

４ 知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基づく自衛隊の災

害派遣要請を行う場合又は緊急消防援助隊の応援が必要な非常事態であるか否かの

判断に迷う場合は、長官に対して、被害状況や消防活動の状況等を連絡し、対応につ

いて協議するものとする。 

５ 知事は、定期に被災地の市町村長から、災害の状況やその他緊急消防援助隊の活動

のために必要な事項について情報収集を行い、長官に対して報告するものとする。特

に、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナートその他の緊急消防援助

隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設におけ

る災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、長官

に対して報告するものとする。  

６ 知事は、緊急消防援助隊の応援要請を行った場合は、その旨を代表消防機関の長（代

表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）及び被災地の市町村長に

対して通知するものとする。 

 

 （応援等要請のための市町村長の連絡） 

第６ 被災地の市町村長は、災害が発生し、その状況並びに当該被災市町村及び神奈川

県の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要であると判断した場合は、知

事に対して、当該応援が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、第５第

１項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災
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害の状況及び応援に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把

握した段階で有線ＦＡＸにより速やかに、行うものとする（要請要綱別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要がある

と認めるときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡

するものとする。 

３ 被災地の市町村長は、知事に対して前項の連絡ができない場合には、その旨を長官

に直ちに電話により連絡するものとし、さらに、第５第１項各号に掲げる事項が明ら

かになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援に必要な隊

の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で有線ＦＡＸによ

り速やかに行うものとする（要請要綱別記様式１－２）。 

４ 被災地の市町村長は、原子力施設、石油コンビナートその他の緊急消防援助隊の活

動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、第２項の連絡と併せて

報告するものとする。 

 

（緊急消防援助隊の応援決定通知等） 

第７ 知事は、長官から要請要綱別記様式３－２により応援決定通知を受けた場合は、

その旨を代表消防機関の長（代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行

の長）及び受援市町村の長に対して通知するものとする（要請要綱別記様式３―２）。 

なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階において、応援先の市

町村が指定されていない場合、知事は、その後判明した被害状況を踏まえ、長官と応

援先市町村を調整するものとする。 

２ 神奈川県は、消防庁から要請要綱別記様式３－３により出動隊数通知を受けた場合

は、その旨を受援市町村の長に対して通知するものとする（要請要綱別記様式３－３）。 

 

（迅速出動等適用時の対応） 

第８ 被災地の市町村長は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備を行

う災害又は要請要綱第 30 条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる次に

掲げる事象が県内で発生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援

が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告するものとする。 

（１）最大震度６弱以上（政令市は５強以上）の地震が発生した場合 

（２）大津波警報が発表された場合 

（３）噴火警報（居住区域）が発表された場合 

２ 知事は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第 30

条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる災害が県内で発生した場合は、

早期に県内の被害状況、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等について取りまとめ、

長官に対して報告するものとする（要請要綱別記様式１－１）。 
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３ 知事は、被害状況等により、緊急消防援助隊の応援が必要ではないと判断した場合

は、速やかに長官に対して報告するものとする。 

 

第３章 受援体制 

 

（消防応援活動調整本部の設置） 

第９ 知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、法

第 44 条の規定に基づき緊急消防援助隊が出動し、かつ被災地が複数の場合は、神奈

川県消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）を設置するものとする。 

なお、被災地が一の場合であっても､警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等の関

係機関との調整等の必要性を踏まえ、知事が必要と認める場合は、調整本部を設置で

きるものとする。 

２ 調整本部は、県庁西庁舎７階統制部室Ｂに設置するものとする。 

３ 調整本部の本部長（以下「調整本部長」という。）は、知事（又は知事の委任を受

けた者）をもって充てるものとする。 

４ 調整本部の副本部長は、消防保安課長及び神奈川県に出動した指揮支援部隊長をも

って充てるものとする。 

５ 調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。 

なお、被害状況により調整本部に参集することができない場合は、電話等により調

整部と連絡をとり合うなど、適宜対応するものとする。 

（１）くらし安全防災局防災部消防保安課の職員 

（２）代表消防機関又は代表消防機関代行の職員 

（３）被災地を管轄する消防本部の職員 

（４）横浜市消防局航空隊及び川崎市消防局航空隊の職員 

６ 知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員、連絡先等につ

いて長官に対して速やかに連絡するものとする。 

７ 調整本部は、神奈川県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、

次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）被災状況、神奈川県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、神奈川県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整

に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

（４）警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）神奈川県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）神奈川県災害対策本部に設置された航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）神奈川県災害対策本部に設置された災害医療本部等との連絡調整に関すること。 
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（８）その他必要な事項に関すること。 

８ 神奈川県は、資料５に定める資器材等及び調整本部を運用するために必要となる資

機材等を整備するものとする。 

９ 調整本部は、様式１～様式４を活用し、運営するものとする。 

10 調整本部長は、法第 44 条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整

本部の会議へ出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対し

て連絡するものとする。 

11 調整本部は、被害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁に対し

て連絡するものとする。 

12 調整本部は、消防庁と調整の上、指揮支援部隊長を受入れるヘリコプター離着陸場

や当該離着陸場から調整本部までの移動手段の確保等を行うものとする。 

13 調整本部は、指揮支援部隊長が調整本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防

本部及び消防団の活動状況、神奈川県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告

するものとする。 

14 調整本部は、指揮本部から緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと連絡を受けた

場合、又は緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断した場合は、県内の被害状

況を勘案し、受入れ体制の支援をする消防(局)本部について、代表消防機関と調整す

る。 

 

（指揮本部の設置） 

第 10 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急

消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）被害状況（ライフラインの状況、道路の通行可否を含む）の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、

指揮支援部隊長に指揮支援本部を設置する場所、受入れ担当者等を報告するとともに、

調整本部と調整の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場

から指揮支援本部までの移動手段の確保等を行うものとする。 

４ 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、被災地

消防本部及び消防団の活動状況、神奈川県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を

報告するものとする。 

５ 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、神奈川県

及び代表消防機関に遅滞なくその任務に係る調整を求めるものとする。 
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６ 指揮本部は、被害が発生している構成市町村の災害対策本部に職員を派遣し、連絡

体制の構築を図るものとする。 

 

（進出拠点） 

第 11 調整本部は、緊急消防援助隊の進出拠点について消防庁及び被災地消防本部と

協議するものとし、陸上隊の進出拠点及び担当消防本部は、資料６のとおりとする。 

なお、状況に応じ、被災地の近隣市町村を進出拠点とすることを考慮するものとす

る。 

（２）航空隊の集結地（活動拠点ヘリベース）は横浜ヘリポートとし、担当消防本部は、

横浜市消防局とする。 

（３）指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所は、資料７のとおりとする。ただ

し、当該ヘリコプター離着陸場所が使用できない場合は、近隣のヘリコプター離着

陸場所を考慮するものとする。 

（４）水上小隊の進出拠点及び担当消防本部は、別途協議の上、定める。 

２ 調整本部は、消防庁において決定された進出拠点について、被災地消防本部及び進

出拠点担当消防本部に対して連絡するものとし、応援都道府県大隊、統合機動部隊、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢＣ災害即応部隊又は土砂・風水害機動支援

部隊（以下「応援都道府県大隊等」という。）に伝達する次の情報を提供することと

する。 

（１）応援先市町村の災害の状況及び任務 

（２）応援先市町村の指揮者が指定する場所に至る道路の状況 

（３）連絡窓口 

３ 被災地消防本部又は進出拠点担当消防本部は、進出拠点に連絡員等を派遣するもの

とする。 

４ 連絡員等は、到着した応援都道府県大隊等の隊名及び規模について確認し、応援都

道府県大隊長等に対して応援先市町村、任務等の情報提供を行うものとする。 

 

（宿営場所） 

第 12 調整本部は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、資料８のうちから

宿営場所を選定し、消防庁及び被災地消防本部と協議するものとする。協議に当たっ

ては、状況に応じ、被災地の近隣市町村に設置することも考慮するものとする。 

２ 調整本部は、消防庁において決定された宿営場所について、被災地消防本部及び宿

営場所担当消防本部に対して連絡するものとする。 

３ 被災地消防本部及び宿営場所担当消防本部は、宿営場所の施設管理者と調整すると

ともに、緊急消防援助隊の受入れのための人員を必要に応じて派遣するものとする。 
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第４章 指揮体制及び通信運用体制 

 

（指揮体制等） 

第 13 調整本部長は、調整本部の事務を総括するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、調整本部の副本部長として、神奈川県内で活動する指揮支援隊

を統括し、調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、緊急消防援助隊の活動を管理

するものとする。 

３ 指揮者は、指揮支援本部長の補佐を受け、被災地における陸上（水上を含む。以下

同じ。）の活動を指揮するものとする。 

４ 指揮支援隊長は指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被

災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

５ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地に

おける航空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

６ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長

の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若

しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動

の指揮を行うものとする。 

８ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援

本部長の管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

10 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長

の管理の下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

11 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式７のとおりとする。 

 

（通信運用体制） 

第 14 神奈川県内の無線通信運用体制は、資料９のとおり定め、調整本部との連絡に

際しては、統制波１により行うこととする。 

２ 都道府県大隊と指揮支援本部との連絡については、被災地活動拠点到着までは、統

制波１により行うこととする。 

３ 被災地消防本部は都道府県大隊が被災地活動拠点到着を確認した後、基地局切離し

作業を実施し、調整本部に報告を行う。調整本部は、被災地消防本部の連絡を受け、

都道府県大隊に、指揮支援本部との連絡については資料 10 の各消防本部に設定され

ている基地局選択及び割当波により行うことを連絡する。以後、都道府県大隊と指揮
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支援本部との連絡については、資料 10 に定める基地局選択及び割当波により行うこ

ととする。 

４ 神奈川県内の消防本部及び消防団が保有する署活動用周波数のチャンネルは資料

11 のとおりとする。 

５ 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は、資料 12 のとおりとする。 

 

第５章 消防応援活動の調整等 

 

（任務付与） 

第 15 指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊等の長に対して

情報提供を行うとともに、任務付与するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務  

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）燃料補給場所 

（８）その他活動上必要な事項 

 

 （関係機関との活動調整） 

第 16 知事は、災害対策本部等において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開

催するものとする。 

 

（資機材の貸出し及び地図の配付） 

第 17 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対してスピンドルドライバー及びその他活

動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。 

２ 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、広域地図及び住宅地図等を配付するも

のとする。 

 

（燃料補給場所） 

第 18 調整本部は、燃料の補給場所について、統括指揮支援隊又は指揮支援隊を通じ

て、応援都道府県大隊等へ連絡するものとする。 

（燃料調達要請） 

第 19 調整本部長は、燃料の調達が必要と判断した場合は神奈川県災害対策本部と協
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議し、災害時等における石油類燃料の供給に関する協定に基づき要請するものとする。 

２ 災害時における燃料調達に関する協定を締結している団体は、資料 13 のとおりと

する。 

 

（重機派遣要請） 

第 20 調整本部は、重機保有団体の協力が必要と判断した場合は神奈川県災害対策本

部と協議し、調整する。 

２ 災害時における重機派遣に関する協定（協定名称）を締結している団体は、資料 13

のとおりとする。 

３ 調整本部長は、必要に応じ、重機等を保有する土砂・風水害機動支援部隊の応援要

請又は増隊要請を行うものとする。 

 

（物資等調達要請） 

第 21 調整本部長は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は神奈川県

災害対策本部と協議し、調整する。 

２ 災害時における物資調達に関する協定を締結している団体は、資料 13 のとおりと

する。 

 

（知事による増隊要請） 

第 22 知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急

消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に対して増隊の要請を行

うものとする（要請要綱別記様式１－１）。 

 

 （受援市町村の長による増隊要請のための連絡） 

第 23 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観

点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、知事に増隊が必要

である旨を連絡するものとする（要請要綱別記様式１－２）。 

 

（部隊移動） 

第 24 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第２又は別図第３のとおり行

うものとする。 

 

（長官の求め又は指示による部隊移動） 

第 25 知事は、長官から要請要綱別記様式６－１により意見を求められた場合は、受

援市町村の長に対して意見を求めるものとする（要請要綱別記様式６－１）。 

２ 受援市町村の長は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、知事に対して回
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答するものとする（要請要綱別記様式６－２）。 

３ 知事は、受援市町村の長の意見を付して、長官に対して回答するものとする（要請

要綱別記様式６－２）。 

４ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－４により連絡を受けた場合は、受援市町村

の長に対して連絡するものとする（要請要綱別記様式６－４）。 

５ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－５により神奈川県への部隊移動の求め又は

指示を行った旨の連絡を受けた場合は、部隊移動先の市町村長に対して連絡するもの

とする（要請要綱別記様式６－５）。 

 

（知事による部隊移動） 

第 26 知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

２ 調整本部は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、受援市町村の長の意見

を把握するよう努めるとともに、神奈川県内の消防の応援の状況を総合的に勘案して、

知事に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。 

３ 知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して都道府県大隊等の長

に対し指示を行うものとする（要請要綱別記様式６－６）。 

４ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、受援市町村の長及び移動先の市町村の長

に対して通知するものとする（要請要綱別記様式６－７）。 

５ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかに通知するものとす

る（要請要綱別記様式６－８）。 

６ 調整本部は、部隊移動の指示内容について、適切に記録しておくものとする。 

 

（部隊移動に係る連絡） 

第 27 調整本部は、部隊移動を行う場合は、神奈川県災害対策本部に対して部隊規模

を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

第６章 応援の引揚げの決定 

 

（活動終了及び引揚げの決定） 

第 28 受援市町村の長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における

調整結果等を統合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事

へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けた知事は、政府現地対策本部等と調整の上、緊急消防援助隊の引

揚げを決定する。この場合において、長官、受援市町村の長及び指揮支援部隊長に対

して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面による通知を有線ＦＡＸによ
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り速やかに行うものとする（要請要綱別記様式４－１）。 

３ 知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官に対し

て、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

第７章 その他 

 

（情報共有） 

第 29 調整本部、指揮支援本部及び指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、支

援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像

伝送装置等を積極的に活用し、緊急消防援助隊等との情報共有を図るとともに、被害

状況や活動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

２ 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を

有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるのものとする。 

 

（災害時の体制整備） 

第 30 知事、各市町村長及び各消防本部の消防長は、関係機関と連携し、災害時におけ

る重機派遣に関する協力体制、燃料等の供給体制及び物資等の調達体制を構築し、災

害時の体制整備に努めるものとする。 

 

（神奈川県の受援計画の策定） 

第 31 知事は、神奈川県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合

の受援計画を策定するものとする。 

２ 知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、各消防本部の消防長の意見を集約するものとする。 

３ 知事は、受援計画の策定又は変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

４ 知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、神奈川県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都

道府県の知事、並びに神奈川県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消

防本部の長に対して、策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

（消防本部の受援計画の策定） 

第 32 各消防本部の消防長は、緊急消防援助隊の受入れが円滑に行われるように、緊

急消防援助隊受援計画を策定するものとする。 

２ 各消防本部の消防長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、神奈川県が策定す

る受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図るものとする。 
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３ 各消防本部の消防長は、当該計画を策定又は変更した場合は、知事に対して報告す

る。 

 

（航空部隊の受援計画） 

第 33 航空部隊の受援計画については、本計画に定める事項の他、神奈川県緊急消防

援助隊航空部隊等受援計画に定めるものとする。 

 

（地理情報） 

第 34 各消防本部は、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように、次に掲げる事

項を記した地図を作成しておくものとする。 

（１）広域地図 

（２）住宅地図 

（３）各部隊の進出拠点 

（４）ヘリコプター離着陸場 

（５）燃料補給可能場所 

（６）河川、プール、防火水槽等の水利状況 

（７）物資補給可能場所 

（８）救急医療機関（資料 14） 

 

 （県の訓練） 

第 35 県は、原則年１回、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等

において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の

受援体制の強化を図るものとする。 
 

附 則 

この計画は、平成15年８月22日から施行する。 

附 則 

この計画は、平成17年２月21日から施行する。 

附 則 

この計画は、平成21年３月２日から施行する。 

附 則 

この計画は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則  

この計画は、平成26年３月31日から施行する。 

附 則  

この計画は、平成29年４月１日から施行する。 
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附 則 

この計画は、令和２年３月 30 日から施行する。 
  附 則 
この計画は、令和２年７月１日から施行する。 
  附 則 
この計画は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
この計画は、令和５年１月１日から施行する。 
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資料１

№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項
に関する計画（平成16年2月6日付け消防震第９号）」をいう。

3 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要項（平成16年3月26日消防震
第19号）」をいう。

4 要請要綱
「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年３月
31日消防広第74号）」をいう。

5 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

6 地区 神奈川県消防長会で定めた地区をいう。

7 地区幹事消防機関
地区の連絡及び調整を行う消防(局)本部をいう。なお、当該消防機
関が所管する市町が被災し、任務を行うことが困難な場合は、この
限りではない。

8 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 要請要綱第２条（２）

9 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 要請要綱第２条（3）

10 指揮者
被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をい
う。

要請要綱第２条（４）

11 調整本部

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内
の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被
災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調整本部を
いう。

法第44条の２

12 調整本部長 調整本部の長。神奈川県知事をもって充てる。 法第44条の２の３

13 指揮支援本部

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊
急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に
対する報告等を行うため、指揮支援隊長を本部長として被災地に
設置する本部をいう。

運用要綱第25条

14 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に
被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある
都道府県知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援
助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務
とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（1）

15 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長
又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消
防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

16 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地にお
ける緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

17 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮者の指揮の
下、指揮支援隊長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の
活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

18 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消
防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当
該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行
うことを任務とする。

基本計画
第２章第５節２

19 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次
的に集結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(15)

20 受援都道府県
緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する
都道府県をいう。

運用要綱第２条(6)

21 応援都道府県 緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 運用要綱第２条(7)

22 第一次出動都道府県大隊
大規模災害又は特殊災害が発生した場合、原則として第一次的に
応援出動する都道府県大隊をいう。

基本計画
第４章２（1）

23 出動準備都道府県大隊
第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発
生したとの情報を得た場合、速やかに応援出動の準備を行う都道
府県をいう。

基本計画
第４章２（2）

用語の定義
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24 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長
の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要
求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たし
た場合に当該措置要求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条（17）

25 陸上隊 航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

26 ＮＢＣ災害 政令第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。 政令第１条

27 部隊移動

法第44条の規定に基づく消防庁長官の措置の求め又は指示によ
り、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県
をまたいで別の被災地へ出動すること、又は法第44条の３の規定
に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動し
ている緊急消防援助隊が別の被災地に出動することをいう。

要請要綱第２条(21)

28 資料編 神奈川県緊急消防援助隊受援計画（資料編）をいう。
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災

無
線

電
話

0
1
4
-
4
0
0
-
9
3
0
5

0
1
4
-
4
0
0
-
9
7
3
4

0
4
5
-
3
3
1
-
5
2
2
1

0
1
4
-
7
0
0
-
1
0
-
7
2
1

0
1
4
-
7
0
0
-
1
0
-
7
2
0

代
表

県 ・ 代 表 消 防 機 関 等

神
奈

川
県

応
援

要
請

時
連

絡
先

一
覧

表
　

（
県

・
国

・
代

表
消

防
機

関
・
指

揮
支

援
部

隊
）

名
称

時
間

帯
別

連
絡

要
請

窓
口

Ｎ
Ｔ

Ｔ
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
※

(代
行

)

横
浜

市
消

防
局

相
模

原
市

消
防

局

(代
行

)
川

崎
市

消
防

局

※
　
地

域
衛

星
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
使

用
す

る
際

、
川

崎
市

消
防

局
以

外
か
ら
発

信
す

る
場

合
は
「
9
」
、
川

崎
市

消
防

局
か
ら
発

信
す

る
場

合
は
「
2
0
」
を
押

し
て
か
ら
発

信

0
1
4
‐
5
5
7
‐
9
2
0
0

国
総

務
省

消
防

庁
　

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
8
0

0
2
2
-
1
7
9
-
6
0
1
0

● ●

0
2
3
-
7
0
0
-
6
3
0
0

0
2
3
-
7
0
0
-
5
5
5
5

静
岡

市
消

防
局

0
2
2
-
1
7
6
-
6
0
1
0

18
1221



【
主

要
関

係
機

関
】

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

電
話

F
A

X

昼
間

警
防

部
警

防
課

04
3-

20
2-

16
12

04
3-

20
2-

16
54

01
2-

10
1-

80
0-

31
11

01
2-

10
1-

80
0-

31
09

10
1-

80
0-

31
11

10
1-

80
0-

31
09

夜
間

ち
ば

消
防

共
同

指
令

セ
ン

タ
ー

04
3-

22
3-

18
31

04
3-

20
2-

16
78

01
2-

10
1-

80
0-

36
90

01
2-

10
1-

80
0-

36
69

10
1-

80
0-

36
90

10
1-

80
0-

36
69

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
05

5-
22

2-
12

69
05

5-
22

2-
75

83
夜

間
指

令
課

05
5-

22
2-

11
90

05
5-

22
2-

21
19

●
昼

間
警

防
部

警
防

課
05

4-
28

0-
01

62
05

4-
28

0-
01

68
被

害
確

認
後

夜
間

警
防

部
指

令
課

05
4-

28
0-

01
20

05
4-

28
0-

01
28

昼
間

警
防

部
警

防
課

02
2-

23
4-

42
80

00
4-

62
1-

23
20

00
4-

62
1-

23
19

夜
間

警
防

部
指

令
課

02
2-

23
4-

23
64

00
4-

62
1-

23
50

00
4-

62
1-

23
39

昼
間

警
防

課
02

3-
63

4-
11

97
夜

間
通

信
指

令
課

02
3-

63
4-

11
98

昼
間

警
防

課
02

4-
53

4-
91

02
00

7-
27

0-
02

夜
間

通
信

指
令

課
02

4-
53

4-
01

19
00

7-
27

0-
01

昼
間

02
9-

22
1-

01
11

02
9-

22
1-

01
47

夜
間

02
9-

22
1-

01
11

02
9-

22
1-

01
47

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

部
警

防
課

04
8-

83
3-

79
44

04
8-

83
3-

72
01

01
1-

70
4-

55
12

01
1-

70
4-

50
95

夜
間

警
防

部
指

令
課

04
8-

83
3-

50
00

04
8-

83
3-

12
37

01
1-

70
4-

53
21

01
1-

70
4-

53
90

昼
間

警
防

課
02

5-
28

8-
32

50
02

5-
28

8-
32

55
01

5-
49

2-
20

53
01

5-
49

2-
20

49
夜

間
指

令
課

02
5-

28
8-

32
70

02
5-

28
8-

32
75

01
5-

49
2-

20
85

01
5-

49
2-

20
79

昼
間

警
防

課
02

6-
22

7-
80

00
02

6-
22

8-
63

98
02

0-
20

2-
8-

12
4

夜
間

通
信

指
令

課
02

6-
22

6-
01

19
02

6-
22

8-
63

98
02

0-
20

2-
8-

16
0

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

部
消

防
課

05
2-

97
2-

35
57

05
2-

95
1-

84
63

夜
間

消
防

部
指

令
課

05
2-

97
2-

35
34

05
2-

95
3-

01
19

昼
間

07
7-

52
8-

34
31

07
7-

52
8-

60
37

02
5-

10
0-

82
2

25
-8

22
夜

間
07

7-
52

8-
34

36
07

7-
52

3-
63

90
02

5-
10

0-
89

8
25

-8
98

昼
間

警
防

課
08

52
-3

2-
91

31
08

52
-2

2-
98

76
夜

間
通

信
指

令
課

08
52

-3
2-

91
71

08
52

-2
2-

01
50

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
08

8-
65

6-
11

92
03

6-
38

6-
22

20
夜

間
通

信
指

令
課

08
8-

65
6-

11
90

03
6-

38
6-

28
88

昼
間

夜
間

昼
間

警
防

課
08

9-
92

6-
92

20
08

9-
92

6-
91

88
夜

間
通

信
指

令
課

08
9-

92
6-

92
00

08
9-

92
6-

91
98

昼
間

警
防

課
08

8-
87

1-
75

02
08

8-
82

4-
50

82
夜

間
総

合
指

令
課

08
8-

82
2-

81
51

08
8-

87
1-

75
18

指
令

課
05

8-
26

2-
81

51
05

8-
26

6-
81

55

00
6-

74
4-

95
0

03
-3

21
2-

22
58

03
-3

21
3-

14
76

01
3-

60
1-

95
01

-3
54

5
01

3-
60

1-
95

01
-6

70
4

02
2-

17
6-

60
10

02
1-

41
8-

2-
25

31
02

1-
41

8-
71

9

応
援

要
請

時
連

絡
先

一
覧

表
（
陸

上
部

隊
）

消
防

防
災

無
線

電
話

02
2-

17
6-

60
80

静
岡

市
消

防
局

区
分

基
本

計
画

首
都

直
下

A
P

都
道

府
県

代
表

消
防

機
関

時
間

帯
別

連
絡

要
請

窓
口

Ｎ
Ｔ

Ｔ
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
※

都 道 府 県 隊 代 表

第 １ 次 出 動

○
千

葉
県

千
葉

市
消

防
局

○
東

京
都

東
京

消
防

庁

○
山

梨
県

甲
府

地
区

広
域

（
事

）
01

9-
21

3
01

9-
21

3

○
静

岡
県

警
防

部
警

防
課

都 道 府 県 隊 代 表

出 動 準 備

○

埼
玉

県
さ

い
た

ま
市

消
防

局

○ ○

宮
城

県
仙

台
市

消
防

局
02

2-
23

4-
11

11

　

○

山
形

市
消

防
本

部

福
島

県
福

島
市

消
防

本
部

02
4-

53
4-

03
10

○
茨

城
県

水
戸

市
消

防
本

部

01
0-

70
1-

14
90

00
8-

51
0-

84
51

消
防

救
助

課
00

8-
51

0-
84

02

00
7-

27
0-

10

○

栃
木

県
宇

都
宮

市
消

防
局

通
信

指
令

課
02

8-
62

5-
55

99
02

8-
62

5-
30

01
00

9-
65

1-
02

00
9-

65
1-

01

○○
新

潟
県

新
潟

市
消

防
局

01
0-

70
1-

14
00

○

群
馬

県
前

橋
市

消
防

局
通

信
指

令
課

02
7-

22
0-

45
00

02
7-

22
0-

45
28

長
野

県
長

野
市

消
防

局
02

0-
20

2-
76

○
●

即
時

応
援

42
2-

81
42

2-
81

島
根

県
松

江
市

消
防

本
部

25
-8

50

03
2-

42
2-

2-
14

3
03

2-
42

2-
2-

11
9

○
滋

賀
県

02
5-

10
0-

85
0

○
●

即
時

応
援

愛
知

県
名

古
屋

市
消

防
局

02
3-

70
0-

63
00

02
3-

70
0-

55
55

岐
阜

県

山
口

県
下

関
市

消
防

局
情

報
指

令
課

08
3-

23
3-

91
19

08
3-

22
4-

01
19

03
5-

45
1

香
川

県
高

松
市

消
防

局

08
8-

65
6-

12
02

情
報

指
令

課
08

7-
86

1-
25

00
08

7-
86

1-
15

44
03

7-
43

1-
34

11

高
知

県
高

知
市

消
防

局
03

9-
50

1-
39

9

03
7-

43
1-

34
99

03
9-

50
1-

9

岐
阜

市
消

防
本

部

防
災

危
機

管
理

局

山
形

県
02

3-
63

1-
73

20
00

6-
74

4-
90

1

※
　
地

域
衛

星
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
使

用
す

る
際

、
川

崎
市

消
防

局
以

外
か
ら
発

信
す

る
場

合
は
「
9
」
、
川

崎
市

消
防

局
か
ら
発

信
す

る
場

合
は
「
2
0
」
を
押

し
て
か
ら
発

信

首
都

直
下

Ａ
Ｐ

即
時

応
援

都
道

府
県

代
表

消
防

機
関

愛
媛

県
松

山
市

消
防

局

徳
島

県
徳

島
市

消
防

局
03

6-
38

6-
22

90

19
1222



【
主

要
関

係
機

関
】

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ

昼
間

危
機

管
理

課
0
4
3
-
2
2
3
-
2
1
7
5

0
4
3
-
2
2
2
-
1
1
2
7

0
1
2
-
5
0
0
-
7
3
2
0

0
1
2
-
5
0
0
-
7
2
9
8

5
0
0
-
7
3
2
0

5
0
0
-
7
2
9
8

夜
間

危
機

管
理

課
情

報
通

信
管

理
室

0
4
3
-
2
2
3
-
2
1
7
8

0
4
3
-
2
2
2
-
5
2
1
9

0
1
2
-
5
0
0
-
7
2
2
5

0
1
2
-
5
0
0
-
7
1
1
0

5
0
0
-
7
2
2
5

5
0
0
-
7
1
1
0

昼
間

総
合

防
災

部
防

災
対

策
課

0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
6

0
3
-
5
3
8
8
-
1
2
6
0

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
6
7
1

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
0
1
3

1
3
-
7
0
6
7
1

1
3
-
7
0
0
1
3

夜
間

夜
間

防
災

連
絡

室
0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
9

0
3
-
5
3
8
8
-
1
9
5
8

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
3
4
9

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
0
2
3

1
3
-
7
0
3
4
9

1
3
-
7
0
0
2
3

昼
間

防
災

局
消

防
保

安
課

0
5
5
-
2
2
3
-
1
4
2
9

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
1
9

夜
間

県
庁

宿
直

経
由

0
5
5
-
2
2
3
-
1
8
5
8

0
1
9
-
2
0
0
-
2
5
3
5

昼
間

危
機

管
理

部
消

防
保

安
課

0
5
4
-
2
2
1
-
2
0
7
3

0
5
4
-
2
2
1
-
3
3
2
7

0
2
2
-
1
0
0
-
2
0
7
3

2
2
-
3
2

夜
間

防
災

当
直

0
5
4
-
2
2
1
-
2
0
7
2

0
5
4
-
2
2
1
-
3
2
5
2

0
2
2
-
1
0
0
-
2
0
7
2

2
2
-
2
1

昼
間

消
防

防
災

課
0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
7
1

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
5
9

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
7
1

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
5
9

1
1
-
6
-
8
1
7
1

1
1
-
6
-
8
1
5
9

夜
間

シ
ス

テ
ム

管
理

室
0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
1
1

0
4
8
-
8
3
0
-
8
1
1
9

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
1
1

0
1
1
-
2
0
0
-
6
-
8
1
1
9

1
1
-
6
-
8
1
1
1

1
1
-
6
-
8
1
1
9

昼
間

消
防

安
全

課
0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
6

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
7

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
6

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
8
7

0
8
-
2
8
9
6

夜
間

宿
直

担
当

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
5

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
8

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
8
5

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
8

0
8
-
2
8
8
5

0
8
-
2
8
9
8

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

消
防

保
安

課
0
5
2
-
9
5
4
-
6
1
4
1

0
5
2
-
9
5
4
-
6
9
9
4

0
2
3
-
6
0
0
-
2
5
3
9

0
2
3
-
6
0
0
-
4
6
9
4

2
3
-
2
5
3
9

2
3
-
4
6
9
4

夜
間

宿
日

直
室

0
5
2
-
9
5
4
-
6
8
4
4

0
5
2
-
9
5
4
-
6
9
9
5

0
2
3
-
6
0
0
-
5
2
5
0

0
2
3
-
6
0
0
-
4
6
9
5

2
3
-
5
2
5
0

2
3
-
4
6
9
5

昼
間

消
防

課
0
2
2
-
2
1
1
-
2
3
7
4

0
0
4
-
2
2
0
-
8
-
2
3
7
4

0
4
-
8
2
3
7
4

0
4
-
8
-
2
3
9
8

夜
間

防
災

セ
ン

タ
ー

0
2
2
-
2
1
1
-
2
1
4
0

0
0
4
-
2
2
0
-
8
-
2
1
4
0

0
4
-
8
2
1
4
0

0
4
-
8
-
2
1
2
0

昼
間

危
機

管
理

課
0
2
3
-
6
3
0
-
2
2
2
7

0
0
6
-
8
0
0
-
1
2
4
5

夜
間

宿
直

室
0
2
3
-
6
3
0
-
2
7
5
4

0
0
6
-
8
0
0
-
1
0
1
1

昼
間

消
防

保
安

課
0
2
4
-
5
2
1
-
7
1
9
0

夜
間

担
当

携
帯

電
話

0
8
0
-
6
0
2
8
-
8
9
7
0

昼
間

消
防

安
全

課
0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
9
6

0
2
9
-
3
0
1
-
2
8
8
7

0
0
8
-
1
0
0
-
2
8
9
6

0
0
8
-
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0
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5
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-
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7
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0
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7
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セ
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0
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岡
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○
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滋
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岐
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0
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1
7
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-
6
0
1
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0
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-
1
7
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-
6
0
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0

○

0
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2
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－
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8
5
0
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0
7
-
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0
2

富
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県
0
1
6
-
1
1
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-
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-
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-
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1
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○○
千
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市

消
防

局

○
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画
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下
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Ｐ

航
空

部
隊

名
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帯

別
連
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請
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Ｔ
Ｔ
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0
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1
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1
1
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○

●

応
援

要
請

時
連

絡
先

一
覧
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（
航

空
小

隊
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0
4
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2
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-
7
8
1
0
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2
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7
9
0
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○
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-
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0
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0

0
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0
1
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5

0
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0
1
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梨
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1
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4
7
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防
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防
課
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防

庁
○
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防

防
災
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電
話

0
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9
-
5
1
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0
3

○
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県
防

災
航

空
セ

ン
タ

ー
○

茨
城

県

○
0
2
8
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7
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0
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9
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0
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0
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潟
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1
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3
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0
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資料４
市町村連絡先

市 町 村 名 室 課 名
電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ 番 号

夜間、休日の
連 絡 先

防災行政
通 信 網

住 所

045-671-2064
045-641-1677
044-200-2840
044-200-3972
042-707-7044
042-769-8326
046-822-8357
046-827-3151
0463-21-9734
0463-21-1525
0467-23-3000
0467-23-3373
0466-50-8381
0466-50-8401
0465-33-1855
0465-33-1858
0467-82-1111
0467-82-1540
046-873-1111
046-873-4520
046-882-1111
046-864-1166
0463-82-9621
0463-82-6793
046-225-2190
046-223-0173
046-260-5777
046-261-4592
0463-94-4711
0463-95-7614
046-235-4790
046-231-2343
046-252-7395
046-252-7773
0465-73-8055
0465-72-1328
0467-70-5641
0467-70-5701
046-876-1111
046-876-1717
0467-74-1111
0467-74-9141
0463-61-4100
0463-61-1991
0463-71-3311
0463-73-0134
0465-81-1110
0465-81-1443
0465-85-5002
0465-82-9965
0465-83-1221
0465-83-1229
0465-75-1122
0465-75-3660
0465-84-0326
0465-82-5234
0460-85-9561
0460-85-7577
0465-68-1131
0465-68-5119
0465-63-2111
0465-62-1991
046-285-7003
046-285-4091
046-288-1212
046-288-1767

横 浜 市 総 務 局 緊 急 対 策 課 045-671-2064
9-640
-9201

〒231-0005
横浜市中区本町6—50—10

川 崎 市
総 務 企 画 局
危 機 管 理 室

044-200-2890
9-641
-9203

〒210-8577
川崎市川崎区宮本町１

相 模 原 市
危 機 管 理 局
緊 急 対 策 課

042-707-7044
9-557
-9207

〒252-0239
相模原市中央区中央2-2-15

横 須 賀 市
市 長 室
危 機 管 理 課

046-822-0119
9-550
-9201

〒238-8550
横須賀市小川町11

平 塚 市
市 長 室
災 害 対 策 課

0463-21-3240
 9-551
-9209

〒254-8686
平塚市浅間町9-1

鎌 倉 市
市 民 防 災 部
総 合 防 災 課

0467-44-0119
 9-552
-9300

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10

藤 沢 市 0466-50-8381
 9-553
-9201

〒251-8601
藤沢市朝日町1-1

小 田 原 市
防 災 部
防 災 対 策 課

0465-33-1855
 9-554
-9307

〒250-8555
小田原市荻窪300

防 災 安 全 部
危 機 管 理 課

茅 ヶ 崎 市
市 民 安 全 部
防 災 対 策 課

0467-82-1111
 9-555
-9209

〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

逗 子 市
経 営 企 画 部
防 災 安 全 課

046-873-1111
 9-556
-9209

〒249-8686
逗子市逗子5-2-16

三 浦 市 総 務 部 防 災 課 046-882-1111
 9-558
-9306

〒238-0298
三浦市城山町1-1

秦 野 市 くらし安心部防災課 0463-82-5111
 9-559
-9209

〒257-8501
秦野市桜町1-3-2

厚 木 市 市 長 室 危 機 管 理 課 046-223-1511
 9-560
  -9201

〒243-8511
厚木市中町3-17-17

大 和 市 市 長 室 危 機 管 理 課 046-263-1111
 9-561
 -9202

〒242-8601
大和市下鶴間1-1-1

伊 勢 原 市 危 機 管 理 課 0463-94-4711
 9-562
-9209

〒259-1188
伊勢原市田中348

海 老 名 市 市 長 室 危 機 管 理 課 046-231-2111
 9-563
-9209

〒243-0492
海老名市勝瀬175-1

座 間 市 市 長 室 危 機 管 理 課 046-255-1111
 9-564
-9201

〒252-8566
座間市緑ヶ丘1-1-1

南 足 柄 市
総 務 防 災 部
防 災 安 全 課

0465-74-2111
 9-565
-9209

〒250-0192
南足柄市関本440

綾 瀬 市 市 長 室 危 機 管 理 課 0467-77-1111
 9-566
-9201

〒252-1192
綾瀬市早川550

葉 山 町 総 務 部 防 災 安 全 課 046-876-1111
 9-567
-9206

〒240-0192
葉山町堀内2135

寒 川 町 町 民 部 町 民 安 全 課 0467-74-1111
 9-568
-9209

〒253-0196
寒川町宮山165

大 磯 町 0463-61-4100
 9-569
-9204

〒255-8555
大磯町東小磯183

危 機 管 理 課

二 宮 町
政 策 総 務 部
防 災 安 全 課

0463-71-3311
 9-570
-9209

〒259-0196
二宮町二宮961

中 井 町 地 域 防 災 課 防 災 班 0465-81-1111
 9-571
-9204

〒259-0197
中井町比奈窪56

大 井 町 防 災 安 全 課 0465-83-1311
 9-572
-9202

〒258-8501
大井町金子1995

松 田 町 庶務課安全防災担当室 0465-83-1221
 9-573
-9202

〒258-8585
松田町松田惣領2037

山 北 町 総 務 防 災 課 0465-75-1122
 9-574
-9209

〒258-0195
山北町山北1301-4

開 成 町
企 画 総 務 部
防 災 安 全 課

0465-84-0326
 9-575
-9206

〒258-8502
開成町延沢773
〒250-0398
箱根町湯本256

真 鶴 町 総 務 課 0465-68-1131
 9-577
-9209

〒259-0202
真鶴町岩244-1

箱 根 町 総 務 部 総 務 防 災 課 0460-85-9574
 9-576
-9209

〒259-0392
湯河原町中央2-2-1

愛 川 町 危 機 管 理 室 046-285-3131
 9-579
-9202

〒243-0392
愛川町角田286-1

湯 河 原 町 地 域 政 策 課 0465-60-0119
 9-578
-9201

清 川 村 総 務 課 046-288-1211
 9-580
-9201

〒243-0195
清川村煤ヶ谷2216
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資料５ 

西庁舎７階危機管理センター統制部配置図 

 

 

 

 

 

 

 

応急対策Ｔ 

情報通信Ｔ 

消防調整 

各
機
関
連
絡
員 

航
空
機
運
用
調
整 

医
療
救
護
本
部 

医
療
救
護
本
部 

統
制
部
長
、
副
部
長 

部
付 

消
防
調
整 

管
理
・
広
報 

被
害
者
救
援
・
資
源
配
分
連
絡

調
整
・
人
的
支
援
調
整 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

調
整
卓
１ 

調整卓２ 

当直室 

入口 入口 

モニター等 

モ
ニ
タ
ー
等 

＊この配置は固定ではなく、災害対応の必要に応じて柔軟に変更する。 

＊その他、ホワイトボード等を活用する。 

045-210-3456 

(内 3456) 

045-285-0881 

(内 5422) 

045-285-0870 

（内 3526） 

045-285-0871 

(内 3525) 
045- 

285-0875 

(内 5454) 

045- 

285-0873 

(内 5442) 

045- 

285-0872 

（内 5430） 

045- 

285-0874 

(内 5458) 

045- 

285-0879 

(内 5446) 

045- 

285-0878 

(内 5434) 

045- 

285-0876 

(内 5450) 

045- 

285-0877 

(内 5426) 

消防無線 

消防ヘリ動態情報 

管理システム(移動可) 

FAX045-222-6866 

コピー機兼 

FAX045-201-6409 

コピー機兼 

モニター等 
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名
　

称
住

　
所

緯
　

度
経

　
度

当
該

進
出

拠
点

へ
の

進
出

ル
ー

ト
敷

　
地

面
　

積
駐

車
台

数
拠

点
機

能
形

成
車

の
進

入

ト
イ

レ
（

設
置

数
）

（
※

占
有

可
否

）

指
定

避
難

所
等

の
指

定
他

実
動

機
関

と
の

調
整

管
理

者
電

話
番

号
担

当
消

防
本

部

宿
営

場
所

と
の

重
複

【
資

料
８

の
番

号
】

事
業

所
名

住
所

【
同

拠
点

か
ら

の
距

離
】

緯
　

度
経

　
度

ガ
ソ

リ
ン

（
レ

ー
ン

数
）

軽
油

（
レ

ー
ン

数
）

フ
ル

・
セ

ル
フ

停
電

時
の

対
応

協
定

の
有

無
電

話
番

号
営

業
日

時

1
金

沢
自

然
動

物
公

園
駐

車
場

神
奈

川
県

横
浜

市
金

沢
区

釜
利

谷
東

5
-

1
5
-
1

3
5
.3

5
1
5
5
3

1
3
9
.6

0
0
2
5
2

横
浜

横
須

賀
道

路
金

沢
自

然
公

園
料

金
所

か
ら

進
入

※
釜

利
谷

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
の

み
進

入
可

能

1
8
,0

0
0
㎡

4
5
0
台

○
有

（
※

2
）

有
未

施
設

管
理

者
0
4
5
-
7
8
3
-
9
1
0
0

横
浜

市
消

防
局

有 【
1
】

東
名

高
速

道
路

下
り

海
老

名
S
A

内
エ

ッ
ソ

石
油

神
奈

川
県

海
老

名
市

大
谷

南
5
-

2
-
1
【
5
0
.8

km
】

3
5
.4

3
2
9
7
8

1
3
9
.4

0
5
0
4
9

1
0
0
,0

0
0

（
6
）

2
0
0
,0

0
0

（
3
）

フ
ル

手
動

ポ
ン

プ
無

0
4
6
-
2
3
1
-
1
0
0
9

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

2
横

浜
市

消
防

訓
練

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
県

横
浜

市
戸

塚
区

深
谷

町
7
7
7

3
5
.3

8
7
7
1
4

1
3
9
.5

0
4
5
9
0

横
浜

新
道

か
ら

国
道

１
号

【
北

進
】

6
0
0
0
㎡

5
0
台

○
有 （
2
）

有
無

横
浜

市
0
4
5
-
8
5
3
-
8
6
0
2

横
浜

市
消

防
局

有 【
2
】

㈱
昭

和
シ

ェ
ル

石
油

神
奈

川
県

横
浜

市
戸

塚
区

深
谷

町
１

７
７

−
１

3
5
.3

8
2
8
5
6

1
3
9
.5

0
0
6
3
2

3
0
0
0
0
0

（
2
）

1
0
0
,0

0
0

（
1
）

セ
ル

フ
手

動
ポ

ン
プ

有
0
4
5
-
8
5
1
-
5
5
9
3

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

3
こ

ど
も

の
国

 正
面

駐
車

場
神

奈
川

県
横

浜
市

青
葉

区
奈

良
町

9
8
7
-
1

3
5
.5

5
9
2
9
9

1
3
9
.4

8
7
1
0
5

国
道

2
4
6
号

か
ら

県
道

1
4
0
号

【
北

進
】

1
7
,0

0
0
㎡

3
6
0
台

○
有

有
未

管
理

者
0
4
5
-
9
6
1
-
2
1
1
1

横
浜

市
消

防
局

有 【
3
】

（
株

）
Ｅ

Ｎ
Ｅ

Ｏ
Ｓ

Ｄ
ｒ．

Ｄ
ｒｉ

ｖ
ｅ
セ

ル
フ

奈
良

こ
ど

も
の

国
店

神
奈

川
県

横
浜

市
青

葉
区

奈
良

３
丁

目
２

－
１

3
5
.5

4
7
6
9
3

1
3
9
.4

9
0
9
5
7

2
0
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
0
,0

0
0

(4
)

セ
ル

フ
非

常
電

源
無

0
4
5
-
9
6
1
-
8
0
8
0

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
新

横
浜

公
園

（
横

浜
国

際
総

合
競

技
場

）
神

奈
川

県
横

浜
市

港
北

区
小

机
町

3
3
0
0

3
5
.5

1
1
0
9
2

1
3
9
.6

0
5
5
0
0

第
３

京
浜

「
港

北
ＩＣ

」
か

ら
一

般
道

【
南

進
】

5
0
1
,6

6
7
㎡

6
0
0
台

○
有

有
未

管
理

者
環

境
創

造
局

0
4
5
-
6
7
1
-
3
8
4
7

横
浜

市
消

防
局

有 【
4
】

（
株

）
Ｅ

Ｎ
Ｅ

Ｏ
Ｓ

Ｄ
ｒ．

Ｄ
ｒｉ

ｖ
ｅ
新

横
浜

東
神

奈
川

県
横

浜
市

港
北

区
大

豆
戸

町
４

６
７

3
5
.5

1
5
1
5
2

1
3
9
.6

2
5
8
7
2

3
0
0
,0

0
0

（
3
）

2
0
0
,0

0
0

(3
)

セ
ル

フ
非

常
電

源
無

0
4
5
-
4
0
2
-
3
4
2
0

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

5
川

崎
市

消
防

訓
練

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
県

川
崎

市
宮

前
区

犬
蔵

1
-
1
0
-
2

3
5
.5

8
8
7
2
8

1
3
9
.5

6
3
4
6

東
名

高
速

「
東

名
川

崎
ＩＣ

」
か

ら
尻

手
黒

川
道

路
【
西

進
】

1
5
,0

0
0
㎡

8
0
台

○
有

無
○

川
崎

市
0
4
4
-
9
7
6
-
0
1
1
9

川
崎

市
消

防
局

有
【
1
0
】

川
崎

市
消

防
訓

練
セ

ン
タ

ー
【
同

拠
点

内
】

3
5
.5

8
8
7
2
8

1
3
9
.5

6
3
4
6
2

1
0
,0

0
0

（
１

）
2
0
,0

0
0

（
１

）
-

非
常

電
源

-
0
4
4
-
9
7
6
-
0
1
1
9

自
家

用

6
川

崎
富

士
見

球
場

及
び

周
辺

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

富
士

見
2
-
1

3
5
.5

2
7
2
9
2

1
3
9
.7

0
7
9
7

東
京

都
か

ら
国

道
1
5
号

【
南

進
】

2
9
.0

0
0
㎡

5
0
台

△
有

無
○

川
崎

市
0
4
4
-
2
0
0
-
2
4
0
6

（
建

設
緑

政
局

緑
政

部
み

ど
り

の
管

理
課

）
川

崎
市

消
防

局
有 【
５

】
川

崎
消

防
署

川
崎

市
川

崎
区

南
町

2
0
-
7

【
1
.3

km
】

3
5
.5

2
5
5
5
5

1
3
9
.6

9
9
1
8
4

4
,0

0
0

（
１

）
4
,0

0
0

（
１

）
-

非
常

電
源

-
0
4
4
-
2
2
3
-
1
1
9
9

自
家

用

7
等

々
力

緑
地

神
奈

川
県

川
崎

市
中

原
区

等
々

力
1
－

1
3
5
.5

8
5
1
3
0

1
3
9
.6

4
9
1
7

第
3
京

浜
「
京

浜
川

崎
ＩＣ

」
か

ら
国

道
4
0
9
号

【
東

進
】

1
2
,4

0
0
㎡

1
0
0
台

○
有

無
○

川
崎

市
0
4
4
-
7
8
8
-
2
3
1
1

（
中

原
区

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

）
川

崎
市

消
防

局
有

【
7
,8

】
中

原
消

防
署

神
奈

川
県

川
崎

市
中

原
区

新
丸

子
東

3
-
1
1
7
5
−

1
【
2
.5

ｋ
ｍ

】
3
5
.5

7
4
6
5
9

1
3
9
.6

6
2
5
8
0

9
,5

0
0

（
１

）
7
0
0
0

（
１

）
-

非
常

電
源

-
0
4
4
-
4
1
1
-
0
1
1
9

自
家

用

8
キ

ャ
ン

プ
淵

野
辺

留
保

地
多

目
的

広
場

神
奈

川
県

相
模

原
市

中
央

区
弥

栄
3
-

6
8
8
3
-
4

3
5
.5

5
6
5
2
8

1
3
9
.3

9
2
2
2

相
模

原
愛

川
ＩＣ

か
ら

県
道

5
2
号

【
東

進
】
→

県
道

5
0
7
号

【
北

進
】

1
9
,9

2
0
㎡

1
4
0
台

○
無

（
※

占
有

可
）

有
〇

相
模

原
市

0
4
2
-
7
7
6
-
5
3
1
1

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
2
】

相
模

原
市

消
防

局
緑

が
丘

分
署

（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
中

央
区

緑
が

丘
1
-
3
2
-
2
5
【
1
.5

K
m

】
3
5
.5

4
5
2
8
4

1
3
9
.3

8
1
8
2
5

7
,0

0
0

（
1
）

2
5
0
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
5
9
-
0
1
1
9

-

9
下

溝
防

災
消

防
訓

練
場

神
奈

川
県

相
模

原
市

南
区

下
溝

3
0
4
2
-
2

3
5
.5

3
9
8
3
5

1
3
9
.3

8
7
3
7
5

相
模

原
愛

川
ＩＣ

か
ら

県
道

5
2
号

【
東

進
】
→

県
道

5
0
7
号

【
北

進
】

7
,8

0
0
㎡

3
0
台

○
有

（
※

占
有

可
）

無
〇

相
模

原
市

消
防

局
0
4
2
-
7
5
4
-
9
1
1
1

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
3
】

相
模

原
市

消
防

局
緑

が
丘

分
署

（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
中

央
区

緑
が

丘
1
-
3
2
-
2
5
【
0
.8

K
m

】
3
5
.5

4
5
2
8
4

1
3
9
.3

8
1
8
2
5

7
,0

0
0

（
1
）

2
5
0
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
5
9
-
0
1
1
9

-

1
0

相
模

原
ギ

オ
ン

ス
タ

ジ
ア

ム
一

帯
神

奈
川

県
相

模
原

市
南

区
下

溝
4
1
6
9

3
5
.5

2
8
1
4
2

1
3
9
.3

8
7
4
3
9

相
模

原
愛

川
ＩＣ

か
ら

県
道

5
2
号

【
東

進
】

2
3
,8

0
0
㎡

3
7
8
台

○
有

（
※

占
有

可
）

有
〇

相
模

原
市

0
4
2
-
7
7
7
-
6
0
8
8

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
4
】

相
模

原
市

消
防

局
相

武
台

分
署

（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
南

区
新

磯
野

2
-
5
1
-
1
【
4
.0

K
m

】
3
5
.5

1
3
9
7
0

1
3
9
.4

0
2
6
8
7

5
,7

5
0

（
1
）

3
,8

5
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
4
7
-
0
1
1
9

-

1
1

旧
県

立
相

模
原

青
陵

高
校

神
奈

川
県

相
模

原
市

新
磯

野
4
6
8

3
5
.3

0
4
9
4
0

1
3
9
..2

4
0
1
9
0

相
模

原
愛

川
ＩＣ

か
ら

県
道

5
2
号

【
東

進
】
→

県
道

5
0
7
号

【
南

進
】

3
1
2
9
2
.5

5
3
5
台

✕
有

（
※

占
有

可
）

無
〇

神
奈

川
県

0
4
2
-
7
4
7
-
0
5
3
1

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
5
】

相
模

原
市

消
防

局
相

武
台

分
署

（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
南

区
新

磯
野

2
-
5
1
-
1
【
0
.2

K
m

】
3
5
.5

1
3
9
7
0

1
3
9
.4

0
2
6
8
7

5
,7

5
0

（
1
）

3
,8

5
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
4
7
-
0
1
1
9

-

1
2

県
立

上
鶴

間
高

校
神

奈
川

県
相

模
原

市
南

区
上

鶴
間

本
町

9
-
3
1
-
1

3
5
.5

2
5
3
6
4

1
3
9
.4

5
5
6
7
2

横
浜

町
田

ＩＣ
か

ら
国

道
1
6
号

【
北

進
】

相
模

原
愛

川
ＩＣ

か
ら

県
道

5
2
号

【
東

進
】
→

国
道

1
6
号

【
南

進
】

2
9
,8

0
9
㎡

4
6
台

✕
有

（
※

占
有

可
）

有
〇

神
奈

川
県

0
4
2
-
7
4
3
-
5
6
2
2

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
6
】

相
模

原
市

消
防

局
南

消
防

署
（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
南

区
相

模
大

野
5
-
3
4
-
1
【
2
.4

K
m

】
3
5
.5

2
9
9
2
2

1
3
9
.4

2
9
4
1
6

4
,0

0
0

（
1
）

6
,0

0
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
4
4
-
0
1
1
9

-

1
3

原
宿

公
園

神
奈

川
県

相
模

原
市

緑
区

原
宿

南
1
-
1
7

3
5
.5

9
2
6
7
8

1
3
9
.3

1
3
9
7
4

相
模

原
ＩＣ

か
ら

津
久

井
広

域
道

路
【
東

進
】
→

県
道

5
0
8
号

【
東

進
】

1
9
,0

5
7
㎡

1
2
0
台

✕
有

（
※

占
有

可
）

無
〇

相
模

原
市

公
園

課
0
4
2
-
7
6
9
-
8
2
4
3

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
7
】

相
模

原
市

消
防

局
相

原
分

署
（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
相

原
4
-
1
4
-
9
【
1
.0

K
m

】
3
5
.5

9
9
3
2
9

1
3
9
.3

2
0
4
4
3

4
,0

0
0

（
1
）

4
,0

0
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
7
3
-
0
1
1
9

-

1
4

県
立

相
模

原
総

合
高

校
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
大

島
1
2
2
6

3
5
.5

8
0
8
4
1

1
3
9
.3

2
2
1
2

相
模

原
ＩＣ

か
ら

津
久

井
広

域
道

路
【
東

進
】
→

県
道

4
8
号

【
南

進
】

4
8
,3

1
8
㎡

7
0
台

○
有

（
※

占
有

可
）

有
〇

神
奈

川
県

0
4
2
-
7
6
1
-
5
0
5
5

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
8
】

相
模

原
市

消
防

局
相

原
分

署
（
自

家
給

）
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
相

原
4
-
1
4
-
9
【
2
.0

K
m

】
3
5
.5

9
9
3
2
9

1
3
9
.3

2
0
4
4
3

4
,0

0
0

（
1
）

4
,0

0
0

（
1
）

-
手

動
ポ

ン
プ

-
0
4
2
-
7
7
3
-
0
1
1
9

-

1
5

相
模

湖
リ

ゾ
ー

ト
プ

レ
ジ

ャ
ー

フ
ォ

レ
ス

ト
駐

車
場

神
奈

川
県

相
模

原
市

緑
区

若
柳

1
6
3
4
番

地
3
5
.6

0
1
5
6
2

1
3
9
.2

0
0
0
8

相
模

湖
IC

か
ら

国
道

2
0
号

【
東

進
】

→
国

道
4
1
2
号

【
東

進
】

1
,4

7
0
,0

0
0
㎡

4
0
9
台

○
有

（
※

占
有

可
）

無
〇

相
模

湖
リ

ゾ
ー

ト
株

式
会

社
0
4
2
-
6
8
5
-
1
1
1
1

相
模

原
市

消
防

局
有

【
1
9
】

有
限

会
社

　
東

屋
商

店
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
若

柳
1
1
1
8
番

地
【
1
.5

K
m

】
3
5
.6

0
0
1
5
4

1
3
9
.2

1
5
4
4
6

1
9
,2

0
0

（
2
）

9
,6

0
0

（
2
）

フ
ル

不
明

有
0
4
2
-
6
8
5
-
0
4
2
1

平
日

　
0
7
：
3
0
-
2
0
：
0
0

土
日

　
0
8
：
0
0
-
2
0
：
0
0

木
曜

定
休

日

1
6

不
入

斗
公

園
（
野

球
場

）
神

奈
川

県
横

須
賀

市
不

入
斗

町
1
-
2

3
5
.2

6
8
5
9
0

1
3
9
.6

6
3
6
4

衣
笠

IC
か

ら
県

道
2
6
号

【
北

進
】

1
0
,0

0
0
㎡

1
4
0
台

○
有

有
未

施
設

管
理

者
0
4
6
-
8
2
3
-
9
3
6
0

横
須

賀
市

消
防

局
有

【
2
0
】

神
奈

川
県

石
油

商
業

組
合

横
須

賀
支

部
（
湘

南
菱

油
本

社
S
S
）

神
奈

川
県

横
須

賀
市

森
崎

1
-
5
-

2
4
【
3
.5

㎞
】

3
5
.2

4
9
6
7
0

1
3
9
.6

8
0
7
9
0

5
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
,0

0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
3
6
-
3
4
0
6

8
:0

0
～

2
0
:0

0

1
7

佐
原

2
丁

目
公

園
神

奈
川

県
横

須
賀

市
佐

原
2
-
3
6

3
5
.2

4
2
8
6
0

1
3
9
.6

8
5
0
0

佐
原

ＩＣ
か

ら
県

道
2
7
号

【
佐

原
交

差
点

右
折

】
2
9
,3

6
3
㎡

1
0
0
台

○
有

有
未

施
設

管
理

者
0
4
6
-
8
3
3
-
5
5
0
5

横
須

賀
市

消
防

局
有

【
2
1
】

神
奈

川
県

石
油

商
業

組
合

横
須

賀
支

部
（
湘

南
菱

油
本

社
S
S
）

神
奈

川
県

横
須

賀
市

森
崎

1
-
5
-

2
4
【
1
.6

㎞
】

3
5
.2

4
9
6
7
0

1
3
9
.6

8
0
7
9
0

5
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
,0

0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
3
6
-
3
4
0
6

8
:0

0
～

2
0
:0

0

1
8

横
須

賀
市

消
防

総
合

訓
練

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
県

横
須

賀
市

長
瀬

3
-
4
-
1

3
5
.2

3
0
0
1
0

1
3
9
.7

2
4
0
3

浦
賀

IC
か

ら
県

道
2
0
8
号

【
南

進
】

9
8
3
3
.0

2
㎡

5
0
台

○
有

（
※

占
有

可
）

無
〇 横

須
賀

市
消

防
局

（
総

務
課

）
0
4
6
-
8
2
2
-
0
1
1
9

横
須

賀
市

消
防

局
有

【
2
2
】

神
奈

川
県

石
油

商
業

組
合

横
須

賀
支

部
（
湘

南
菱

油
本

社
S
S
）

神
奈

川
県

横
須

賀
市

森
崎

1
-
5
-

2
4
【
5
.1

㎞
】

3
5
.2

4
9
6
7
0

1
3
9
.6

8
0
7
9
0

5
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
,0

0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
3
6
-
3
4
0
6

8
:0

0
～

2
0
:0

0

1
9

県
立

三
浦

初
声

高
等

学
校

神
奈

川
県

三
浦

市
初

声
町

入
江

2
7
4
－

2
3
5
.1

8
7
7
3
2

1
3
9
.6

2
5
2
2

国
道

1
3
4
号

線
【
南

進
】

2
9
,0

0
0
㎡

4
1
0
台

(グ
ラ

ン
ド

約
8
2
0
0

㎡
）

○
有

無
未

神
奈

川
県

0
4
6
-
8
8
9
-
1
7
7
1

横
須

賀
市

消
防

局
有

【
2
3
】

三
崎

石
油

（
株

）
三

崎
給

油
所

神
奈

川
県

三
浦

市
原

町
1
-
2
【
5
.5

ｋ
ｍ

】
3
5
.1

5
1
0
1
8

1
3
9
.6

2
8
4
1
0

1
6
,6

0
0

（
2
）

7
,0

0
0

（
1
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
8
1
-
3
4
5
6

月
～

土
7
：
3
0
～

2
0
：
0
0

日
曜

定
休

日

2
0

三
浦

市
市

民
交

流
拠

点
駐

車
場

神
奈

川
県

三
浦

市
初

声
町

下
宮

田
字

長
作

5
番

2
地

先
3
5
.1

6
7
6
1
5

1
3
9
.6

4
0
4
9

国
道

1
3
4
号

線
【
南

進
、

三
浦

消
防

署
隣

】
2
4
0
9
.5

5
㎡

5
1
台

○
無

無
未

三
浦

市
0
4
6
-
8
8
4
-
0
1
1
9

横
須

賀
市

消
防

局
有

【
2
4
】

三
崎

石
油

（
株

）
三

崎
給

油
所

神
奈

川
県

三
浦

市
原

町
1
-
2
【
2
.6

ｋ
ｍ

】
3
5
.1

5
1
0
1
8

1
3
9
.6

2
8
4
1
0

1
6
,6

0
0

（
2
）

7
,0

0
0

（
1
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
8
1
-
3
4
5
6

月
～

土
7
：
3
0
～

2
0
：
0
0

日
曜

定
休

日

2
1

平
塚

市
総

合
公

園
神

奈
川

県
平

塚
市

大
原

1
－

1
3
5
.3

4
2
0
7
6

1
3
9
.3

4
3
1
3

東
名

高
速

道
路

厚
木

ＩＣ
か

ら
国

道
1
2
9
号

【
南

進
】

3
0
3
,1

0
0
㎡

5
0
0
台

○
有

無
未

施
設

管
理

者
0
4
6
3
-
3
5
-
2
2
3
3

平
塚

市
消

防
本

部
有

【
2
5
】

峰
尾

株
式

会
社

（
平

塚
第

一
S
S
）

神
奈

川
県

平
塚

市
平

塚
2
-
6
-
1
7

【
1
.8

ｋ
ｍ

】
3
5
.1

9
4
2
9
3

1
3
9
.2

0
2
5
2
5

3
0
,0

0
0

（
４

）
1
0
,0

0
0

（
１

）
フ

ル
手

動
ポ

ン
プ

有
0
4
6
3
-
3
1
-
1
9
4
3

年
中

無
休

8
:0

0
～

2
0
:0

0

2
2

鎌
倉

霊
園

神
奈

川
県

鎌
倉

市
十

二
所

5
1
2

3
5
.3

2
7
4
0
2

1
3
9
.5

8
3
3
4

横
浜

・
横

須
賀

道
路

朝
比

奈
IC

か
ら

環
状

4
号

県
道

2
3
号

県
道

2
0
4
号

【
西

進
】

2
3
0
0
㎡

1
0
0
台

（
推

）
△

有
有

未
施

設
管

理
者

0
4
6
7
-
2
2
-
7
2
3
8

鎌
倉

市
消

防
本

部
有

【
2
7
】

㈱
マ

ツ
ヤ

　
鎌

倉
Ｓ

Ｓ
神

奈
川

県
鎌

倉
市

由
比

ガ
浜

2
-
1
-

2
0

【
3
.0

km
】

3
5
.3

1
5
4
4
8

1
3
9
.5

5
0
1
8
9

4
0
,0

0
0

（
５

）
1
0
,0

0
0

（
３

）
フ

ル
手

動
ポ

ン
プ

有
0
4
6
7
-
2
2
-
1
3
1
7

年
中

無
休

7
:0

0
～

2
2
:0

0

2
3

県
立

フ
ラ

ワ
ー

セ
ン

タ
ー

大
船

植
物

園
駐

車
場

神
奈

川
県

鎌
倉

市
岡

本
1
0
1
8

3
5
.3

4
8
8
0
3

1
3
9
.5

2
1
1
6

国
道

1
号

線
か

ら
県

道
4
0
2
号

【
南

東
進

】
2
0
0
0
㎡

1
0
0
台

（
推

）
△

有
無

（
別

施
設

有
）

未
神

奈
川

県
0
4
6
7
-
4
6
-
2
1
8
8

鎌
倉

市
消

防
本

部
有

【
2
8
】

㈲
兵

藤
商

事
　

大
船

中
央

S
S

神
奈

川
県

鎌
倉

市
大

船
3
-
1
7
-
2
1

【
1
.5

km
】

3
5
.3

4
6
8
3
6

1
3
9
.5

3
5
0
0
1

2
2
,9

0
0

（
４

）
5
,8

0
0

（
４

）
フ

ル
非

常
電

源
有

0
4
6
7
-
4
4
-
6
9
0
0

年
中

無
休

7
:3

0
～

2
0
:0

0

2
4

県
立

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
県

藤
沢

市
善

行
7
－

1
－

2
3
5
.3

5
9
8
0
6

1
3
9
.4

7
5
5
0

国
道

1
号

か
ら

国
道

4
6
7
号

【
北

進
】

1
4
6
,2

6
6
㎡

2
8
8
台

(推
)

○
有

占
有

：
調

整
有

△
神

奈
川

県
0
4
6
6
-
8
1
-
2
5
7
0

藤
沢

市
消

防
局

有
【
3
0
】

(株
)セ

ブ
ン

イ
レ

ブ
ン

ジ
ャ

パ
ン

藤
沢

亀
井

野
給

油
所

神
奈

川
県

藤
沢

市
亀

井
2
4
7
0
ー

1
3
5
.3

7
8
5
8
7

1
3
9
.4

7
6
7
6
5

6
,8

0
0

(8
)

2
5
,0

0
0

(8
)

セ
ル

フ
給

油
不

可
0
4
6
6
-
8
3
-
2
7
2
4

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

2
5

藤
沢

市
消

防
防

災
訓

練
セ

ン
タ

ー
神

奈
川

県
藤

沢
市

石
川

3
4
1
7
－

1
3
5
.3

7
9
5
7
6

1
3
9
.4

5
8
1
5

国
道

1
号

か
ら

県
道

4
3
号

【
北

進
】

1
9
5
0
0
㎡

6
0
台

○
有

無
○

藤
沢

市
消

防
局

（
消

防
総

務
課

）
0
4
6
6
-
5
0
-
3
5
7
6

藤
沢

市
消

防
局

有
【
2
9
】

訓
練

セ
ン

タ
ー

内
自

家
用

給
油

所
【
同

拠
点

内
】

-
-

1
5
,0

0
0

（
１

）
1
5
,0

0
0

（
１

）
セ

ル
フ

非
常

電
源

-
0
4
6
6
-
5
0
-
3
5
7
6

-

2
6

県
足

柄
上

合
同

庁
舎

神
奈

川
県

足
柄

上
郡

開
成

町
吉

田
島

2
4
8
9
-
2

3
5
.3

4
2
8
4
0

1
3
9
.1

2
8
1
3
0

東
名

高
速

道
路

大
井

松
田

IC
か

ら
県

道
7
8
号

線
【
西

進
】
→

県
道

7
2
0
号

線
【
北

進
】
→

県
道

7
1
2
号

線
【
東

進
】

3
0
8
9
0
.4

㎡
普

通
車

6
0
台

○
有

（
庁

舎
内

）
（
占

有
不

可
）

無
○

神
奈

川
県

0
4
6
5
-
8
3
-
5
1
1
1

小
田

原
市

消
防

本
部

無
神

奈
川

石
油

（
株

）
セ

ル
フ

竹
松

神
奈

川
県

南
足

柄
市

竹
松

1
1
1
3

【
2
.4

ｋ
】

3
5
.3

2
6
4
0
0

1
3
9
.1

1
8
3
4

8
0
,0

0
0

(8
)

1
0
,0

0
0

(8
)

セ
ル

フ
給

油
不

可
無

0
4
6
5
-
7
0
-
3
0
2
5

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

進
出

拠
点

一
覧

表

25
1228



名
　

称
住

　
所

緯
　

度
経

　
度

当
該

進
出

拠
点

へ
の

進
出

ル
ー

ト
敷

　
地

面
　

積
駐

車
台

数
拠

点
機

能
形

成
車

の
進

入

ト
イ

レ
（

設
置

数
）

（
※

占
有

可
否

）

指
定

避
難

所
等

の
指

定
他

実
動

機
関

と
の

調
整

管
理

者
電

話
番

号
担

当
消

防
本

部

宿
営

場
所

と
の

重
複

【
資

料
８

の
番

号
】

事
業

所
名

住
所

【
同

拠
点

か
ら

の
距

離
】

緯
　

度
経

　
度

ガ
ソ

リ
ン

（
レ

ー
ン

数
）

軽
油

（
レ

ー
ン

数
）

フ
ル

・
セ

ル
フ

停
電

時
の

対
応

協
定

の
有

無
電

話
番

号
営

業
日

時

2
7

県
小

田
原

合
同

庁
舎

神
奈

川
県

小
田

原
市

荻
窪

3
5
0
-
1

3
5
.2

6
2
7
6
0

1
3
9
.1

5
3
0
5
0

国
道

1
号

線
か

ら
県

道
7
4
号

線
【
北

進
】

8
3
4
8
.5

3
㎡

普
通

車
1
7
4
台

✕
有

（
庁

舎
内

）
（
占

有
不

可
）

無
○

神
奈

川
県

0
4
6
5
-
3
2
-
8
0
0
0

小
田

原
市

消
防

本
部

無
神

奈
川

石
油

（
株

）
セ

ル
フ

小
田

原
飯

泉
神

奈
川

県
小

田
原

市
飯

泉
6
2
-
1

【
3
.1

ｋ
】

3
5
.2

8
0
2
1

1
3
9
.1

6
9
8
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合
防

災
備

蓄
倉

庫
神

奈
川

県
座

間
市

緑
ケ

丘
6
-
1
-
1
5

3
5
.4

9
3
1
3
9

1
3
9
.4

0
0
4
9
7

東
名

高
速

道
路

厚
木

ＩＣ
か

ら
国

道
2
4
6
号

【
北

進
】

東
名

高
速

道
路

横
浜

町
田

ＩＣ
か

ら
国

道
2
4
7
号

【
西

進
】

5
,1

2
0
.7

3
㎡

8
0
台

○
有

無
〇

座
間

市
0
4
6
-
2
5
2
-
7
3
9
5

座
間

市
危

機
管

理
課

無
座

間
市

消
防

本
部

座
間

市
相

武
台

1
－

4
8
－

1
3
5
.4

9
4
9
6
9

1
3
9
.4

0
1
8
1
4

1
0
,0

0
0

（
1
）

1
0
,0

0
0

（
1
）

セ
ル

フ
非

常
電

源
無

0
4
6
-
2
5
6
-
2
2
1
1

自
家

用

4
4

綾
瀬

市
民

文
化

セ
ン

タ
ー

駐
車

場
神

奈
川

県
綾

瀬
市

深
谷

中
1
-
3
-
1

3
5
.4

3
4
1
0
9

1
3
9
.4

2
9
9
4

主
要

丸
子

・
中

山
茅

ヶ
崎

線
か

ら
藤

沢
座

間
厚

木
線

【
北

進
】

3
,3

3
0
㎡

1
6
7
台

○
無

無
未

施
設

管
理

者
0
4
6
7
-
7
6
-
2
1
1
3

綾
瀬

市
消

防
本

部
有

【
5
6
】

D
r.
D

ri
ve

綾
瀬

中
央

ss
神

奈
川

県
綾

瀬
寺

尾
釜

田
1
-
1
-
3

【
1
.2

ｋ
ｍ

】
3
5
.4

4
4
1
9
6

1
3
9
.4

2
3
4
2
4

4
0
,0

0
0

（
2
）

1
0
,0

0
0

（
2
）

セ
ル

フ
非

常
電

源
無

0
4
6
7
-
7
9
-
5
2
2
2

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
5

葉
山

町
消

防
署

神
奈

川
県

三
浦

郡
葉

山
町

堀
内

2
0
5
0
-
1
0

3
5
.2

7
1
2
7
9

1
3
9
.5

8
5
1
1

逗
葉

新
道

か
ら

国
道

1
3
4
号

【
南

進
】

2
,1

5
4
㎡

2
7
台

（
推

）
○

有
無

○
葉

山
町

0
4
6
-
8
7
6
-
0
1
1
9

葉
山

町
消

防
本

部
無

湘
南

菱
油

株
式

会
社

神
奈

川
県

三
浦

郡
葉

山
町

一
色

1
4
6
1

3
5
.2

6
8
7
8
0

1
3
9
.5

8
5
5
4
7

3
0
0
0
0

(４
）

1
0
0
0
0

(４
）

セ
ル

フ
給

油
不

可
有

0
4
6
-
8
7
5
-
2
9
6
6

年
中

無
休

7
:0

0
～

2
3
:0

0

4
6

南
郷

上
ノ

山
公

園
神

奈
川

県
三

浦
郡

葉
山

町
長

柄
1
8
8
8
－

1
3
5
.2

8
4
5
8
3

1
3
9
.6

0
1
2
4

逗
葉

新
道

か
ら

県
道

3
1
1
号

【
西

進
】

2
8
8
,0

0
0
㎡

大
型

3
台

普
通

1
8
8
台

○
有

有
未

施
設

管
理

者
0
4
6
-
8
7
6
-
1
1
0
0

葉
山

町
消

防
本

部
無

株
式

会
社

富
士

オ
イ

ル
神

奈
川

県
三

浦
郡

葉
山

町
長

柄
1
8
1
4
-
1

3
5
.2

8
7
8
7
6

1
3
9
.5

9
7
1
8
2

5
0
0
0
0

(６
）

1
0
0
0
0

(６
）

セ
ル

フ
給

油
不

可
有

0
4
6
-
8
4
5
-
9
3
6
0

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
7

川
と

の
ふ

れ
あ

い
公

園
神

奈
川

県
高

座
郡

寒
川

町
一

之
宮

3
0
0
3
-

1
（
又

は
寒

川
町

宮
山

4
3
2
1
-
1
）

3
5
.3

7
5
1
8
4

1
3
9
.3

7
4
0
1

寒
川

北
ＩＣ

か
ら

県
道

相
模

原
茅

ヶ
崎

線
【
南

進
】

7
2
,0

0
0
㎡

2
5
0
台

✕
有

/
否

無
未

寒
川

町
0
4
6
7
-
7
4
-
1
1
1
1

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

有
【
5
8
】

（
株

）
木

内
石

油
神

奈
川

県
高

座
郡

寒
川

町
田

端
1
4
4
8
【
2
.5

km
】

3
5
.3

5
2
0
4
0

1
3
9
.3

8
0
2
6
3

4
0
,0

0
0

（
5
）

2
0
,0

0
0

（
5
）

セ
ル

フ
非

常
電

源
有

0
4
6
7
-
7
5
-
2
4
6
9

7
:0

0
～

2
1
:0

0

4
8

県
立

お
お

い
そ

学
園

神
奈

川
県

中
郡

大
磯

町
生

沢
5
2
7

3
5
.3

1
6
5
1
8

1
3
9
.2

8
1
8
6

小
田

原
厚

木
道

路
か

ら
県

道
6
3
号

線
【
東

進
】

1
5
1
,7

0
5
㎡

1
8
台

（
推

）
✕

有
無

末
神

奈
川

県
0
4
6
3
-
7
1
-
0
5
9
0

大
磯

町
消

防
本

部
有

【
5
9
】

ナ
ガ

シ
マ

株
式

会
社

大
磯

生
沢

S
S

神
奈

川
県

中
郡

大
磯

町
生

沢
4
9
3

【
0
.5

ｋ
ｍ

】
3
5
.1

8
4
6
4
0

1
3
9
.1

6
5
1
7
3

5
6
,0

0
0
（
8
）

1
6
0
0
0
（
8
）

セ
ル

フ
手

動
ポ

ン
プ

有
0
4
6
3
-
7
4
-
4
8
1
2

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
9

二
宮

町
消

防
本

部
神

奈
川

県
中

郡
二

宮
町

中
里

7
1
1
-
1

3
5
.3

0
7
9
3
2

1
3
9
.2

5
1
9
7

東
名

高
速

道
路

秦
野

中
井

IC
か

ら
県

道
7
1
号

【
南

進
】

1
,3

9
4
㎡

0
台

✕
有

無
無

二
宮

町
0
4
6
3
-
7
2
-
0
0
1
5

二
宮

町
消

防
本

部
無

有
限

会
社

　
露

木
商

会
神

奈
川

県
中

郡
二

宮
町

一
色

1
2
9
9

【
1
K
m

】
3
5
.3

1
2
9
9
9

1
3
9
.2

4
4
3
1
4

5
0
,0

0
0

（
６

）
2
0
,0

0
0

（
６

）
セ

ル
フ

手
動

ポ
ン

プ
有

0
4
6
3
-
7
1
-
2
2
4
1

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

5
0

箱
根

町
湯

本
箱

根
新

道
入

口
付

近
神

奈
川

県
足

柄
下

郡
箱

根
町

湯
本

1
9
0
-
2

3
5
.2

3
2
2
7
3

1
3
9
.1

1
2
5
0

国
道

1
号

線
か

ら
箱

根
新

道
【
東

進
】

5
,5

0
0
㎡

1
1
0
台

○
無

無
△

国
土

交
通

省
な

し
箱

根
町

消
防

本
部

無
エ

ネ
オ

ス
（
有

）
中

野
石

油
箱

根
湯

本
Ｓ

Ｓ

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
湯

本
4
0

【
0
.6

㎞
】

3
5
.2

3
7
1
5
4

1
3
9
.1

1
5
8
8
7

4
0
,0

0
0

(4
)

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル

フ
手

動
ポ

ン
プ

有
り

0
4
6
0
-
8
5
-
7
0
2
8

年
中

無
休

7
：
3
0
～

2
0
：
0
0

5
1

箱
根

町
箱

根
箱

根
新

道
箱

根
峠

付
近

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
箱

根
3
8
1
-

2
2

3
5
.1

8
6
5
3
8

1
3
9
.0

1
6
0
0

静
岡

県
か

ら
国

道
1
号

線
【
南

進
】

4
,4

0
0
㎡

2
0
台

○
有

無
△

箱
根

町
0
4
6
0
-
8
3
-
7
3
1
0

箱
根

町
消

防
本

部
無

エ
ネ

オ
ス

箱
根

石
油

（
株

）
芦

ノ
湖

Ｓ
Ｓ

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
元

箱
根

1
0
9

【
3
.4

㎞
】

3
5
.2

0
3
6
6
3

1
3
9
.0

3
3
5
4
6

2
8
,0

0
0

(8
)

9
0
0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
り

0
4
6
0
-
8
3
-
6
6
1
5

木
曜

定
休

日
8
：
0
0
～

1
8
：
0
0

5
2

箱
根

町
仙

石
原

乙
女

ト
ン

ネ
ル

箱
根

側
手

前
神

奈
川

県
足

柄
下

郡
箱

根
町

仙
石

原
1
2
3
6
-
2
7

3
5
.2

7
4
0
1
5

1
3
8
.9

9
1
0
8

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
8
号

線
【
北

進
】

9
0
0
㎡

1
0
台

○
有

無
△

小
田

原
土

木
事

務
所

0
4
6
0
-
8
4
-
3
5
0
0

箱
根

町
消

防
本

部
無

出
光

山
越

箱
根

湖
尻

給
油

所
神

奈
川

県
足

柄
下

郡
箱

根
町

元
箱

根
1
6
0
【
9
.6

㎞
】

3
5
.2

3
7
8
2
6

1
3
9
.9

9
8
2
8
7

2
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
,0

0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
0
-
8
4
-
7
0
2
2

年
中

無
休

8
:0

0
～

1
8
：
0
0

5
3

幕
山

公
園

及
び

公
園

駐
車

場
神

奈
川

県
湯

河
原

町
鍛

冶
屋

9
5
1
-
1

3
5
.1

6
6
8
4
7

1
3
9
.0

8
9
2
6

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

1
,6

0
0
㎡

8
0
台

△
有

(占
有

不
可

）
無

未
湯

河
原

町

0
4
6
5
-
6
3
-
2
1
1
1
（
役

場
観

光
課

）
0
4
6
5
-
6
3
-
1
9
7
7
（
公

園
管

理
棟

）

湯
河

原
町

消
防

本
部

有
【
6
9
】

セ
ル

フ
湯

河
原

Ｓ
Ｓ

/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル

フ
無

無
0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0

5
4

湯
河

原
町

民
体

育
館

及
び

湯
河

原
町

民
体

育
館

駐
車

場
神

奈
川

県
湯

河
原

町
中

央
２

-
2
1
-
1

3
5
.1

4
9
2
4
9

1
3
9
.1

1
0
4
7

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

2
6
0
2
㎡

普
通

車
1
0
9

台
・
大

型
バ

ス
6
台

○
有

(占
有

不
可

）
有

未
湯

河
原

町

0
4
6
5
-
6
2
-
1
1
2
5
（
役

場
社

会
教

育
課

）
0
4
6
5
-
6
2
-
1
2
0
0
（
駐

車
場

管
理

棟
）

湯
河

原
町

消
防

本
部

有
【
7
0
】

セ
ル

フ
湯

河
原

Ｓ
Ｓ

/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル

フ
無

無
0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0

5
5

湯
河

原
町

総
合

運
動

公
園

神
奈

川
県

湯
河

原
町

吉
浜

1
9
8
7
-
8

3
5
.1

6
6
0
9
9

1
3
9
.1

1
9
7
6

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

1
0
.1

㏊
1
5
0
台

○
有

(占
有

不
可

）
無

未
湯

河
原

町

0
4
6
5
-
6
3
-
2
1
1
1
（
役

場
公

園
課

）
0
4
6
5
-
6
3
-
7
2
8
8
（
パ

ー
ク

ゴ
ル

フ
管

理
棟

）

湯
河

原
町

消
防

本
部

有
【
7
1
】

セ
ル

フ
湯

河
原

Ｓ
Ｓ

/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル

フ
無

無
0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0

　
※

行
が

足
り

な
い

場
合

は
、

適
宜

、
行

を
追

加
し

て
下

さ
い

。
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資料７

座標（ＷＧＳ） 責任者・管理者等
※世界測地系 電話番号

35 ° 20 ′ 47 ″ N
横 浜 市 港 湾 局
建 設 保 全 部 保 全 管 理 課

139 ° 38 ′ 15 ″ E 045-671-7200

35 ° 20 ′ 32 ″ N 横 浜 市 消 防 局 航 空 隊

139 ° 39 ′ 23 ″ E 045-784-0119

35 ° 27 ′ 02 ″ N 横 浜 市 役 所 災 害 情 報 室

139 ° 38 ′ 03 ″ E 045-671-4419

35 ° 31 ′ 20 ″ N 川 崎 市 消 防 局 警 防 部 警 防 課

139 ° 42 ′ 08 ″ E 044-223-2605

35 ° 31 ′ 24 ″ N 川 崎 病 院 庶 務 課

139 ° 42 ′ 33 ″ E 044-233-5521

35 ° 56 ′ 24 ″ N 横 山 公 園 管 理 事 務 所

139 ° 36 ′ 38 ″ E  042-758-0886 

35 ° 31 ′ 31 ″ N 相 模 原 麻 溝 公 園 管 理 事 務 所

139 ° 23 ′ 30 ″ E 042-777-3451

35 ° 13 ′ 44 ″ N 横 須 賀 市 消 防 局 警 防 課

139 ° 43 ′ 25 ″ E 046-821-6471

35 ° 16 ′ 53 ″ N 横 須 賀 市 立 常 葉 中 学 校

139 ° 40 ′ 27 ″ E 046-825-7410

35 ° 20 ′ 34 ″ N
平 塚 市 役 所
都 市 整 備 部 総 合 公 園 課

139 ° 20 ′ 25 ″ E 0463-35-2233

35 ° 19 ′ 19 ″ N 笛 田 公 園 管 理 事 務 所

139 ° 31 ′ 16 ″ E 0467-32-0559

35 ° 22 ′ 43 ″ N 藤 沢 市 消 防 局 消 防 総 務 課

139 ° 27 ′ 30 ″ E 0466-50-3576

35 ° 18 ′ 17.9 ″ N
指 定 管 理 者 （ 一 財 ）
小 田 原 市 事 業 協 会

139 ° 10 ′ 22.9 ″ E 0465-33-1583

35 ° 19 ′ 11.5 ″ N 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

139 ° 24 ′ 18.4 ″ E 0467-82-7175

35 ° 18 ′ 12.09 ″ N 逗 子 市 教 育 委 員 会

139 ° 36 ′ 15.44 ″ E 046-873-2070

35 ° 36 ′ 55 ″ N 学 校 法 人 上 智 学 院

139 ° 23 ′ 46 ″ E 0463-81-0119

35 ° 24 ′ 16 ″ N 神 奈 川 県

139 ° 21 ′ 10 ″ E 046-227-0001

35 ° 28 ′ 31 ″ N 文 化 ス ポ ー ツ 部 ス ポ ー ツ 課

139 ° 27 ′ 27 ″ E 046-260-5762

35 ° 25 ′ 28 ″ N 成 城 学 園 伊 勢 原 総 合 グ ラ ウ ン ド 事 業 所 所 長

139 ° 18 ′ 18 ″ E 0463－93－0771

35 ° 26 ′ 19 ″ N 海 老 名 市 教 育 部 教 育 総 務 課

139 ° 23 ′ ７ ″ E 046-231-2111

35 ° 29 ′ 7 ″ N 座 間 市 教 育 委 員 会

139 ° 23 ′ 32 ″ E 046-251-0009

35 ° 29 ′ 8 ″ N 座 間 市 （ 公 園 緑 政 課 ）

139 ° 25 ′ 13 ″ E 046-252-7222

35 ° 30 ′ 11 ″ N 座 間 市 （ ス ポ ー ツ 課 ）

139 ° 25 ′ 48 ″ E 046-2528162

35 ° 28 ′ 39 ″ N 座 間 市 （ ス ポ ー ツ 課 ）

139 ° 22 ′ 49 ″ E 046-2528162

35 ° 25 ′ 59 ″ N 綾 瀬 市 中 央 公 民 館

139 ° 25 ′ 43 ″ E 0467-77-1131

35 ° 16 ′ 18 ″ N 葉 山 町 教 育 委 員 会

139 ° 35 ′ 4 ″ E 046-876-1111

35 ° 22 ′ 31 ″ N 寒 川 町 都 市 計 画 課

139 ° 22 ′ 26 ″ E 0467-74-1111

35 ˚ 18 ′ 3 ″ N 大 磯 プ リ ン ス ホ テ ル

139 ˚ 17 ′ 4 ″ E 0463-61-1111

35 ° 29 ′ 90" Ｎ 二 宮 町 生 涯 学 習 課

139 ° 24 ′ 9" Ｅ 0463-71-8032

35 ° 14 ′ 50.58 ″ N 東 方 之 光 事 務 所

139 ° 01 ′ 47.68 ″ E 0460-86-1111

35 ° 9 ′ 57.8 ″ N 湯 河 原 町 役 場 公 園 課

139 ° 7 ′ 11.2 ″ E 0465-63-2111

35 ° 31 ′ 25 ″ N 愛 川 町 消 防 本 部

139 ° 18 ′ 56 ″ E 046-285-3131

35 ° 32 ′ 14 ″ N 神 奈 川 県

139 ° 15 ′ 47 ″ E 045-210-8217

大磯町消防本部
（フォワードベース登録ヘリ

ポート）

新田宿グラウンド 新田宿2178 座間市消防本部

小田原市

茅ヶ崎市

逗子市

鎌倉市消防本部

愛川町消防本部
神奈川県立

愛川ふれあいの村
愛川町半原3390番地 愛川町消防本部

愛川町

厚木市下津古久280

綾瀬市消防本部

葉山町消防本部

茅ヶ崎市消防本部

海老名市消防本部 中新田小学校

座間小学校

成城学園伊勢原
総合グラウンド

箱根町消防本部

湯河原町消防本部

愛川町消防本部

二宮町消防本部

綾瀬市消防本部

葉山町消防本部

茅ヶ崎市消防本部

秦野市

厚木市

大和市

愛川町消防本部

大磯町消防本部

二宮町消防本部

箱根町消防本部

湯河原町消防本部湯河原町

伊勢原市

海老名市

座間市消防本部

厚木市消防本部

大和市消防本部

伊勢原市消防本部

葉山町

座間市消防本部

寒川町

座間市

座間市消防本部

指揮支援隊受入れヘリコプター臨時離着陸場一覧

湯河原町総合
運動公園

愛川町消防訓練場

大和市上草柳1‐1‐1

伊勢原市西富岡448番の1

海老名市新田1-15-1

座間2-3133

綾瀬市早川463

葉山町堀内2050番地

神奈川県高座郡寒川町
宮山4621-1

中郡大磯町国府本郷546

市民文化センター
第２駐車場（南側）

葉山小学校校庭

川とのふれあい公園

大磯ロングビーチ
第１駐車場

東方之光第3駐車場

大磯町

二宮町

箱根町

綾瀬市

強羅1322

神奈川県湯河原町
吉浜1987-8

愛川町角田4047番地

秦野市消防本部

中郡二宮町山西2023-1二宮町民運動場

秦野市上大槻680-2

藤沢市消防防災
訓練センター

藤沢市消防局

川崎市消防局

相模原市中央区横山
5-11-50

横須賀市長瀬３-４-１

平塚市大原１-１

笛田3-30-1

藤沢市石川3417-1

小田原市東大友113

茅ヶ崎市中海岸3-3-11

逗子市池子3-9-1

上府中公園

茅ヶ崎公園野球場

池子小学校校庭

川崎市消防局
川崎市立川崎病院
（4ｔを超える場合）

川崎市川崎区新川通１２－１

川崎市川崎区南町　２０－７

小田原市消防本部

茅ヶ崎市消防本部

逗子市消防本部

市町村等
指揮支援部隊

受入先
名称 所在地

横浜市消防局

神奈川県庁
 第二分西庁舎

横浜市役所屋上 横浜市中区本町6-50-10

みなとみらいヘリポート 横浜市西区みなとみらい１神奈川県

横浜市 横浜市消防局 横浜ヘリポート
横浜市金沢区福浦

三丁目２番地

相模原市

相模原市消防局
相模原麻溝公園

第３駐車場
相模原市南区

麻溝台２３１７番地１

横浜市

平塚市

鎌倉市

藤沢市

相模原市消防局

平塚市消防本部

川崎市消防局総合庁舎
（4ｔまで）

横山公園人工芝
グラウンド

横須賀市消防局
消防総合訓練センター

総合公園内
平塚競技場

笛田公園運動場

川崎市

横須賀市
三浦市

横須賀市立
常葉中学校グラウンド

横須賀市小川町18

横須賀市消防局

管轄消防本部

横浜市消防局

横浜市消防局

川崎市消防局

相模原市消防局

平塚市消防本部

鎌倉市消防本部

藤沢市消防局

相模原市消防局

横須賀市消防局

川崎市消防局

横浜市消防局

芹沢公園多目的広場 栗原2541-1 座間市消防本部

座間市消防本部 市民球場 相模が丘6-36-24 座間市消防本部

小田原市消防本部

茅ヶ崎市消防本部

逗子市消防本部

秦野市消防本部

厚木市消防本部

大和市消防本部

伊勢原市消防本部

海老名市消防署

座間市消防本部

上智大学短期大学部

神奈川県
総合防災センター

大和スポーツセンター
競技場
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足
柄

上
郡

大
井

町
金

子
8
3

【
3
.5

ｋ
】

3
5
.3

3
8
8
9
0

1
3
9
.1

5
2
1
9
0

5
0
,0

0
0

(5
)

2
0
,0

0
0

(5
)

セ
ル

フ
給

油
不

可
無

0
4
6
5
-
8
5
-
0
1
2
3

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

宿
営

場
所

一
覧

表

28
1231



名
　
称

住
　
所

緯
　

度
経

　
度

当
該

宿
営

場
所

へ
の

進
出

ル
ー

ト
敷

　
地

面
　

積
地

　
盤

状
　

況
駐

車
台

数
拠

点
機

能
形

成
車

の
進

入

ト
イ

レ
（

設
置

数
)

（
占

有
可

否
）

水
　

道
（

設
置

数
)

施
設

の
活

用
（

収
容

人
員

）

耐
震

性
の

有
無

指
定

避
難

所
等

の
指

定
の

有
無

他
実

動
機

関
と

の
調

整
管

理
者

電
話

番
号

担
当

消
防

本
部

事
業

所
名

住
所

【
同

拠
点

か
ら

の
距

離
】

緯
　

度
経

　
度

ガ
ソ

リ
ン

（
レ

ー
ン

数
）

軽
油

（
レ

ー
ン

数
）

フ
ル

・
セ

ル
フ

停
電

時
の

対
応

協
定

の
有

無
電

話
番

号
営

業
日

時

3
7

松
田

中
学

校
神

奈
川

県
足

柄
上

郡
松

田
町

松
田

惣
領

1
4
0
0

3
5
.2

0
3
4
6
4

1
3
9
.8

2
3
1
4
4

国
道

2
5
5
号

線
か

ら
県

道
7
1
1
号

線
【
北

進
】

1
8
,9

7
4
㎡

土
普

通
車

4
0
台

✕
有

（
1
1
）

（
占

有
不

可
）

有
有

有
有

未
松

田
町

0
4
6
5
-
8
2
-
2
2
6
1

小
田

原
市

消
防

本
部

3
8

県
立

山
北

高
校

神
奈

川
県

足
柄

上
郡

山
北

町
向

原
2
3
7
0

3
5
.2

1
1
5
5
2

1
3
9
.6

2
9
0
7
8

国
道

2
4
6
号

線
3
5
.5

7
7
㎡

土
普

通
車

6
0
台

✕
有 （
6
）

（
占

有
不

可
）

有
有

一
部

耐
震

有
○

神
奈

川
県

0
4
6
5
-
7
5
-
0
8
2
8

小
田

原
市

消
防

本
部

3
9

県
立

吉
田

島
総

合
高

校
神

奈
川

県
足

柄
上

郡
開

成
町

吉
田

島
　

2
8
1

3
5
.2

0
1
0
2
5

1
3
9
.7

3
2
8
3
0

東
名

高
速

道
路

大
井

松
田

IC
か

ら
県

道
7
8
号

線
【
南

進
】

6
5
7
0
5
㎡

土
普

通
車

2
0
台

✕
有 （
7
）

（
占

有
不

可
）

有
有

（
9
2
0
人

）
有

有
未

神
奈

川
県

0
4
6
5
-
8
2
-
0
1
5
1

小
田

原
市

消
防

本
部

4
0

東
海

カ
ー

ボ
ン

株
式

会
社

湘
南

工
場

神
奈

川
県

茅
ヶ

崎
市

円
蔵

3
7
0

3
5
.3

4
1
8
7
9

1
3
9
.4

0
0
5
3
4

茅
ヶ

崎
西

ＩＣ
か

ら
国

道
１

号
【
西

進
】

8
,0

4
0
㎡

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

2
9
7
台

△
有

無
無

無
無

未
湘

南
工

場
0
4
6
7
-
8
2
-
1
6
0
0

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

茅
ヶ

崎
石

油
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

1
-
5
-

3
3

【
2
.0

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

3
2
1
0
9

1
3
9
.4

0
1
9
0
2

6
4
,0

0
0

（
6
）

1
2
,0

0
0

（
6
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
7
-
8
6
-
7
7
7
7

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
1

茅
ケ

崎
市

立
中

央
公

園
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

2
-
3
-
1

3
5
.3

3
5
5
8
2

1
3
9
.4

0
6
1
5
1

茅
ヶ

崎
西

ＩＣ
か

ら
国

道
１

号
【
西

進
】

約
4
8
,0

0
0
㎡

芝
1
8
0
台

○
有

有
無

-
有

未
茅

ヶ
崎

市
0
4
6
7
-
8
2
-
1
1
1
1

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

茅
ヶ

崎
石

油
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

1
-
5
-

3
3

【
2
.1

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

3
2
1
0
9

1
3
9
.4

0
1
9
0
2

6
4
,0

0
0

(6
）

1
2
,0

0
0

(6
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
7
-
8
6
-
7
7
7
7

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
2

茅
ヶ

崎
市

民
文

化
会

館
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

1
-
1
1
-
1

3
5
.3

3
5
2
2
3

1
3
9
.4

0
4
0
4
8

茅
ヶ

崎
西

ＩＣ
か

ら
国

道
１

号
【
西

進
】

約
1
1
,0

0
0
㎡

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

3
0
台

✕
有

有
有

(4
4
4
人

)
無

無
未

茅
ヶ

崎
市

0
4
6
7
-
8
2
-
1
1
1
1

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

茅
ヶ

崎
石

油
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

1
-
5
-

3
3

【
2
.2

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

3
2
1
0
9

1
3
9
.4

0
1
9
0
2

6
4
,0

0
0

(6
）

1
2
,0

0
0

(6
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
7
-
8
6
-
7
7
7
7

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
3

東
邦

チ
タ

ニ
ウ

ム
株

式
会

社
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

3
-
3
-
5

3
5
.3

3
9
5
0
3

1
3
9
.4

0
4
1
8
7

茅
ヶ

崎
西

ＩＣ
か

ら
国

道
１

号
【
西

進
】

9
,0

0
0
㎡

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

7
5
台

△
有

無
無

無
無

未
施

設
管

理
者

0
4
6
7
-
8
7
-
2
8
3
0

茅
ヶ

崎
市

消
防

本
部

茅
ヶ

崎
石

油
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
茅

ヶ
崎

1
-
5
-

3
3

【
2
.3

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

3
2
1
0
9

1
3
9
.4

0
1
9
0
2

6
4
,0

0
0

(6
）

1
2
,0

0
0

(6
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
7
-
8
6
-
7
7
7
7

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
4

池
子

の
森

自
然

公
園

神
奈

川
県

逗
子

市
池

子
字

花
ノ

瀬
6
0
-
1

3
5
.3

0
3
7
4
1

1
3
9
.5

8
9
4
0

横
浜

横
須

賀
道

路
逗

子
ＩＣ

か
ら

県
道

2
4
号

【
西

進
】

3
2
,0

9
6
㎡

芝
・
土

6
4
0
台

○
有

有
無

-
無

未
逗

子
市

0
4
6
-
8
7
3
-
1
1
1
1

逗
子

市
消

防
本

部
エ

ス
・
ビ

ー
石

油
有

限
会

社
神

奈
川

県
逗

子
市

池
子

2
-
1
5
-
6

【
0
.8

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

0
6
3
8
6

1
3
9
.5

9
4
2
8
3

3
0
,0

0
0

（
7
）

1
0
,0

0
0

（
2
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
-
8
7
1
-
0
3
2
3

平
日

土
祝

7
:0

0
～

2
1
:0

0
日

8
:0

0
～

2
1
:0

0
定

休
日

：
 元

旦

4
5

県
立

秦
野

曽
屋

高
校

神
奈

川
県

秦
野

市
曽

屋
3
6
1
3
-
1

3
5
.3

7
8
8
6
4

1
3
9
.2

3
7
5
6
1

秦
野

中
井

ＩＣ
か

ら
県

道
7
0
号

【
北

進
】

1
4
,0

0
0
㎡

土
1
5
0
台

○
有

有
無

-
有

未
施

設
管

理
者

0
4
6
3
-
8
1
-
0
1
1
9

秦
野

市
消

防
本

部
神

奈
川

石
油

㈱
Ｒ

２
４

６
ハ

タ
ノ

Ｓ
Ｓ

神
奈

川
県

秦
野

市
落

合
3
-
1

【
0
.2

ｋ
ｍ

】
3
5
.3

7
9
5
1
6

1
3
9
.2

3
5
3
7
0

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
3
-
8
1
-
0
7
2
9

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
6

県
立

秦
野

総
合

高
校

神
奈

川
県

秦
野

市
南

が
丘

1
-
4
-
1

3
5
.3

5
8
0
4
4

1
3
9
.2

2
4
0
5
7

秦
野

中
井

ＩＣ
か

ら
県

道
7
0
号

【
南

進
】

1
0
,0

0
0
㎡

土
1
0
0
台

○
有

有
無

-
有

未
施

設
管

理
者

0
4
6
3
-
8
1
-
0
1
1
9

秦
野

市
消

防
本

部
コ

ス
モ

秦
野

石
油

販
売

（
株

）
南

関
東

カ
ン

パ
ニ

ー
神

奈
川

県
秦

野
市

尾
尻

5
7
1
-
1

【
0
.8

ｋ
ｍ

】
3
5
.2

1
4
2
5
7

1
3
9
.1

3
3
1
8
6

4
0
0
0
0

（
6
）

3
0
,0

0
0

（
6
）

セ
ル フ

給
油

不
可

有
0
4
6
3
-
8
0
-
3
1
0
1

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

4
7

上
智

大
学

短
期

大
学

部
神

奈
川

県
秦

野
市

上
大

槻
6
8
0
-
2

3
5
.3

6
5
5
3
2

1
3
9
.2

3
4
6
2
3

秦
野

中
井

ＩＣ
か

ら
県

道
7
0
号

【
北

進
】

1
2
,0

0
0
㎡

土
1
5
0
台

○
有

有
無

-
有

○
協

定
締

結
済

学
校

法
人

上
智

学
院

0
4
6
3
-
8
1
-
0
1
1
9

秦
野

市
消

防
本

部
（
有

）
高

橋
石

油
神

奈
川

県
秦

野
市

西
大

竹
3
0
1
-
1

【
0
.6

ｋ
ｍ

】
3
5
.2

1
4
3
4
6

1
3
9
.1

4
0
1
2
0

2
8
,8

0
0

（
4
）

9
,6

0
0

（
1
）

フ
ル

給
油

不
可

有
0
4
6
3
-
8
1
-
3
4
5
2

月
～

土
7
:0

0
～

2
0
:0

0
日

8
:0

0
～

1
9
:0

0
第

３
日

曜
定

休

4
8

県
立

秦
野

戸
川

公
園

神
奈

川
県

秦
野

市
堀

山
下

1
5
1
3

3
5
.4

0
4
9
8
6

1
3
9
.1

6
9
6
1
9

国
道

2
4
6
号

か
ら

県
道

7
0
6
号

【
北

進
】

1
0
,1

3
9
㎡

土
1
0
0
台

○
有

有
無

-
有

○
協

定
締

結
済

神
奈

川
県

平
塚

土
木

事
務

所
0
4
6
3
-
8
1
-
0
1
1
9

秦
野

市
消

防
本

部
㈱

相
武

石
油

神
奈

川
県

秦
野

市
戸

川
9
1
3

【
2
ｋ
ｍ

】
3
5
.3

9
1
6
0
5

1
3
9
.1

8
4
7
4
3

2
9
8
9
0

（
4
）

9
9
0
0

（
2
）

フ
ル

給
油

不
可

有
0
4
6
3
-
7
5
-
0
2
6
9

8
:0

0
～

1
9
:0

0
日

曜
定

休

4
9

神
奈

川
県

総
合

防
災

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
県

厚
木

市
下

津
古

久
2
8
0

3
5
.4

0
4
6
7
6

1
3
9
.3

5
2
9
8

東
名

高
速

道
路

厚
木

ＩＣ
か

ら
国

道
1
2
9
号

線
【
南

進
】

6
6
,2

8
0
㎡

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

4
3
3
台

（
推

）
○

有
有

有
有

有
〇

神
奈

川
県

0
4
6
-
2
2
7
-
0
0
0
1

厚
木

市
消

防
本

部
（
株

）
E
N

E
O

S
ウ

イ
ン

グ
厚

木
イ

ン
タ

ー
T
S

給
油

所
神

奈
川

県
厚

木
市

酒
井

3
1
2
5

【
2
.1

㎞
】

3
5
.4

1
6
9
0
2

1
3
9
.3

6
2
3
6
5

4
5
0
0
0

（
8
）

9
0
0
0
0

（
4
）

フ
ル

有
0
4
6
-
2
2
7
-
4
7
1
1

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

5
0

県
立

厚
木

西
高

校
神

奈
川

県
厚

木
市

森
の

里
青

山
1
2
-

1
3
5
.4

4
8
7
5
1

1
3
9
.3

1
3
0
1
1

東
名

高
速

道
路

厚
木

ＩＣ
か

ら
国

道
1
2
9

号
線

・
県

道
6
3
号

線
【
西

進
】

4
0
,0

0
0

土
2
5
0
台

（
推

）
○

有
有

有
（
1
,6

5
0
）

有
無

〇
神

奈
川

県
0
4
6
-
2
4
8
-
1
7
0
5

厚
木

市
消

防
本

部
㈲

飯
山

石
油

神
奈

川
県

厚
木

市
飯

山
5
1
8

3
5
.4

6
6
1
0
6

1
3
9
.3

3
8
1
0
7

3
7
4
0
0

（
6
）

1
8
7
0
0

（
4
）

フ
ル

手
動

ポ
ン

プ
有

0
4
6
-
2
4
1
-
1
6
4
8

年
中

無
休

2
4
時

間
営

業

5
1

柏
木

学
園

高
等

学
校

神
奈

川
県

大
和

市
4
-
4
-
2
2

3
5
,4

8
2
,1

4
6

1
3
9
,4

6
0
,1

3
5

横
浜

町
田
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3
5
.2

4
2
1
8
3

1
3
9
.0

5
6
7
2
3

国
道

1
号

線
蛇

骨
橋

か
ら

【
北

進
】

2
,4

0
0
㎡

土
7
6
台

✕
有

有
有

（
2
0
0
人

）
有

有
未

箱
根

町
0
4
6
0
-
8
2
-
2
0
3
6

箱
根

町
消

防
本

部
エ

ネ
オ

ス
箱

根
宮

ノ
下

S
S

箱
根

登
山

ト
ー

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
宮

ノ
下 1
0
3
【
1
.0

㎞
】

3
5
.2

4
2
6
9
0

1
3
9
.0

6
2
8
3
3

4
0
,0

0
0

（
5
）

1
0
,0

0
0

（
2
）

フ
ル

手
動

ポ
ン

プ
有

0
4
6
0
-
8
2
-
3
7
3
7

木
曜

定
休

日
7
:3

0
～

1
8
：
0
0

6
7

仙
石

原
小

学
校

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
仙

石
原

9
8
1

3
5
.2

7
0
8
6
5

1
3
9
.0

1
4
9
4
5

国
道

1
3
8
号

線
仙

石
原

交
差

点
か

ら
【
南

進
→

東
進

】
8
,5

0
0
㎡

土
2
4
0
台

○
有

有
有

（
2
0
0
人

）
有

有
未

箱
根

町
0
4
6
0
-
8
4
-
8
0
4
9

箱
根

町
消

防
本

部
出

光
山

越
箱

根
湖

尻
給

油
所

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
元

箱
根

1
6
0
【
6
.8

㎞
】

3
5
.2

3
7
8
2
6

1
3
9
.9

9
8
2
8
7

2
0
,0

0
0

（
4
）

1
0
,0

0
0

（
4
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
0
-
8
4
-
7
0
2
2

年
中

無
休

8
:0

0
～

1
8
：
0
0

6
8

箱
根

や
す

ら
ぎ

の
森

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
箱

根
3
8
1
-
4

3
5
.1

8
7
8
8
5

1
3
9
.0

1
6
4
6
9

箱
根

新
道

箱
根

峠
ＩＣ

か
ら

国
道

1
号

線
【
北

進
】

4
4
4
,0

0
0
㎡

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

2
1
9
台

○
有

有
無

-
無

△
自

然
環

境
保

全
セ

ン
タ

ー
0
4
6
0
-
8
3
-
6
0
0
6

箱
根

町
消

防
本

部
エ

ネ
オ

ス
箱

根
石

油
（
株

）
芦

ノ
湖

Ｓ
Ｓ

神
奈

川
県

足
柄

下
郡

箱
根

町
元

箱
根

1
0
9
【
3
.1

㎞
】

3
5
.2

0
3
6
6
3

1
3
9
.0

3
3
5
4
6

2
8
,0

0
0

（
8
）

9
,0

0
0

（
8
）

フ
ル

非
常

電
源

有
0
4
6
0
-
8
3
-
6
6
1
5

木
曜

定
休

日
8
:0

0
～

1
8
：
0
0

6
9

幕
山

公
園

及
び

幕
山

公
園

駐
車

場
神

奈
川

県
湯

河
原

町
鍛

冶
屋

9
5
1
-
1

3
5
.1

6
6
8
4
7

1
3
9
.0

8
9
2
5
8

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

1
,6

0
0
㎡

土
8
0
台

△
有

(占
有

不
可

）
有

無
-

無
未

湯
河

原
町

0
4
6
5
-
6
3
-
2
1
1
1
（
役

場
観

光
課

）
0
4
6
5
-
6
3
-

1
9
7
7
（
公

園
管

理
棟

）
湯

河
原

町
消

防
本

部
セ

ル
フ

湯
河

原
Ｓ

Ｓ
/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル フ

無
無

0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0

7
0

湯
河

原
町

民
体

育
館

及
び

湯
河

原
町

民
体

育
館

駐
車

場
神

奈
川

県
湯

河
原

町
中

央
２

-
2
1
-
1

3
5
.1

4
9
2
4
9

1
3
9
.1

1
0
4
7

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

2
6
0
2
㎡

砂
利

・
土

普
通

車
1
0
9

台
・
大

型
バ

ス
6
台

○
有

(占
有

不
可

）
有

有
（
7
8
3
人

）
有

有
未

湯
河

原
町

0
4
6
5
-
6
2
-
1
1
2
5
（
役

場
社

会
教

育
課

）
0
4
6
5
-
6
2
-
1
2
0
0
（
駐

車
場

管
理

棟
）

湯
河

原
町

消
防

本
部

セ
ル

フ
湯

河
原

Ｓ
Ｓ

/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル フ

無
無

0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0

7
1

湯
河

原
町

総
合

運
動

公
園

神
奈

川
県

湯
河

原
町

吉
浜

1
9
8
7
-
8

3
5
.1

6
6
0
9
9

1
3
9
.1

1
9
7
6

静
岡

県
か

ら
国

道
1
3
5
号

線
【
北

進
】

1
0
.1

㏊
芝

・
土

1
5
0
台

○
有

(占
有

不
可

）
有

無
-

有
未

湯
河

原
町

0
4
6
5
-
6
3
-
2
1
1
1
（
役

場
公

園
課

）
0
4
6
5
-
6
3
-
7
2
8
8
（
パ

ー
ク

ゴ
ル

フ
管

理
棟

）

湯
河

原
町

消
防

本
部

セ
ル

フ
湯

河
原

Ｓ
Ｓ

/
㈲

島
袋

商
店

湯
河

原
町

中
央

1
-
1
8
-
1

3
5
.1

4
5
6
6
8

1
3
9
.1

1
1
4
3
1

3
8
0
0
0

（
4
）

1
0
0
0
0

（
4
）

セ
ル フ

無
無

0
4
6
5
-
6
3
-
2
6
7
7

年
中

無
休

6
：
0
0
～

2
3
：
0
0
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                                                 神奈川県災害対策本部 

 

                                                                   
【県内応援部隊】           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  現地消防本部 
   指揮本部

 

 
県内支援消防本部 

 

    消防応援活動調整本部 

緊急消防援助隊指揮支援部隊長 

連絡調整 
ＮＴＴ 

防災行政通信網 

被災地市町村  災害対策本部 

連絡調整（ＮＴＴ） 

緊急消防援

助隊航空隊 

（統制１） 

指揮支援本部 
（指揮支援隊長） 

活動管理 
（統制１） 

連絡調整（統制１） 

割当波 

＊ 凡例 
統制１：統制波１ 
主 ６：主運用波６（神奈川県割当て波） 
活動波：市町村波 
応 波：応援都道府県の主運用波１～７（６以外） 
割当波：統制波２、３または主運用波６ 
    ※資料 10 を参照 

資料９ 

応波 応波 

被災地地区幹事消防

機関 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

各地区幹事消防機関 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

割当波 割当波 

（同消防本部間は活動波又は署系波） （同消防本部間は活動波又は署系波） 

県 隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

県 隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

各 

部 

隊 

県内応援部隊 緊急消防援助隊 

割当波 

 
指揮系統 
連絡調整 
活動管理 

＊県隊とは、応援都道府県隊をいう。 

神奈川県内の無線通信運用体制 
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管轄消防本部 エリア チャンネル 基地局 予備チャンネル 基地局 

横浜市消防局 横浜市 

主運用波６ 円海山基地局 

  
統制波２ 西谷基地局 

統制波３ 都筑基地局 

川崎市消防局 川崎市 主運用波６ 
川崎・梶ケ谷 
西生田基地局 

統制波２ 
川崎・梶ケ谷 
西生田基地局 

相模原市消防局 相模原市 主運用波６ 相武台・小仏基地局 統制波３ 相武台基地局 

横須賀市消防局 
横須賀市 
三浦市 

統制波２ 横須賀基地局 主運用波６ 横須賀基地局 

平塚市消防本部 平塚市 統制波２ 防災センター基地局 
  

鎌倉市消防本部 鎌倉市 統制波３ 鎌倉基地局 
  

藤沢市消防局 藤沢市 統制波２ 
鎌倉基地局 
藤沢基地局   

小田原市消防本部 

小田原市 
中井町 

統制波３ 曽我基地局 
  

南足柄市 
開成町 
大井町 
松田町 
山北町 

主運用波６ 足柄基地局 
  

茅ヶ崎市消防本部 
茅ヶ崎市 
寒川町 

統制波３ 茅ヶ崎基地局 
  

逗子市消防本部 逗子市 主運用波６ 鎌倉基地局 
  

秦野市消防本部 秦野市 統制波２ 秦野基地局 
  

厚木市消防本部 
厚木市 
清川村 

統制波３ 防災センター基地局 
  

大和市消防本部 大和市 統制波３ 相武台基地局 統制波３ 柏ケ谷基地局 
伊勢原市消防本部 伊勢原市 主運用波６ 防災センター基地局 

  
海老名市消防本部 海老名市 統制波２ 柏ケ谷基地局 

  
座間市消防本部 座間市 統制波２ 柏ケ谷基地局 

  
綾瀬市消防本部 綾瀬市 統制波２ 柏ケ谷基地局 

  
葉山町消防本部 葉山町 統制波２ 横須賀基地局 主運用波６ 横須賀基地局 
大磯町消防本部 大磯町 主運用波６ 曽我基地局 統制波２ 曽我基地局 
二宮町消防本部 二宮町 主運用波６ 曽我基地局 統制波２ 曽我基地局 

箱根町消防本部 箱根町 主運用波６ 
箱根湯本基地局 
箱根仙石原基地局 

統制波２ 
箱根湯本基地局 
箱根仙石原基地局 

湯河原町消防本部 
湯河原町 
真鶴町 

主運用波６ 湯河原基地局 
  

愛川町消防本部 愛川町 統制波２ 愛川基地局 
  

チャンネル割当表 資料 10 
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G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
● 〇 〇 ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● 〇 ● 〇 ● ●

〇 〇 〇
● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●

〇 〇 〇
● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● 〇 ● ● ● ●
● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 〇 ● ● ● ●
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● 〇 ● 〇

〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

○ ○ ○

○ ○27

30
24
25
106
98
40

69

83
88
118

40
37
49
70
59
68

60
114
43

67

14
無

無
無
無
無
無

無
無
無
無
無
無
無

無
有

有
有

資料１１

有
有

有
有
有

有

周波数名称署活系無線機
の保有数

署活系無線の
保有状況

536
194
150

57
38
127
71

78

135
55

17
10

箱根町消防団
真鶴町消防団

有
有
有
有
有
有

有
無

有
有
有
有
有
有

有
有

無
無
無

無

65

開成町消防団

61
53

有
無
無
無
無

二宮町消防団
中井町消防団

山北町消防団

有
有
有
有

無
無
無

無
有
無

横浜市都筑消防団
横浜市戸塚消防団

多摩消防団
麻生消防団

川崎消防団
幸消防団
中原消防団

寒川町消防団
大磯町消防団

綾瀬市消防団
葉山町消防団

有
有

9
41
72
59
24
51

有
有
有

32

有
有
有
有

消防団
消防団
消防団
消防団
消防団
消防団

消防団
消防団
消防団
消防団
消防団
消防団

〇：通常使用している無線周波数　●：実装しているが使用していない無線周波数

無
無

無
無
無
無
有

無

消防団
消防団
消防団

平塚市消防本部
鎌倉市消防本部
藤沢市消防局

茅ヶ崎市消防本部

消防団
消防団
消防団

横浜市緑消防団

横浜市山手消防団
横浜市南消防団

横浜市栄消防団
横浜市泉消防団

茅ヶ崎市消防団
逗子市消防団
三浦市消防団

相模原市消防団
横須賀市消防団
平塚市消防団
鎌倉市消防団

横浜市青葉消防団

消防団
消防団
消防団
消防団

藤沢市消防団
小田原市消防団

横浜市港南消防団
横浜市保土ヶ谷消防団
横浜市旭消防団
横浜市磯子消防団
横浜市金沢消防団
横浜市港北消防団

消防団
消防団

消防団

消防団

消防団
消防団
消防団
消防団

消防団
消防団

大井町消防団
松田町消防団

消防団
消防団
消防団
消防団
消防団
消防団

消防団
消防団
消防団

消防団
消防団

横浜市神奈川消防団
横浜市西消防団
横浜市伊勢佐木消防団
横浜市加賀町消防団

消防団

消防団
消防団
消防団

湯河原町消防団
愛川町消防団
清川村消防団

消防団
消防団

伊勢原市消防団
海老名市消防団

消防団
消防団
消防団
消防団

秦野市消防団
厚木市消防団
大和市消防団

南足柄市消防団
座間市消防団

高津消防団
宮前消防団

消防本部
消防本部
消防本部

消防本部

座間市消防本部
綾瀬市消防本部

消防本部 葉山町消防本部
大磯町消防本部
二宮町消防本部
箱根町消防本部
湯河原町消防本部

消防団
消防団
消防団
消防団

消防団
消防団 横浜市瀬谷消防団

臨港消防団

愛川町消防本部
横浜市鶴見消防団

消防本部

消防本部 横浜市消防局
消防本部
消防本部

消防本部
消防本部
消防本部

相模原市消防局

消防本部
消防本部
消防本部
消防本部
消防本部
消防本部
消防本部
消防本部
消防本部

神奈川県

川崎市消防局
有 859

有
有

有
有

50
消防本部 小田原市消防本部 有

消防本部
14

有横須賀市消防局

25
21

秦野市消防本部
厚木市消防本部
大和市消防本部
伊勢原市消防本部
海老名市消防本部

逗子市消防本部

署活動用無線機周波数等一覧
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指令センター名称
連絡先

都筑基地局

横浜市都筑区平台27-1
N 35度 32分 08秒
E139度 34分 01秒

20W

西谷基地局

横浜市保土ケ谷区川島町522
N 35度 27分 58秒
E139度 34分 23秒

10W

円海山基地局

横浜市磯子区峰町675
N 35度 21分 45秒
E139度 35分 32秒

10W

川崎基地局

川崎市川崎区南町20-7
N 35度 31分 31秒
E139度 41分 56秒

梶ケ谷基地局

川崎市高津区向ヶ丘8-16
N 35度 35分 34秒
E139度 35分 51秒

西生田基地局

川崎市多摩区西生田5-28-1
N 35度 36分 19秒
E139度 31分 37秒

相武台分署基地局

相模原市南区新磯野2-51-1
N 35度 30分 49.3秒
E139度 24分 11.5秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

県活動調整本部及び県下
全消防本部から操作可能
【相模原市消防局】
・消防指令センター
　042-751-9111

〇 ○
相模原市消防局
消防指令センター
042-751-9111

小仏城山基地局

八王子市裏高尾町1793
N 35度 37分 48.8秒
E139度 13分 15.8秒

５W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

県活動調整本部及び県下
全消防本部から操作可能
【相模原市消防局】
・消防指令センター
　042-751-9111

〇 ○
相模原市消防局
消防指令センター
042-751-9111

横須賀市消防局

共通波横須賀基地局
　（協定上葉山町と共同利用）
横須賀市芦名
N 35度 15分 05秒
E139度 37分 44秒

20W
受信：3波同時
送信：3波同時

通信所（指令センター等）からの
送信で起動（基地局で5秒間電波
の送受信無い場合は折返し機能解
除）

県活動調整本部
045-210-3456
その他県内23消防本部

葉山基地局の管理は
横須賀市消防局
046-822-0119

○ ×

平塚市消防本部

防災センター基地局
神奈川県総合防災センター
厚木市下津古久280
N 35度 40'46分 76秒
E139度 35'29分  8秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後、10秒間起動

厚木市消防本部
046－221－2331

× ○
平塚市・大磯町・二宮町
共同消防指令センター

鎌倉市消防本部

鎌倉基地局

鎌倉市梶原4-7
N 35度 19分 33秒
E139度 32分 00秒

20W
受信：３波同時
送信：３波同時

移動局からの通信に指令台から応
答することで起動

鎌倉市消防本部
指令情報課
0467-44-0119

〇 ― ―

藤沢基地局

藤沢市用田480
N35度 24分 12秒
E139度 25分 15秒

5W

鎌倉基地局

鎌倉市梶原4-7
N35度 19分 33秒
E139度 32分 00秒

20W

曽我基地局

神奈川県小田原市曽我谷津1175-27
N 35度 18分 41秒
E139度 12分 00秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動

県活動調整本部
045-210-3456

県内各市町
消防指令センター

〇 〇 小田原市消防本部

足柄基地局

神奈川県南足柄市怒田40-1
N 35度 19分 11秒
E139度 06分 48秒

5W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動

県活動調整本部
045-210-3456

県内各市町
消防指令センター

○ 〇 小田原市消防本部

茅ヶ崎市消防本部

茅ヶ崎基地局

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
N 35度 20分 03秒
E139度 24分 15秒

5W
受信：切替方式
送信：切替方式

・移動局からの通信に10秒以内に
応答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

茅ヶ崎市消防本部
情報指令課
0467-85-4591

× ○
茅ヶ崎市消防本部
情報指令課

逗子市消防本部

鎌倉基地局

鎌倉市梶原4-7
N 35度 19分 33秒
E139度 32分 00秒

20W
受信：３波同時
送信：３波同時

常時起動
逗子市消防署
通信指令室
046-871-0119

○ ―

×

○ ○
川崎市消防局
消防指令センター
044-223-2645

川崎市消防局 10W
受信：３波同時
送信：３波同時

移動局からの通信に10秒以内に応
答後、10秒間起動

県活動調整本部
045-210-3456

川崎市消防局
消防指令センター
044-223-2645

○
藤沢市消防局通信指令室
0466-22-8182

藤沢市消防局
受信：３波同時
送信：３波同時

移動局からの通信に、指令台や遠
隔制御器でプレストークボタン押
下後に起動、その後10秒間無動作
で起動解除。

県活動調整本部
045-210-3456

県内各市町
消防指令センター

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況

統制波の
切替方式

当該基地局を
直接遠隔操作できる

場所・連絡先
備考直接接

続の可
否

指令センター経由での接続基地局名称・住所・座標
基地局折り返し機能

の起動方法

調整本部接続機能

○

送
信
出
力

相模原市消防局

消防本部名

横浜市消防局
受信：３波同時
送信：３波同時
※３波は別無線設備

移動局からの通信に５秒以内に応
答後、５秒間起動

横浜市消防司令センター
045-332-4042

各県内消防本部通信所

○

小田原市消防本部
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指令センター名称
連絡先

統制波の
切替方式

当該基地局を
直接遠隔操作できる

場所・連絡先
備考直接接

続の可
否

指令センター経由での接続基地局名称・住所・座標
基地局折り返し機能

の起動方法

調整本部接続機能送
信
出
力

消防本部名

秦野市消防本部

秦野基地局

秦野市曽屋757
N 35度 22分 46秒
E139度 12分 40秒

5Ｗ
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に5秒以内に応
答後起動
※無通信が約6秒間継続すると切
断

秦野市消防本部
0463-81-0119

〇 〇
秦野市消防本部
0463-81-0119

防災センター基地局

厚木市下津古久180
N 35度 24分 20秒
E139度 21分 06秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

厚木市消防本部
046-221-2331

× ○
厚木市消防本部
046-221-2331

山間部等で一部不感地域
あり

遠隔制御装置：厚木市消防本部

厚木市3-4-10
N 35度 44分 53秒
E139度 38分 13秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

厚木市消防本部
046-221-2331

× ○
厚木市消防本部
046-221-2331

相武台分署基地局

相模原市南区新磯野2-51-1
N 35度 30分 49.3秒
E139度 24分 11.5秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後起動
※無通信が約10秒間継続すると切
断

県活動調整本部及び県下
全消防本部から操作可能
【大和市消防本部】
・指令課
046－261－1119

〇 〇
大和市消防本部
指令課
046－261－1119

柏ケ谷基地局
海老名市柏ケ谷
N 35度 37分 57秒
E139度 24分 57秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に5秒以内に応
答後起動
※無通信が約6秒間継続すると切
断

県活動調整本部及び県下
全消防本部から操作可能
【大和市消防本部】
・指令課
046－261－1119

〇 〇
大和市消防本部
指令課
046－261－1119

伊勢原市消防本部

防災センター基地局
神奈川県総合防災センター
厚木市下津古久280
N 35度 40'46分 76秒
E139度 35'29分  8秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後、10秒間起動

神奈川県庁
各消防本部・局
各指令センター

※遠隔制御器が設置して
ある場所全て

○ ―

海老名市消防本部

座間市消防本部

綾瀬市消防本部

葉山町消防本部

大楠山　基地局
（横須賀市三浦市葉山町で共用）
横須賀市芦名
N 35度 15分 05秒12
E139度 37分 44秒84

20W
受信：3波同時
送信：切替方式

遠隔制御器から基地局送信時のみ
5秒間

神奈川県庁
各消防本部・局
各指令センター

※遠隔制御器が設置して
ある場所全て

○ ×

大磯町消防本部

曽我基地局

神奈川県小田原市曽我谷津1175-27
N 35度 18分 41秒
E139度 12分 00秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動
平塚市・大磯町・二宮町
共同消防指令センター
0463－21－3240

〇 〇
平塚市・大磯町・二宮町
共同消防指令センター
0463－21－3240

二宮町消防本部

曽我基地局

神奈川県小田原市曽我谷津1175-27
N 35度 18分 41秒
E139度 12分 00秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動

平塚市・大磯町・二宮町
共同消防指令センター
0463－21－3240

二宮町消防本部
0463－72－0015

〇 〇

平塚市・大磯町・二宮町
共同消防指令センター
0463－21－3240

二宮町消防本部
0463－72－0015

しょうぼうゆもと基地局

箱根町湯本256
N 35度13分56.45秒
E139度06分25.20秒

しょうぼうせんごくはら基地局

箱根町仙石原817-253
N 35度 16分 03.41秒
E139度 00分 31.16秒

湯河原町消防本部

湯河原基地局

足柄下郡湯河原町土肥1-5-22
N 35度 08分 45.5秒
E139度 06分 17.6秒

5Ｗ
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に10秒以内に応
答後、10秒間起動
遠隔制御装置の操作により強制起
動可能

湯河原町消防高機能
消防指令センター
0465-60-0119

× 〇
湯河原町消防高機能
消防指令センター
0465-60-0119

愛川町消防本部
愛川町消防本部
Ｎ 35度 31分 49秒
Ｅ139度 19分 23秒

５
Ｗ

送信：切替方式
受信：切替方式

移動局からの通信に１０秒以内に
応答後起動
※無通信が約１０秒間継続すると
切断

全消防本部から操作可能

【主に使用する消防】
・愛川町消防本部

× ○ 愛川町消防本部

× 〇
箱根町消防署
指令室
0460-82-4511

山間部等で一部不感地域
あり

箱根町消防本部 10W
受信：３波同時
送信：切替方式

・移動局からの通信に10秒以内に
応答後起動
＊無通信が約１０秒間継続すると
切断

箱根町消防署
指令室
0460-82-4511

○ ○
海老名市・座間市・
綾瀬市消防指令センター
046-234-8119

柏ケ谷基地局

海老名市柏ケ谷1047-3
N 35度 37分 57秒
E139度 24分 57秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

移動局からの通信に5秒以内に応
答後起動
※無通信が約6秒間継続すると切
断

海老名市・座間市・綾瀬
市消防指令センター
046-234-8119

全消防本部から操作可能

大和市消防本部

厚木市消防本部
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名　　　　称 担　当　部　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号

 内閣府 防災担当 千代田区霞ヶ関1-2-2 03-5253-2111

 他都道府県

名　　　　称 担　当　部　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号

神奈川県石油業協同組合 - 横浜市中区万代町3-5-3 045-641-1351

名　　　　称 担　当　部　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号

(一社)神奈川県建設業協会 横浜支部 横浜市中区太田町2-22 045-201-8455

神奈川県小型生コンクリート協同組合 - 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－１ 045-548-6087

（令和元年10月１日）

名　　　　称 担　当　部　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号 FAX　番　号

（株）高島屋横浜店 総務部 横浜市西区南幸１－６－３１ 045(313)7113 045(313)7153

（株）横浜岡田屋 管理本部管理部総務渉外
横浜市西区みなとみらい2-3-5
クイーンズタワーＣ棟11Ｆ 045(414)5001 045(228)3400

（株）さいか屋 総務部総務グループ 横須賀市大滝町１－１３ 046(845)6814 046(845)6815

（株）小田急百貨店藤沢店 店舗戦略・運営担当 藤沢市南藤沢２１－１ 0466(26)6111 0466(24)2187

（株）そごう・西武　そごう横浜店 総務部総務担当 横浜市西区高島２－１８－１ 045(465)5860 045(465)5863

名　　　　称 担　　当　　部　　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号 FAX　番　号

（株）ダイエー 関東総務部総務チーム 東京都江東区東陽２－２－２０ 03(6388)7340 03(5606)6246

（株）東急ストア 経営統括室総務 東京都目黒区上目黒１－２１－１２ 03(3714)2321 03(3791)6521

（株）京急ストア 総務部 東京都港区高輪2－21－28京急第３ビル 03(5449)4322 03(5449)4337

ユニー（株）関東営業部 業務管理担当 横浜市神奈川区入江2－18 045(423)7011 045(423)7005

オーケー（株） 安全対策室 東京都大田区仲六郷２－４３－２ 03(3733)6162 03(3733)3803

（株）イトーヨーカ堂
(株)ｾﾌﾞﾝ&ｱｲHLDGS.
　総務部渉外　大規模災害

東京都千代田区二番町８－８ 03(6238)2104 03(6238)3490

相鉄ローゼン（株） 総務人事部 横浜市西区北幸２－９－１４　 045(319)7060 045(311)6331

（株）マルエツ 総務本部総務部 東京都豊島区東池袋５－５１－１２ 03(3590)1112 03(3590)2683

（株）田原屋 総務部  川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア西館11階 044(578)1500 044(541)8407

イオンリテール（株）南関東カンパニー 人事総務部 横浜市神奈川区富家町１－１ 045(438)3001 045(438)3331

（株）小田原百貨店 管理本部 小田原市栄町２－７－８ 0465(23)2234 0465(22)1931

マックスバリュ東海（株） 人事総務本部総務部 静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1 055(999)3100 055(989)5015

（株）ヨークマート 総務室 東京都千代田区二番町８－８ 03(6238)3611 03(3261)7565

富士シティオ（株） 総務部総務課 横浜市中区日本大通１７ 045(641)1111 045(651)6121

ウエルシア薬局（株） 総務部 東京都千代田区外神田二丁目２－１５ 03(5209)5679 03(5209)1412

ヤオマサ（株） 総務 小田原市前川１８３－１３ 0465(47)8000 0465(48)7700

（株）カインズ カインズ人事教育部庶務Ｇ 埼玉県本庄市早稲田の杜１－２－１ 0495(88)7100 0495(88)7875

（株）ケーヨー 総務部 千葉県千葉市若葉区みつわ台１-２８-１ 043(255)1111 043(284)5664

（同）西友 企業コミュニケーション部 東京都北区赤羽２－１－１ 03(3598)7760 03(3598)7763

重機派遣及び物資等(燃料、食糧、生活必需品等)調達の要請先

４　物資等調達（生活必需物資の調達に関する協定先（※詳細は神奈川県地域防災計画参照））

１　百貨店　（５箇所）

２　スーパー　（１９箇所）

神奈川県地域防災計画の連絡先一覧（都道府県災害対策主管課）参照

１　全般

２　燃料調達

３　重機派遣
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名　　　　称 担　　当　　部　　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号 FAX　番　号

生活協同組合ユーコープ かながわ県本部
横浜市中区桜木町１－１－８
日石横浜ビル21階

045(305)6116 045(305)6205

名　　　　称 担　　当　　部　　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号 FAX　番　号

（協）横浜総合卸センター 横浜市瀬谷区卸本町９３０８－１９ 045(921)1385 045(921)1996

(協)横浜ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 事務局 横浜市金沢区幸浦２－２６－１ 045(784)1501

（協）川崎卸センター 組合事務局 川崎市川崎区大川町９－２ 044(366)1685 044(366)1685

小田原卸商業団地（協） 組合事務局 小田原市鬼柳１７２－９ 0465(37)1166 0465(36)9175

名　　　　称 担　　当　　部　　課 所　　　在　　　地 電　話　番　号 FAX　番　号

（株）セブン－イレブン・ジャパン 総務部渉外 東京都千代田区二番町８－８ 03(6238)3734 03(6238)3491

（株）ローソン コンプライアンス・リスク統括室 東京都品川区大崎1-11-2 03(5435)1594 03(5759)6944

（株）スリーエフ 人事･総務本部総務部環境推進室 横浜市中区日本大通１７
045(661)8517
045(651)2111

045(641)0282

（株）ファミリーマート ＣＳＲ・コンプライアンス部 東京都豊島区東池袋３－１－１ 03(3989)7241 03(5954)5599

３　生協　（１箇所）

4　卸協同組合　（４箇所）

５　コンビニエンスストア　（４箇所）
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番号 医 療 圏 病 院 名 所　　　在　　　地 病床数(床)

1  昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘1-30 584

2  横浜労災病院 横浜市港北区小机町3211 650

3  昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 689

4  済生会横浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 562

5  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町1197-1 518

6  けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3 410

7  横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢1-1 650

8  国立病院機構横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿3-60-2 510

9  横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町4-57 756

10  済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台3-2-10 500

11  横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦3-9 674

12  横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東1-21-1 565

13  横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下3-12-1 634

14  聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 1,175

15  帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1 400

16  川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37 376

17  川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1 713

18  関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 610

19 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉1-396 372

20  横須賀共済病院 横須賀市米が浜通1-16 740

21  横須賀市立市民病院 横須賀市長坂1-3-2 482

22  藤沢市民病院 藤沢市藤沢2-6-1 536

23  茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村5-15-1 401

24  東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143 804

25  平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 416

26  秦野赤十字病院 秦野市立野台1-1 360

27  厚木市立病院 厚木市水引1-16-36 347

28  大和市立病院 大和市深見西8-3-6 403

29  北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1 1,185

30  相模原協同病院 相模原市緑区橋本2-8-18 437

31  相模原赤十字病院 相模原市緑区中野256 132

32  県立足柄上病院 足柄上郡松田町惣領866-1 296

33  小田原市立病院 小田原市久野46 417

  ９医療圏　33病院 18,304

資料14

令和２年９月１日現在

川崎北部

災害拠点病院一覧表

横浜

県　　西

合　　計

川崎南部

横 須 賀
・ 三 浦

湘南東部

湘南西部

県　　央

相模原
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Ⅰ緊急消防援助隊の応援要請の検討 チェック欄

1 □

4 □

6 自衛隊の災害派遣要請の検討を行ったか？ □

Ⅱ調整本部の設置 チェック欄

1 緊急消防援助隊の要請時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

2 調整本部の設置時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

3 都道府県災害対策本部及び消防庁に対し、調整本部設置の連絡をしたか？ □

5 調整本部員の派遣について、調整本部員の派遣元機関に要請したか？ □

調整本部の本部員を確認したか？

自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴの連絡員の責任者を確認したか？

所　属 職

知事

〇〇

指揮支援部隊長

〇〇

〇〇県

自衛隊

機関名

防災航空隊

代表消防機関

被災地消防本部

DMAT

海上保安庁

警察

6

7

4

□

□

〇〇課

□

所　属 職

〇〇課

〇〇消防局

県防災航空隊

氏　名

緊急消防援助隊
（　　　消防局）

代表消防機関及び被災地の市町村（消防本部）に対して、緊急消防援助隊の要請及び調整本部の設置につ
いて連絡したか？

各市町村（各消防本部管内）の被害状況を確認したか？連絡のとれない消防本部はないか？

自都道府県の消防防災ヘリに対して、必要に応じて被害状況の収集のための出動を指示したか？また、ヘ
リテレ等での映像伝送を確認したか？

消防の応援等（都道府県内応援隊・緊急消防援助隊）を必要とする市町村（消防本部）を確認したか？

代表消防機関及び消防庁の担当者とのホットライン（直通の連絡先、連絡手段）を確保したか？

応援等を必要とする市町村（消防本部）の災害に対して、都道府県内応援隊のみで対応を行うか、緊急消
防援助隊を要請するか判断したか？
判断に迷う場合は、代表消防機関又は消防庁に意見を聴いたか？

緊急消防援助隊の応援等を必要とする市町村（消防本部）に対して、詳細な災害の状況及び必要な隊の種
別・規模を確認したか？これらを消防庁に連絡したか？

調整本部の運営に係るチェックリスト

3 □

7

5 □

2

□

□

副本部長

副本部長

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

本部長

本部員

部内の職員

氏　名

〇〇　〇〇
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Ⅲ緊急消防援助隊の受入れ チェック欄

2 指揮支援部隊長へ被害状況、応援隊の要請状況等を報告したか？ □

5 ヘリベース指揮者と活動拠点ヘリベースの設置場所について調整したか？ □

主要幹線道路（特に高速道路・自動車専用道路）に通行不能区間はあるか？ □

12 緊急消防援助隊の先導等について必要に応じて地元警察に依頼したか？ □

14 燃料補給体制について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

15 重機派遣の必要性について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

1

3

9

8

～

可 ・ 不可

～

13 □

4

11

緊急車両の
通行可否

通行不能理由通行不能区間道路名称

～ 可 ・ 不可

6

7

10

緊急消防援助隊の受入れ体制の構築状況について、各指揮本部へ確認したか？受入れ体制が整わないと報
告があった場合、受入れ業務の支援について代表消防機関と調整したか？

緊急消防援助隊の都道府県大隊等の出動状況に関して、様式３、様式４により確認したか？
【確認用様式】様式３　都道府県大隊・各部隊　受入れ管理表
【確認用様式】様式４　都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表
・隊の種類、規模の確認　　　　※確認資料：消防庁からの出動隊数通知（別記様式３－３）
・進出拠点、進出拠点連絡員の調整　　　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等
・宿営場所、宿営場所連絡調整員の調整　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等

可 ・ 不可

～

□

□

可 ・ 不可

□

□

□

□

統括指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？
【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

指揮支援部隊長から各指揮本部へ、指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？また、指揮支援本部長を
指名したか？

指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？各指揮本部に連絡したか？
【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

指揮支援部隊長からヘリベース指揮者へ、航空指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？
また、航空指揮支援本部長を指名したか？

航空指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？航空指揮本部に連絡したか？
【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

□

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）について共有しているか？

都道府県内応援隊の編成状況及び活動状況について確認したか？
（応援実施状況について取りまとめているか？）

□
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Ⅳ活動中 チェック欄

1 被災地の被害状況を定期的に収集し、整理しているか？ □

2 都道府県災害対策本部と被害状況等の情報を共有しているか？ □

3 災害対策本部において、必要に応じて関係機関との活動調整会議を開催したか？ □

5 都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の配置は適切か？ □

6 緊急消防援助隊の増隊要請（部隊規模や特殊車両の観点から）の要否について検討したか？ □

7 活動場所等において、食糧等の物資は足りているか？トイレは不足していないか？ □

Ⅴ引揚げの検討 チェック欄

緊急消防援助隊の引揚げについて、次の機関（職員）と調整したか。

・被災地の市町村長（指揮者） □

・知事 □

・政府現地対策本部 □

・消防庁 □

4

10 □

1

9 □

□

8 □

活動中の安全管理（降雨・気温等の情報提供、活動の中止基準に関する助言等）に配慮しているか？

緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを使用し、必要な情報提供をしているか？

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）を必要に応じて変更し、共有して
いるか？

都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の活動状況の取りまとめについて、指揮支援隊長（指揮支援本部）
に指示したか？
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様
式

２

移
動

方
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動
経

路
活

動
拠

点
ヘ

リ
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ー
ス

到
着

予
定

時
刻
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活
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拠
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ヘ
リ

ベ
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到

着
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自
動

車

ヘ
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コ
プ

タ
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県

・
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）
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当

者
(
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→
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部
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(
担

当
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(
連

絡
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－

　
　

　
　

－

(
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属
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(
氏

名
)

(
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絡
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)
　

　
－

　
 
　

－
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ヘ
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プ
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（
　

　
 
 
 
 
・

市
ヘ
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）

　
　

　
　

Ｈ
Ｂ

・

航
空

指
揮

支
援

隊

航
空

指
揮

支
援

隊
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航
空
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支
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隊
人

数
所

属
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空
隊

・
氏
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絡
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段
受

入
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ヘ
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部
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所
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消
防

本
部

・
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・

連
絡

先
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揮

本
部

到
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時
刻

所
属

消
防

本
部

・
氏

名
・

連
絡

先

※
調

整
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部
等
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調
整

本
部

到
着

予
定

時
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当
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(
ヘ

リ
ポ
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→
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整
本

部
)

手
段

ヘ
リ

ポ
ー
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着

陸
予

定
時

刻

調
整

本
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到
着

時
刻

：
：

(
消

防
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)

(
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名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－
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：
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を
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－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

(
消

防
本

部
)

(
担

当
者

)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

(
消

防
本

部
)

(
代

表
者

名
)

(
連

絡
先

)
　

　
－

　
 
　

－

　
　

隊
　

　
名

大
隊

・
統

合

エ
ネ

産
・

N
B
C

 
土

砂
風

水
害

大
隊

・
統

合

エ
ネ

産
・

N
B
C

 
土

砂
風

水
害

　
　

隊
　

　
名

大
隊

・
統

合

エ
ネ

産
・

N
B
C

 
土

砂
風

水
害

隊
の

種
類

大
隊

・
統

合

エ
ネ

産
・

N
B
C

 
土

砂
風

水
害

大
隊

・
統

合

エ
ネ

産
・
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様式４

指
揮
隊

中
型
水
陸
両
用
車

水
陸
両
用
バ
ギ
ー

重
機

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

特
殊
災
害

(

大
規
模
危
険
物
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
災
害

(

密
閉
空
間
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
装
備

(

遠
距
離
大
量
送
水
小
隊

)

特
殊
装
備

(

震
災
対
応
特
殊
車
両
小
隊

)

特
殊
装
備

(

水
難
救
助
小
隊

)

都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表

月  　日　　：　　現在    

応
援
都
道
府
県

隊
の
種
類

消
火
小
隊

救
助
小
隊

救
急
小
隊

後
方
支
援
小
隊

通
信
支
援
小
隊

水
上
小
隊

特
殊
装
備

(

消
防
活
動
二
輪
小
隊

)

特
殊
装
備

(

そ
の
他
の
特
殊
装
備
小
隊

)

合
計

備
考
（
特
殊
車
両
の
有
無
）

受
援
市
町
村
（
消
防
本
部
）

特
殊
災
害

(

毒
劇
物
等
対
応
小
隊

)
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                                              資料 ４－12－(6) 

（危機管理防災課） 

 

神奈川県災害活動中央基地要領 

 
（目的） 
 第１条 この要領は、大規模な災害、武力攻撃事態等、緊急対処事態又は新型インフルエン

ザ等若しくは新型コロナウイルス感染症（以下「災害」という。）が発生した場合に、災

害活動中央基地が行う災害応急対策に関し、必要な事項を定める。 
 
（用語） 
 第２条 この要領に定める用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。 
(1) 災害活動中央基地災害が発生した場合に、総合防災センター内に設置する災害応急対

策を行うための組織及び体制をいう。 
(2) 災害対策本部神奈川県災害対策本部要綱第２条にいう災害対策本部をいう。 
(3) 地震災害警戒本部神奈川県地震災害警戒本部要綱第２条にいう地震災害警戒本部をい

う。 
(4) 国民保護対策本部神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部要綱

第２条にいう国民保護対策本部をいう。 
(5) 緊急対処事態対策本部神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部

要綱第 25 条において準用する同第２条にいう緊急対処事態対策本部をいう。 
(6) 新型インフルエンザ等対策本部神奈川県新型インフルエンザ等対策本部要綱第２条に

いう新型インフルエンザ等対策本部をいう。 
(7) 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部新型コロナウイルス感染症神奈川県対策

本部要綱第２条にいう新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部をいう。 
 
（災害活動中央基地の設置） 
 第３条 くらし安全防災局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、災害活動中央基

地（以下「中央基地」という。）を設置する。 
(1) 知事が災害対策本部（以下「災対本部」という。）を設置したとき 
(2) 知事が地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）を設置したとき 
(3) 知事が国民保護対策本部を設置したとき 
(4) 知事が緊急対処事態対策本部を設置したとき 
(5) 知事が新型インフルエンザ等対策本部を設置したとき 
(6) 知事が新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部を設置したとき 
２ くらし安全防災局長は、前項のほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、必要に応じて中央基地を設置するものとする。 
３ 前項の場合において、くらし安全防災局長が中央基地を設置する基準は、原則として次

の各号によるものとする。 
(1) 地震災害の場合県内震度５強又はその他の状況により設置する必要があるとき 
(2) その他災害の場合気象警報（大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、暴風、暴風雪、大雪又

は高潮）の発表又はその他の状況により設置する必要があるとき。 
 
（中央基地の廃止） 

第４条 中央基地の廃止は、災対本部、警戒本部、国民保護対策本部、緊急対処事態対
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策本部、新型インフルエンザ等対策本部又は新型コロナウイルス感染症神奈川県対策

本部の廃止後、若しくは中央基地の業務が概ね完了したと認められる場合に、総合防

災センター所長（以下「所長」という。）がくらし安全防災局長と協議して決定する

ものとする。  
 
（中央基地の業務） 
第５条 中央基地が行う災害応急対策は、次の各号に掲げるものとする。 
(1)  備蓄防災資機材の提供及び貸出に関すること 
(2)  救援物資の受入、仕分、搬出に関すること 
(3)  協定物資の受入、仕分、搬出に関すること 
(4)  輸送車両、ヘリコプターの誘導に関すること 
(5)  救援、復旧対策等の広域応援部隊の集結、待機、出動に関すること 
(6)  災害、被害状況の収集に関すること 
(7)  その他、必要な災害応急対策に関すること 
 

（中央基地の組織） 
第６条 中央基地の組織及び業務の分担は、所長が別に定める。 

 
（配備編成計画） 
第７条 所長は、中央基地が速やかに設置できる体制を確保するため、次の各号により配備

編成計画を整備するものとする。 
(1)  職員の配備体制別配備人員及び分担業務 
(2)  職員の勤務時間外における連絡体制 
(3)  職員の緊急参集体制 
２ 前項の配備編成計画は、災害対策本部要綱第 13 条、地震災害警戒本部要綱第 13 条及

び神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部要綱第 13 条に基づい

て、あらかじめ総合防災センターに緊急参集する他の所属の職員を含むものとする。 
３ くらし安全防災局長は、前項の職員を年１回調査、調整し所長に通知するものとする。 
 

（配備体制基準） 
第８条 前条第１項第１号に定める配備体制別配備人員の基準は次の各号によるものとす

る。 
(1)  第３条第１項により中央基地が設置された場合の職員の配備体制は、前条第１項第１

号に定める配備人員全員をあてるものとする。 
(2)  第３条第２項により中央基地が設置された場合の職員の配備体制は、所長が定めるも

のとする。 
２ 所長は、前項のほか、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、必要

に応じて総合防災センター職員を緊急参集させることができるものとする。 
 
（施設・設備運用計画） 
第９条 所長は、中央基地が設置された場合に、速やかに災害応急対策を行う体制を確保す 

るため、施設運営計画を整備するものとする。 
 
（中央基地の運営） 
第 10 条 第３条第１項により設置された中央基地が行う災害応急対策は、災対本部、警戒

本部、国民保護対策本部あるいは緊急対処事態対策本部の指示によるものとする。 
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２ 前項において、現地災害対策本部、現地対策本部あるいは防災関係機関等から得た情

報により緊急な対応が必要な場合には、災対本部長、警戒本部長、国民保護対策本部長

あるいは緊急対処事態対策本部長の了解を得て災害応急対策を行うことができるものと

する。 
３ 第３条第２項により設置された中央基地が行う災害応急対策は、くらし安全防災局長

の指示によるものとする。 
 

（中央基地運営訓練） 
第 11 条 所長は、中央基地が行う災害応急対策を円滑に実施するため、中央基地運営訓

練の実施に努めなければならない。 
２ 前項の場合において、くらし安全防災局長は所長の求めに応じて必要な助言、協力を

するものとする。  
 
  附 則  
 １ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。                                    

   附 則 
 この要綱は、平成７年６月１日から施行する。                                    

     附  則 
  １ この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 

     附 則 
 １ この要領は、平成１３年８月１日から施行する。 

     附 則 
 １ この要領は、平成１６年１月５日から施行する。 

附 則 
 １ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 
 １ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
  附 則 
 １ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 
  附 則 
 １ この要領は、令和２年３月３１日から施行する。 
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参考（第６条関係） 

災害活動中央基地の組織及び業務分担 

職（班） 担  当 分 担 業 務 

指揮本部長 総合防災センター所長 １ 中央基地の指揮監督に関すること 

 

指揮副本部長 

 

総合防災センター副所長 

(兼管理課長) 

(指揮代行順位第１位) 

１ 指揮本部長の業務補佐に関すること 

２ 報道対応に関すること 

 

統括班長 

 

 

 

総合防災センター防災企画課長 

(指揮代行順位第２位) 

１ 指揮本部長、指揮副本部長の業務補佐に関する

こと 

２ 統括班業務の総括に関すること 

３ 中央基地指揮本部会議における議事の進行に関

すること 

物資班長 消防学校消防職員教育課長 

(指揮代行順位第３位) 

１ 物資班業務の総括に関すること 

 

誘導班長 消防学校消防団員教育課長 

(指揮代行順位第４位) 

１ 誘導班業務の総括に関すること 

 

統 括 班  

〔統括担当〕 

 総合防災センター防災企画課 

 職員 

１ 中央基地活動の総合調整に関すること 

２ 災害対策本部との連絡調整に関すること 

３ 被害状況、道路交通状況等の情報収集に関する

こと 

４ 指揮本部会議の開催に関すること 

５ 緊急・応援参集職員の招集に関すること 

６ ボランティアの募集に関すること 

７ 中央基地の活動記録に関すること 

８ 大会議室の情報通信機器の立上げ、操作に関す 

ること 

 

〔総務担当〕 

 総合防災センター管理課職員 

 

 

１ 中央基地活動要員の活動状況の把握に関するこ 

 と 

２ 災害応急活動部隊の受入れ等に関すること 

３ 中央基地活動要員及び災害応急活動部隊に対す

る生活全般に関すること 

４ 緊急・応援参集職員及びボランティアの受付け

に関すること 

５ 中央基地の施設・設備の維持管理（修理）に関

すること 

６ 中央基地活動に必要な予算、物品等の購入に関

すること 
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物 資 班 消防学校消防職員教育課職員 １ 備蓄資機材の貸出し(在庫管理)に関すること 

２ 救援物資の受取り・仕分け・保管(在庫管理)

に関すること 

３ 被災市町村等への救援物資等の搬送に関する

こと 

４ 物資の出入りに係る情報の収受と保管に関す

ること 

誘 導 班 消防学校消防団員教育課職員 １ 輸送車両・ヘリコプターの誘導に関すること 

２ 災害応急活動部隊の誘導に関すること 

３ 一時避難者の誘導・受入れに関すること 
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神奈川県消防応援活動調整本部設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年 12 月 23 日法律第 226 号）（以下「法」と

いう。）第 44 条の二に基づき、緊急消防援助隊が本県に出動した場合における被災

地での迅速かつ的確な活動に資するため、神奈川県が設置する消防応援活動調整本部

（以下「調整本部」という。）の組織及び運用について必要な事項を定めるものとす

る。 

（組織構成） 

第２条 調整本部は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 (1) 調整本部には、本部長及び副本部長を置き、本部長は知事とし、副本部長には安

全防災局危機管理部消防課長及び指揮支援部隊長を充てる。 

 (2) 本部長は、本部を総括し、副本部長は本部長を補佐する。 

（3） 本部長は、国の職員その他の者に対して、必要に応じて調整本部への出席を求め

ることができる。 

（設置及び廃止） 

第３条 本部長は、緊急消防援助隊が出動した場合、調整本部を設置するものとする。 

２ 調整本部は、被災地が複数の市町村である場合、又は、被災地が一の市町村であっ

ても被害の状況等から必要と認める場合には、設置するものとする。 

３ 調整本部は、安全防災局内に設置するものとする。 

４ 調整本部は、神奈川県災害対策本部が設置された場合は、神奈川県災害対策本部に

属する。 

５ 本部長は、災害の拡大のおそれが解消し、被災地市町村長又はその委任を受けた者

からの出動した緊急消防援助隊の引揚げ指示報告により調整本部を廃止する。 

（事務分掌） 

第４条 調整本部は、消防庁、後方支援消防本部及び緊急消防援助隊指揮支援本部等と

連携し、次の事務をつかさどるものとする。 

 (1) 緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

(2) 被災地を管轄する消防本部の消防隊、県内の消防応援部隊及び緊急消防援助隊の

消火、救助、救急活動、後方支援等の活動の調整に関すること。 

 (3) 各種情報の集約・整理に関すること。 

 (4) 自衛隊、警察等関係機関との連絡に関すること。 

 (5) その他必要な事項について調整を図ること。 

 

　　　4 - 12 - (７)
　（危機管理防災課）
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（その他） 

第５条  この要綱に定めるもののほか、調整本部の運用その他必要な事項は、本部長が 

別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成 20 年８月 27 日から施行する。 

３ この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

４ 神奈川県緊急消防援助隊調整本部設置要綱は、廃止する。 

５ この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

神奈川県消防応援活動調整本部員 

 

区 分 機 関 名           職 名 等 

本 部 長 神   奈   川   県 知      事 

副本部長 〃  消  防  課  長 

〃 緊 急 消 防 援 助 隊 の 隊 員 指揮支援部隊長 

部 員 
代 表 消 防 機 関 

（横浜市消防局） 
派 遣 職 員           

部 員 
代 表 消 防 機 関 代 行 

(川崎市消防局、相模原市消防局) 
派 遣 職 員           

部 員 被 災 地 市 町 村  派 遣 職 員           

部 員 支 援 消 防 本 部 派 遣 職 員           

 備考１ 代表消防機関、代表消防機関代行、被災地市町村及び支援消防本部は兼務で

きるものとする。 

 備考２ 支援消防本部とは、神奈川県災害対策本部において緊急消防援助隊等の 

運用についての業務を支援する消防（局）本部で、地区代表消防機関のうち 

被災程度が軽く知事が指定した消防（局）本部をいう。 

指定順位にあっては、神奈川県内消防広域応援実施計画に定める応援要請順 

位を準用する。 
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　　　4 - 12 - (８)
　（危機管理防災課）
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資料 ４－12－(９) 

（危機管理防災課） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神奈川県内において、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２

条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、被災した市町村単独では災

害応急対策及び災害復旧対策（以下「応急対策」という。）を十分に実施できない場合等

に備え、県内の各地域ブロックごとの自立的な連携体制を強化するとともに、地域ブロッ

ク相互間での協力体制を構築することで、県内の市町村間での相互応援の迅速かつ円滑な

遂行を図り、併せて県外の災害に対しても、この相互応援体制を活用して迅速な応援を行

うための基本的な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 地域ブロック 県域を各地域県政総合センターの所管区域並びに横浜市及び川崎市の

区域に分割したそれぞれの区域をいう。 

(2) 地域調整本部 市町村間の相互応援を円滑に実施するため、横浜市及び川崎市以外の

地域ブロックごとに当該地域県政総合センター所長を本部長として設置する臨時の組織

をいう。 

(3) 市町村応援本部 他の市町村への応援を円滑に実施するため市町村が設置する臨時の

組織をいう。 

(4) 市町村連絡員 市町村における応急対策や市町村相互間の応援を円滑に実施するため、

県内市町村に派遣する県職員をいう。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 応急対策に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 避難、救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

(4) 前各号に定めるもののほか、特に要求があった事項 

 

（県の役割） 

第４条 県は、災害情報の収集に努めるとともに、地域ブロック内及び地域ブロック相互間

における市町村の相互応援を調整するものとする。 

２ 県は、県内及び県外地域において災害が発生した場合で、知事が必要と認めるときは、

被災地に広域災害時情報収集先遣隊（以下｢先遣隊｣という。）を派遣して、災害情報の収

集、伝達及び応急対策に関する連絡調整を行わせるものとする。 

 

災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 
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（市町村の役割） 

第５条 市町村は、他市町村に対する応援体制を常に整えておくとともに、所在する地域ブ

ロックの地域調整本部との調整により、他市町村に対する応援を実施するものとする。 

 

（地域調整本部の設置） 

第６条 県は、県内で災害が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策を実施することが

できないとき、又はそのおそれがあるときで、市町村間の相互応援が必要と認めるときは、

必要な地域ブロックに地域調整本部を設置するものとする。 

 

（市町村応援本部の設置） 

第７条 市町村は、所在する地域ブロックに地域調整本部が設置され、当該市町村長が必要

と認めるときは、市町村応援本部を設置するものとする。 

 

（市町村連絡員の派遣） 

第８条 地域県政総合センターは、県内で災害が発生し、所管する地域ブロック内の市町村

が災害対策本部又は市町村応援本部を設置し、市町村連絡員の派遣を求めた場合、又は甚

大な被害が発生したと見込まれる場合は、市町村連絡員を派遣して、災害情報の収集、伝

達等を行わせるものとする。 

２ 地域県政総合センターは、前項に規定する市町村連絡員を派遣できないときは、県安全

防災局に、当該市町村への市町村連絡員の派遣を依頼するものとする。 

 

（地域ブロック内での相互応援） 

第９条 地域調整本部は、所管する地域ブロック内において、被災した市町村のみでは十分

な応急対策を実施することができない場合、又は市町村から応援の調整を求められた場合

は、被災市町村への応援の実施について、地域ブロック内の他の市町村と調整するものと

する。 

 

（地域ブロックをまたがる相互応援） 

第10条 被災地を抱える地域調整本部は、地域ブロック内での相互応援だけでは、十分な応

急対策を実施することができない場合、又はそのおそれがある場合は、県安全防災局に、

他の地域ブロックの市町村による応援の調整を依頼するものとする。 

２ 県安全防災局は、前項の規定による依頼を受けたときは、他の地域調整本部に応援内容

を伝達し、当該地域ブロック内の市町村による応援の調整を依頼するものとする。ただし、

横浜市及び川崎市に対しては、直接応援を依頼するものとする。 

 

（県外地域に対する応援の調整） 

第11条 県は、県外地域で災害が発生し、先遣隊等からの情報により、応援の必要を認めた

場合、又は他都道府県等から応援要請があった場合は、必要に応じて、地域ブロックを指

定して地域調整本部を設置するものとする。 
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２ 県外地域に対する県内市町村の応援の調整は、前条第２項の規定を準用するものとする。 

 

（応援に要する経費の負担） 

第12条 県内の市町村相互間の応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、

応援を受けた市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定によりがたい場合は、応援を受けた市町村と応援を行った市町村が、その都

度協議して定めるものとする。 

３ 県外地域に対する応援に要した費用は、国、神奈川県以外の都道府県、県外の市町村等

からの要請や、個別の協定等に基づいて実施した場合は、それぞれの定めに従うこととし、

県又は県内市町村の判断で、自主的に応援を実施した場合は、原則として、応援を実施し

た県又は市町村が負担するものとする。 

 

（他の協定等との関係） 

第13条 この協定は、既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな

相互応援に関する協定等による応援を妨げるものではない。 

 

（委任規定） 

第14条 この協定に定めるもののほか、応援の手続き等の協定の実施に関し必要な事項は別

に定める。 

 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項については、その都度、県及び市町村が協議して定める

ものとする。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成24年４月１日から適用する。 

２ この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、それぞれ署名の上、各１通を保

有する。 

 

平成24年３月29日 

 

神奈川県知事 

 

神奈川県市長会会長 

茅ヶ崎市長   

 

神奈川県町村会会長 

箱根町長    
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神奈川県市長会   横浜市長   林   文 子 

川崎市長   阿 部 孝 夫 

相模原市長  加 山 俊 夫 

横須賀市長  吉 田 雄 人 

平塚市長   落 合 克 宏 

鎌倉市長   松 尾   崇 

藤沢市長   鈴 木 恒 夫 

小田原市長  加 藤 憲 一 

茅ヶ崎市長  服 部 信 明 

逗子市長   平 井 竜 一 

三浦市長   吉 田 英 男 

秦野市長   古 谷 義 幸 

厚木市長   小 林 常 良 

大和市長   大 木   哲 

伊勢原市長  長 塚 幾 子 

海老名市長  内 野   優 

座間市長   遠 藤 三紀夫 

南足柄市長  加 藤 修 平 

綾瀬市長   笠 間 城治郎 

 

神奈川県町村会   葉山町長   山 梨 崇 仁 

寒川町長   木 村 俊 雄 

大磯町長   中 﨑 久 雄 

二宮町長   坂 本 孝 也 

中井町長   尾 上 信 一 

大井町長   間 宮 恒 行 

松田町長   島 村 俊 介 

山北町長   湯 川 裕 司 

開成町長   府 川 裕 一 

箱根町長   山 口 昇 士 

真鶴町長   青 木   健 

湯河原町長  冨 田 幸 宏 

愛川町長   山 田 登美夫 

清川村長   大 矢 明 夫 
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資料 ４－12－(10) 

（危機管理防災課） 

 
災害発生時における物資の保管等に関する協定 

 
 
 神奈川県（以下「甲」という。）と神奈川倉庫協会（以下「乙」という。）は、災害発

生時における物資の保管等に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
 
（目的） 
第１条 この協定は、神奈川県内で地震等による大規模災害（「以下「災害」という。）

が発生した場合、又は神奈川県外で災害が発生し、被災地に対して支援（以下「支援」

という。）を行う場合、甲の要請により、乙が協力するために必要な事項を定めるも

のとする。 
 
（協力内容） 
第２条 この協定により、災害又は支援（以下「災害等」という。）の際に甲が乙に要請

する協力内容は次の各号に掲げるものとする。 
（１） 災害対策本部等への乙の会員の派遣 
（２） 物資の一時保管場所等（以下「倉庫」という。）の提供及び管理・運営 
（３） 前号までに定めるもののほか、甲が必要と認める協力 

 
（協力の要請） 
第３条 甲は、前条各号に関する協力の必要があると認めるときは、乙に要請すること

ができる。 
２ 乙は、甲からの要請に対し、可能な限り協力するものとする。 
 
（費用の負担） 
第４条 第２条の規定に基づき乙が実施した協力に要した費用は、原則、甲の負担とす

る。 
 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、第３条第２項の規定による協力に従事する者が、その者の責に帰するこ

とのできない理由により死亡し、又は負傷したときは、「災害に際し応急措置の業務

に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和 37 年神奈川県条例第 51 号）」に基

づきその損害を補償するものとする。ただし、他の法令により療養その他の給付若し

くは補償を受けたとき又は死亡等の原因となった第三者から損害賠償を受けたとき

は、その補償額の限度において損害補償の責を免れる。 
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（第三者への損害賠償責任） 
第６条 乙の会員は、第３条第２項の規定による協力に従事中に、乙の会員の責に帰す

る理由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 
２ 乙及び乙の会員の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙はそ

の事実の発生後遅滞無くその状況を書面により甲に報告し、その処置については、甲

乙協議の上、決定する。 
 
（実施細目） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるもの

とする。 
 
（協議） 
第８条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、

甲乙協議の上、決定するものとする。 
 
（有効期間） 
第９条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定を終了させる意思を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 1 通

を保有する。 
 
 
平成25年３月 26日 

 
 
 
             甲  神奈川県横浜市中区日本大通１ 
                神奈川県知事     黒 岩  祐 治 
 
 
 
             乙  神奈川県横浜市中区南仲通2-24 

                神奈川倉庫協会会長  小此木  歌 藏 
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　　4 - 12 - (11)
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災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関する協定 

 

 

神奈川県（以下「甲」という。）とＥＳＲ株式会社（以下「乙」という。）は、

災害時における国等からの緊急物資（以下「物資」という。）の受入れ、保管及

び被災市町村等への搬出を行う広域物資輸送拠点の開設及び業務支援に関し、

次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において、広域物資輸送拠点の開設に必要な施設の提

供及び運営に関して、必要な手続き等について定めるものとする。 

 

（広域物資輸送拠点の開設等） 

第２条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの物資を安定的に避難者へ

供給するために必要と判断した場合は、乙に対し、第３条に定める要請を行い、

乙の協力が得られたときは、乙が指定する施設内の場所に広域物資輸送拠点

を開設する。 

２ 甲は、広域物資輸送拠点において次の各号に定める業務（以下「拠点業務」

という。）を行う。 

（１）物資の受入れ 

（２）物資の在庫管理、仕分け及び保管等 

（３）市町村が指定する地域内輸送拠点又は各避難所に輸送する物資の搬出 

（４）前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの 

３ 甲は、次の各号に定める事項が生じたときは、甲乙協議の上、広域物資輸送

拠点を閉鎖するものとする。 

（１）甲が拠点業務の必要性が低下したと判断し、乙に通知したとき 

（２）乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断

し、乙が甲に連絡したとき 

（３）提供施設を使用する者による迷惑行為、事故、提供施設以外の場所の占

有または利用等があったとき 

（４）その他合理的な理由により、乙が提供施設の閉鎖を求めたとき 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は災害時に、乙に対し、広域物資輸送拠点に係る次の事項について要

請することができる。 

（１）開設のための準備 

（２）拠点業務を行うために必要なスペース及び設備の確保 

　　4 - 12 - (12)
（危機管理防災課）

1266



 

（３）その他必要な事項 

２ 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書（電子メール

を含む。）によるものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないと

きは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。 

（１）開設希望施設 

（２）開設予定期間 

３ 乙は、第１項の要請に対し、直ちに協力の可否を甲に通知する。 

４ 乙は、第１項に基づき、甲から協力の要請に可能な限り協力するものとする。

ただし乙は履行義務を負うものではない。 

５ 甲は、第１項の規定による協力要請について、重要な変更が生じたときは、

その都度、乙に連絡するものとし、また、協力の必要がなくなったときは、速

やかに乙に連絡するものとする。 

 

（実績報告） 

第４条 乙は、甲の要請により協力業務を実施した時は、次の事項を報告する。 

（１） 施設名 

（２） 期日・期間および時間 

（３） その他協力業務に関して行った業務 

 

（情報の共有） 

第５条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に

提供し、共有するよう努める。 

 

（費用の負担） 

第６条 本協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲

乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（損害の負担） 

第７条 業務の実施に伴い乙に損害が生じた場合、甲は、その事実の発生後遅滞

なく、その状況を書面により乙に報告し、その措置について、甲乙協議のうえ、

定めるものとする。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由により生じた

ときは、甲は当該損害を賠償するものとする。 

 

（連絡体制等の確認） 

第８条 甲及び乙は、災害発生時に本協定が円滑かつ迅速に運用されるように、

連絡体制等についてあらかじめ定めるものとする。 
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２ 甲乙それぞれの連絡体制等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡す

るものとする。 

 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じたときは、その都

度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。ただし、期

間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも申出のない時は、本協定の有効期

間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

 

 

令和３年 12 月 21 日 

 

 

甲 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

 

   神奈川県知事    黒 岩 祐 治 

 

 

 

乙 東京都港区虎ノ門４-１-17 

  神谷町プライムプレイス３階 

 

   ＥＳＲ株式会社 

   代表取締役   スチュアート・ギブソン 
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災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関する協定 

 

 

神奈川県（以下「甲」という。）と日本ＧＬＰ株式会社（以下「乙」という。）

及びＧＬＰ投資法人（以下「丙」という。）は、災害時における国等からの緊急

物資（以下「物資」という。）の受入れ、保管及び被災市町村等への搬出を行う

広域物資輸送拠点の開設及び業務支援に関し、次のとおり協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において、広域物資輸送拠点の開設に必要な施設の提

供及び運営に関して、必要な手続き等について定めるものとする。 

 

（広域物資輸送拠点の開設等） 

第２条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの物資を安定的に避難者へ

供給するために必要と判断した場合は、乙及び丙に対し、第３条に定める要請

を行い、乙及び丙の協力が得られたときは、乙及び丙が指定する施設に広域物

資輸送拠点を開設する。 

２ 甲は、広域物資輸送拠点において次の各号に定める業務（以下「拠点業務」

という。）を行う。 

（１）物資の受入れ 

（２）物資の在庫管理、仕分け及び保管等 

（３）市町村が指定する地域内輸送拠点又は各避難所に輸送する物資の搬出 

（４）前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの 

３ 甲は、次の各号に定める事項が生じたときは、広域物資輸送拠点を閉鎖する

ものとする。 

（１）甲が拠点業務の必要性が低下したと判断し、乙及び丙に通知したとき 

（２）乙または丙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できな

いと判断し、乙が甲に連絡したとき 

（３）提供施設を使用する者による迷惑行為、事故、提供施設以外の場所の占

有または利用等があったとき 

（４）その他合理的な理由により、乙または丙が提供施設の閉鎖を求め、甲が

これを了承したとき 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は災害時に、乙及び丙に対し、広域物資輸送拠点に係る次の事項につ

いて要請することができる。 
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（１）開設のための準備 

（２）拠点業務を行うために必要なスペース及び設備の確保 

（３）その他必要な事項 

２ 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書（電子メール

を含む。）によるものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないと

きは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。 

（１）開設希望施設 

（２）開設予定期間 

３ 乙及び丙は、第１項の要請に対し、直ちに協力の可否を甲に通知する。 

４ 乙及び丙は、第１項に基づき、甲から協力の要請に可能な限り協力するもの

とする。 

５ 甲は、第１項の規定による協力要請について、重要な変更が生じたときは、

その都度、乙及び丙に連絡するものとし、また、協力の必要がなくなったとき

は、速やかに乙及び丙に連絡するものとする。 

６ 甲は、第１項の規定による協力の要請にあたり、乙及び丙が指定する施設が

県内市区町村と施設の使用に関する協定を締結していた場合には、甲は該当

市区町村と施設の使用について協議するものとする。 

 

（報告の手続き） 

第４条 乙は、甲の要請により協力業務を実施したときは、当該業務の完了後、

その実施した業務内容等を文書（電子メールを含む。）により甲に報告するも

のとする。ただし、文書により報告するいとまがない場合には、口頭によるも

のとし、その後速やかに文書により報告するものとする。 

 

（情報の共有） 

第５条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互

に提供し、共有するよう努める。 

 

（費用の負担） 

第６条 本協定に基づき、乙または丙が業務の遂行に要した費用は、甲が負担す

る。 

２ 甲が負担する費用は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲

乙丙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（損害の負担） 

第７条 業務の実施に伴い乙もしくは丙に損害が生じた場合、甲は、その事実の

発生後遅滞なく、その状況を書面により乙及び丙に報告し、その措置について、
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甲乙丙協議のうえ、定めるものとする。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべ

き事由により生じたときは、甲は当該損害を賠償するものとする。 

 

（連絡体制等の確認） 

第８条 甲、乙及び丙は、災害発生時に本協定が円滑かつ迅速に運用されるよう

に、連絡体制等についてあらかじめ定めるものとする。なお、丙への連絡につ

いては、乙が行うものとする。 

２ 甲乙丙それぞれの連絡体制等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡

するものとする。 

 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じたときは、その都

度、甲乙丙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。ただし、期

間満了の１か月前までに、甲乙丙いずれからも申出のない時は、本協定の有効

期間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ、

各自１通を保有する。 

 

令和４年３月 30 日 

 

甲 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

   神奈川県知事   黒 岩 祐 治 

 

乙 東京都港区東新橋一丁目５番２号 

   汐留シティセンター 

日本ＧＬＰ株式会社 

代表取締役    帖 佐 義 之 

 

丙 東京都港区東新橋一丁目５番２号 

汐留シティセンター 

ＧＬＰ投資法人 

執行役員     三 浦 嘉 之 
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災害発生時における物資の保管等に関する協定 

 

 

神奈川県（以下「甲」という。）と大和ハウス工業株式会社（以下「乙」とい

う。）は、災害時における国等からの緊急物資（以下「物資」という。）の受入れ、

保管及び被災市町村等への搬出を行う物資拠点の開設及び業務支援に関し、次

のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において、物資拠点の開設に必要な施設の提供及び運

営に関して、必要な手続き等について定めるものとする。 

 

（物資拠点の開設等） 

第２条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの物資を安定的に避難者へ

供給するために必要と判断した場合は、乙に対し、第３条に定める要請を行い、

乙の協力が得られたときは、乙が指定する施設に物資拠点を開設する。 

２ 甲は、物資拠点において次の各号に定める業務（以下「拠点業務」という。）

を行う。 

（１）物資の受入れ 

（２）物資の在庫管理、仕分け及び保管等 

（３）市町村が指定する地域内拠点又は各避難所にする物資の搬出 

（４）前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの 

３ 甲は、次の各号に定める事項が生じたときは、物資拠点を閉鎖するものとす

る。 

（１）甲が拠点業務の必要性が低下したと判断し、乙に通知したとき 

（２）乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断

し、乙が甲に連絡したとき 

（３）提供施設を使用する者による迷惑行為、事故、提供施設以外の場所の占

有または利用等があったとき 

（４）その他合理的な理由により、乙が提供施設の閉鎖を求め、甲がこれを了

承したとき 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は災害時に、乙に対し、物資拠点に係る次の事項について要請するこ

とができる。 

（１）開設のための準備 

（２）拠点業務を行うために必要なスペース及び設備の確保 

　　4 - 12 - (14)
（危機管理防災課）
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（３）その他必要な事項 

２ 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書（電子メール

やファックス等の通信記録が残る電子媒体。）によるものとする。 

（１）開設希望施設 

（２）開設予定期間 

３ 乙は、第１項の要請に対し、直ちに協力の可否を甲に通知する。 

４ 乙は、第１項に基づき、甲から協力の要請に可能な限り協力するものとする。 

５ 甲は、第１項の規定による協力要請について、重要な変更が生じたときは、

その都度、乙に連絡するものとし、また、協力の必要がなくなったときは、速

やかに乙に連絡するものとする。 

６ 甲は、第１項の規定による協力の要請にあたり、乙が指定する施設が県内市

区町村と施設の使用に関する協定を締結していた場合には、甲は該当市区町

村と施設の使用について協議するものとする。 

 

（報告の手続き） 

第４条 乙は、甲の要請により協力業務を実施したときは、当該業務の完了後、

その実施した業務内容等を文書（電子メールを含む。）により甲に以下の事項

について報告するものとする。ただし、文書により報告するいとまがない場合

には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとする。 

 （１）使用期間 

 （２）使用した床面積 

 （３）電気料金 

 （４）水道料金 

 

（災害発生時の拠点業務開始前手続き） 

第５条 乙は、甲より第３条に基づく支援の要請を受領し、支援が可能と応諾し

た場合には、第２条第２項に記載の支援の範囲について、また、乙が指定した

物件に赴き施設の安全性について、乙は甲に確認を求めることができる。 

 

（情報の共有） 

第６条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に

提供し、共有するよう努める。 

 

（費用の負担） 

第７条 本協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用は、甲が負担する。また、

第３条の甲の要請により、乙が業務の遂行に要した費用は、甲が負担する。 

２ 乙は、本協定に基づき本物件又は本物件の一部を甲へ提供する場合には、本
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協定の趣旨に従い、倉庫・事務所等の床使用料を請求しないものとする。また、

水道費・電気料金・冷暖房費等を含めた費用も請求しないものとする。 

３ 前項の費用に関する取扱いは、拠点業務開設から２ヶ月間以内とする。２ヶ

月間を超過した場合、乙は、甲に費用を請求できるものとし、災害発生時の直

前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（原状の回復） 

第８条 甲は、本物件を使用する合理的な理由が解消された場合には、必要な原

状回復を行い、乙に返還するものとする。原状回復に伴う費用は、甲が負担す

るものとする。 

 

（損害の負担） 

第９条 業務の実施に伴い乙に損害が生じた場合、甲は、その事実の発生後遅滞

なく、その状況を書面により乙に報告し、その措置について、甲乙協議のうえ、

定めるものとする。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由により生じた

ときは、甲は当該損害を賠償するものとする。 

 

（連絡体制等の確認） 

第 10 条 乙は、次の事項に変更がある場合には、速やかに項に届け出るものと

する。 

 （１）商号 

 （２）所在地 

 （３）連絡先 

 （４）本物件の所有者または管理者に変更が生じた場合 

 （５）その他甲が要求する届出事項が生じた場合 

 

２ 甲及び乙は、前項その他本協定に関する連絡先を定め、連絡先確認書（様式

１）により相互に報告するものとする。当該連絡先に変更が生じた場合も同様

とする。 

 

（地位の承継） 

第 11 条 乙は、本物件の全部又は一部を第三者へ譲渡する場合、本協定により

負う責任及び義務を当該第三者に承継させるものとし、当該第三者は、前項に

基づき、甲に対し届出を行うものとする。この場合、乙は本協定により負う責

任及び義務は当然になくなるものとする。 
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（協議） 

第 12 条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じたときは、その

都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 13 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。ただし、期

間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも申出のない時は、本協定の有効期

間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

 

 

令和４年４月 15 日 

 

 

甲  神奈川県横浜市中区日本大通１ 

    

神奈川県知事    黒 岩 祐 治 

 

 

乙  神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 6番１ 

みなとみらいセンタービル 

大和ハウス工業株式会社 横浜支社 

 

執行役員 支社長  齋 藤 栄 司 
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災害発生時における物資の保管等に関する協定 

神奈川県（以下「甲」という。）と日本ロジスティクスファンド投資法人（以

下「乙」という。）は、災害時における国等からの緊急物資（以下「物資」とい

う。）の受入れ、保管及び被災市町村等への搬出を行う物資拠点の開設及び業務

支援に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において、物資拠点の開設に必要な施設の提供及び運

営に関して、必要な手続き等について定めるものとする。 

（対象物件） 

第２条 本協定は、第４条に定める甲からの要請時点において神奈川県内に所

在し、乙が単独で所有権又は信託受益権を有する物件（以下「本物件」という。）

を対象とする。 

（物資拠点の開設等） 

第３条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの物資を安定的に避難者へ

供給するために必要と判断した場合は、乙に対し、第４条に定める要請を行い、

乙の協力が得られたときは、乙が指定する施設に物資拠点を開設する。

２ 甲は、物資拠点において次の各号に定める業務（以下「拠点業務」という。）

を行う。 

（１）物資の受入れ

（２）物資の在庫管理、仕分け及び保管等

（３）市町村が指定する地域内拠点又は各避難所に輸送する物資の搬出

（４）前各号に掲げるもののほか甲が必要と認める前各号に付随する業務

３ 甲は、次の各号に定める事項が生じたときは、物資拠点を閉鎖するものとす

る。 

（１）甲が拠点業務の必要性が低下したと判断し、乙に書面にて通知し所定

の期間が経過したとき。なお、かかる所定の期間は、第４条に定める甲

の要請時に甲乙協議の上で定めるものとする。

（２）乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断

し、乙が甲に連絡したとき

（３）提供施設を使用する者による迷惑行為、事故、提供施設以外の場所の占

有又は利用等があったとき

　　4 - 12 - (15)
（危機管理防災課）
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（４）その他合理的な理由により、乙が提供施設の閉鎖を求め、甲がこれを了

承したとき。ただし、甲は不合理に当該了承を遅延又は拒絶しないもの

とする。

（協力の要請） 

第４条 甲は災害時に、乙に対し、物資拠点に係る次の事項について要請するこ

とができる。 

（１）開設のための準備

（２）拠点業務を行うために必要なスペース及び設備（本物件に設置済みの

ものに限る。）の確保

（３）その他必要な事項

２ 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書（電子メール

を含む。）によるものとする。ただし、文書をもって要請することが合理的に

困難と認められるときは、口頭で要請し、文書による報告が可能となった後速

やかに文書を送付するものとする。 

（１）開設希望施設

（２）開設予定期間

３ 乙は、第１項の要請に対し、遅滞なく協力の可否を甲に通知する。

４ 乙は、第１項に基づき、甲から協力の要請に実務上可能な限り協力するもの

とする。 

５ 甲は、第１項の規定による協力要請について、重要な変更が生じたときは、

その都度、乙に連絡するものとし、また、協力の必要がなくなったときは、速

やかに乙に連絡するものとする。 

６ 甲は、第１項の規定による協力の要請にあたり、乙が指定する施設が県内市

区町村と施設の使用に関する協定を締結していた場合には、甲は該当市区町

村と施設の使用について協議するものとする。 

（報告の手続き） 

第５条 乙は、甲の要請により協力業務を実施したときは、当該業務の完了後、

その実施した業務内容等を文書（電子メールを含む。）により甲に報告するも

のとする。ただし、文書をもって報告することが合理的に困難と認められると

きは、口頭によるものとし、文書による報告が可能となった後速やかに文書に

より報告するものとする。 

（災害発生時の拠点業務開始前手続き） 

第６条 乙は、甲より第４条に基づく支援の要請を受領し、支援が可能と応諾し
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た場合には、甲に対し、乙が指定した物件に赴き施設の安全性について、確認

することを求めることができる。 

（情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に

提供し、共有するよう努める。 

（費用の負担） 

第８条 乙が、本協定に基づき甲が要請する協力又は業務の遂行に要した費用

（乙が本協定に基づく協力又は業務の遂行のために本物件の所有者その他の

第三者に対して負担する費用を含む。）は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲

乙協議のうえ、定めるものとする。

（原状の回復） 

第９条 甲は、本協定に定める協力が終了した場合、物資拠点が閉鎖された場合

その他甲が本協定に基づき本物件を使用する合理的な理由が解消された場合

には、必要な原状回復を行い、乙又は乙の指定する者に本物件を返還するもの

とする。原状回復に伴う費用は、甲が負担するものとする。 

（損害の負担） 

第 10 条 業務の実施に伴い乙又は本物件の所有者、賃借人、管理者その他の関

係者に損害が生じた場合、甲は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面

により乙に報告し、その措置について、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由により生じたときは、甲は当該損

害を賠償するものとする。 

（連絡体制等の確認） 

第 11条 甲及び乙は、災害発生時に本協定が円滑かつ迅速に運用されるように、

連絡体制等についてあらかじめ定めるものとする。 

２ 甲乙それぞれの連絡体制等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡す

るものとする。 

（協議） 

第 12 条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義が生じたときは、その都

度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 
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（有効期間） 

第 13 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。ただし、期

間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも申出のない時は、本協定の有効期

間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

令和４年 12 月 26 日 

甲 神奈川県横浜市中区日本大通１

神奈川県知事  黒 岩 祐 治 

乙 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

日本ロジスティクスファンド投資法人

執行役員 亀 岡 直 弘 
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